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ア 設置の趣旨及び必要性  

 

１ 大学の沿革 

学校法人大東文化学園の前身であった大東文化学院は、東洋の文化を基盤として西洋

の文化を吸収し、東西文化を融合して新しい文化の創造を図ろうとした有識者の提案に

より、1923 年国会の決議によって創設された。1949 年新学制による東京文政大学（文政

学部）を設置、1953 年に大東文化大学と改称した。以後、文学部、経済学部を設置して

文政学部を廃止し、社会的な状況に対応しつつ教育研究環境の充実を図り、順次、外国

語学部、法学部、国際関係学部、経営学部、環境創造学部、スポーツ･健康科学部を設置

し、今日に至っている。 

一方、学校法人大東文化学園の保健医療分野における教育については、1960 年学園内

に柔道整復師養成課程として大東柔道整復専門学校を開設し、1961 年に同校に臨床検査

技師養成課程として衛生検査科（後に臨床検査科）を設置、1967 年には校名を大東医学

技術専門学校とし、閉校になる 2012 年まで 50 余年もの長きにわたる間、臨床検査技師、

柔道整復師等医療分野において多くの優秀な卒業生を輩出した。2005 年には、大東文化

大学にスポーツ・健康科学部を設置し、大東医学技術専門学校の臨床検査科は、スポー

ツ・健康科学部健康科学科として発展的な改組を遂げ、現在も同学科において臨床検査

技師の教育を行っている。  

大東文化大学は、充実した教育環境の中で、グローバルに共生する人材の育成に努め、

人文・社会科学領域だけでなく一部体育・保健衛生系の領域までもカバーする８学部 19

学科８研究科を擁する総合大学として教育、研究活動を展開している。  

 

２ 大学の理念、目的 

本学は、「東洋の文化」の研究から出発しアジアに軸足を置いた研究と教育に最も蓄積

があり、さらに欧米を含む国際的な視野に立った研究と教育を特色としていることから、

「東西文化の融合」という建学の精神をもとに、現在「アジアから世界へ―多文化共生

を目指す新しい価値の不断の創造」という理念を掲げている。  

また、学則第１条においては、その目的を「建学の精神に基づき、学問の理論と応用

を教授・研究して真理と正義を愛する自主的精神に充ちた良識ある人材を育成し、文化

の発展と人類の福祉に貢献することを目的とする」と規定している。  

 

３ スポーツ・健康科学部看護学科設置の趣旨  

１）スポーツ・健康科学部の設置の経緯及び教育内容  

スポーツ・健康科学部は、健康づくりを軸にその指導者を育成するとともに、地

域社会に密着した個人・社会の健康の増進（保健活動）と医療支援に寄与すること

を目的として 2005 年 4 月に開設し、スポーツ科学科、健康科学科の２学科から構

成されている。  

学部の教育目標は「健全な地球環境を中心に、生命の安全と人類の至適生活環境

の構築を目指す広域的な分野における指導的立場にたてる、創造性に富む人間性
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豊かな人材の育成を目指す。地球規模の交流を視野に入れて多様な価値観に対応

できる柔軟な姿勢で、主体的に活動できる人材を育成する。科学的な思考力と判断

力を培い、広い視野から課題を探求し、自律的に問題の解決をはかる力を養う。」

としている。  

スポーツ科学科は、学校教育としての体育だけでなく、生涯スポーツ、市民スポ

ーツも視野に入れたあらゆるスポーツの現場で、スポーツ生理学・スポーツ心理学

など、スポーツ科学の最新の知見を取り入れた質の高い指導のできるスポーツ指

導者の養成を行う。健康科学科は、生命の尊厳を重視した健康維持増進、すなわち

生活習慣病の危険因子の解明、ノーマライゼーションのバックアップ、健康増進因

子の解明などの保健医療分野の研究により、予防医学への貢献、環境づくりの支援

などを目指し、自己学習能力と研究能力を身につけた臨床検査技師の養成を行う。 

年代に応じた健康の維持・増進の実現は個人の努力もさることながら、社会全

体からの支援も必要欠くべからざることである。国民の健康を守るにあたっては、

早期発見、早期治療の疾病の２次予防から危険因子の排除など１次予防にシフト

してきている。その主眼は生活習慣病の予防であるが、これは生活習慣の改善で

可能である。生活習慣の改善は身体活動・運動と栄養・食生活とで達成できるこ

とから、スポーツ・健康科学部のスポーツ科学科と健康科学科は表裏一体となっ

てこれを支援するものであり、時代のニーズに対応してきた。  

 

２）スポーツ・健康科学部に看護学科を設置する背景、目的  

近年、健康に対する要求の多様化及び高齢化を背景に、地域を基礎単位とする医

療を取り巻く環境が著しく変化してきている。このような中、スポーツ・健康科学

部の目的（健康づくり、地域社会に密着した個人・社会の健康の増進と医療支援）

を時代の変化に対応させ、地域の健康ニーズに応え、健康維持増進を行うことがで

きる教育研究分野である看護学の必要性と当該分野の人材養成の検討を行ってき

た。 

特に地域社会や住民の健康を支える医療は、その高度化や多職種からなるチー

ムケアが進み、一方では医療専門人材の不足が重大な問題となっている。厚生労働

省では団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自

立生活の支援の目的のもとで、居住地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続

けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシ

ステム）の構築を推進している。地域包括ケアシステムとは「疾病を抱えても、自

宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるために、地域に

おける医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提

供を行う」仕組みのことである。この地域包括ケアシステムにおいて看護専門職に

は、ケアマネジメントの実践、患者の生活能力と家族のサポート力を考慮した適切

な医療処置やケア方法の検討、患者・家族の生活ニーズの把握とサポートなどを通

しての、他職種との連携を促す中心的役割が期待されている。  

現在、本学部においては、スポーツ指導者の育成、スポーツ文化の普及、臨床検
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査技師養成にかかる教育研究及び健康増進因子の解明、疾病のデータ収集や病態

解析の実施による予防医学への貢献、環境づくりの支援などを通して、科学的根拠

をベースにした地域密着型の健康づくりを支援している。本学部が教育研究目的

を具現化し、教育研究機能を発展･強化させてより一層の地域密着型の健康づくり

を推進・支援していく上では、キーパーソンとなり地域社会や住民の健康回復・維

持・増進を担い、看護学の教育研究に資する看護専門職の関与が必須となる。その

ため、本学部に看護学科を設置するものである。  

看護学科を設置することにより、臨床検査技師養成に加えて地域包括ケアシス

テムの担い手になる看護師を養成して、地域の健康ニーズに応えるものである。  

これまで本学部で培った健康科学分野の学問体系や研究活動の連携を強化し、

地域住民を対象としたスポーツ科学科による運動機能維持・増進を目的とした介

護予防プログラム、看護学科による健康教育、生活支援プログラム、健康科学科に

よる生理学分野からの効果検証を図ることで、科学的に裏付けされた健康の回復・

維持・増進に向けた健康支援・介護予防支援体制、健康寿命増進へのアプローチの

構築が可能である。本学スポーツ・健康科学部が設置されている東松山キャンパス

が立地する埼玉県は、厚生労働省老健局「都市部の高齢化対策の現状（ 2013 年 25

年 5 月 20 日）」によると、75 歳以上の高齢者人口増加率が全国１位（【資料１】）

であることから、スポーツ・健康科学部３学科の教育研究成果は、地域住民への健

康支援・地域貢献として寄与でき得ると考える。  

 

３）看護学科の設置の趣旨  

高度医療の進行、患者の安心・安全な医療に対する関心の高まりや権利意識の向

上に伴い、医療の現場においてその一翼を担う看護専門職はこれまで以上に高い

専門的な知識と技術、臨床判断能力、対人関係能力が求められている。また、少子

高齢化が進行しており、国は 2025 年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の

支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最

期まで続けることができるよう、地域包括ケアシステム（地域の包括的な支援・サ

ービス提供体制）の構築を推進しているが、医療専門職（特に看護専門職）の不足

が重大な問題となっている。特に本学が看護学科を設置する埼玉県では、地域包括

ケアの担い手である看護師就業者数が全国的に見て少ない（【資料５】参照）。今後、

更に医療が高度化し、病院における医療から地域医療、在宅医療へシフトしていく

中で、看護師の確保と高度医療に対応できる看護師の育成は大きな課題である。こ

れらの医療の現状に対応できる看護実践能力を身につけた人材を養成するために

は、多様な教養を基礎に高度な看護教育を行うことができる４年制の学士課程（大

学）が重要になってくると考えられる。 

複雑な現代社会あるいは医療界においては、予測が困難な事柄や問題に直面す

ることが多くあり、高度化・細分化された専門領域の知識だけでは必ずしも十分で

はない。看護師は人と関わる職種であり、患者や家族との信頼関係を築く、根拠に

基づく計画的な看護を行う、患者に合った看護を行う、チームの中での役割を果た
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すなどの能力が要求される。その基礎的素養として、社会人としての「知識」や「教

養」を身につけ、人とのコミュニケーション能力や洞察力、判断力を養うことが求

められる。このためには、教養教育が重要となる。  

 

現在、新人看護師については、就職後の早期離職が問題になっている。背景には

臨床現場で求められる実践能力と大学での学びのギャップや就職前の期待と就職

後の現実とのギャップ、職業観や勤労観の変化などさまざまな問題が影響してい

るとされており、キャリアの積み重ねがないまま離職していく看護師が多くいる。

看護師のキャリア発達において、自らの職業とどう取り組むかという職業的アイ

デンティティの獲得は重要であり、学生時代からの支援の必要性が指摘されてい

る。また、能力不足による離職の防止や生涯にわたるキャリアアップのためには、

継続して専門的能力を向上させることが必要である。  

本学科は４年制総合大学の特色を活かして知識や教養、コミュニケーション能

力などの社会的基礎能力を身につけるための学部横断的な教養教育を行うことが

可能である。その上に立って看護の基礎としての看護専門基礎、実践的な看護専門

教育とステップアップした学修を行う。  

本学が教育の目的とする能力と人格は、将来基本計画である「DAITO VISION 

2023」において、「大東学士力」として下記の通り設定されている。  

 

①地球的規模の視野と感覚を持ち、異文化への理解力・共感力、コミュニケーシ

ョン能力を持ち、諸問題の解決に貢献できる  

②豊かな人間的教養と高度な専門的知識・技術を持ち、現代社会の諸問題にチャ

レンジできる  

③修得した専門的知識と技能を使って、社会の中核・中堅として、その発展に貢

献する意欲と能力を持っている  

④自分の意見を持ち、それを適切に表現し、他者と協力・共同する能力を持って

いる  

⑤大東人として、また人間としての誇りと自信、社会の担い手としての強い使命

感・モラルを持ち、行動できる  

 

本学は、大東文化大学の学生として学士力の基礎となるリベラルアーツを身に

つけた上で、高度な医療に対応でき、看護師のキャリア発達における職業的アイデ

ンティティの獲得及び継続的な能力開発に努めることができる看護師、地域包括

ケアシステムを担う看護師の養成に取り組む。  

このことは、学部の趣旨・目的である「人間教育を軸に自然科学と人文社会科学

の調和のとれたバランスの上に立つ専門知識とその応用力をもつ人材を育成する」

とも合致する。  
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４ 看護学科設置の必要性  

１）４年制大学における看護師養成の必要性  

多様化・高度化する医療に対応し、看護師としてキャリアを継続的に構築するに

は、専門的知識・能力に加えて、人としての知識や教養、コミュニケーション能力

などの基礎的能力、職業的アイデンティティの獲得のための知識が必要である。こ

れらは、充実した専門教育とともに教養教育を行う４年制大学で学ぶことで、達成

できると考えられる。  

また、地域包括ケアシステムを進めるにあたり、主導的立場となるのは看護専門

職である。全国的にみた埼玉県での看護師就業者数の少なさは顕著であり、地域包

括ケアシステム推進に貢献するために看護専門職養成の必要性は大きい。  

多職種連携が進展し、急性期医療から在宅医療までそれぞれの場で的確な医療・

看護を提供することが求められ、患者への医療・看護提供の内容はますます多様化・

高度化することが想定されることから、看護基礎教育の内容の充実が必要となる。

国民の要望に応え安全な医療・看護を行うためには４年制大学における看護基礎教

育が必要である。  

 

２）全国的な看護師の人材確保の必要性  

前述のように高度医療・医療の多様化への対応、安心・安全な医療の提供ができ

る看護師の養成は４年制大学で可能と考えられる。４年制大学における看護学科は

近年急速に設置されているが、看護師不足を解消するには至っていない。  

厚生労働省は看護職員の需給見通しに基づき、看護師等の養成や就業者数の確保

を図るため、概ね５年ごとに通算７回にわたり需給見通しを策定しており、第７次

需給見通しは、2011 年から 2015 年までの５年間について策定された。また、 2016

年以降の看護職員需給見通しの策定の在り方等を検討するため、「看護職員需給見通

しに関する検討会」（2015 年 12 月 18 日）を開催し、看護職員需給見通しの策定、

長期的な看護職員需給見通しの推計、看護職員確保対策の検討を行っている。この

検討会の「看護職員確保対策について」の中で「社会保障・税一体改革の試算では、

2025 年に看護職員が約 196 万人～約 206 万人必要」とされており（【資料２】）、今

後、仮に３万人/年のペースで看護師が増加しても、その需要とは約３万人～ 13 万

人分のギャップが生じるとされている。この試算も念頭に置き、国においては、看

護職員の復職支援や離職防止・定着促進等のための看護職員確保対策を引き続き行

っていくとしている。  

また、「第七次看護職員需給見通しに関する検討会報告書」（ 2010 年 12 月）（【資

料３】）では、2015 年時点で約 165 万人の需要に対して約 1.1 万人の供給が不足す

ると見込まれているなど、年々増大する需要に対する供給が十分ではない状況とな

っていることが示されている。看護師等の需要は、高齢化の進展等に伴い引き続き

増大するものと予想され、現在のペースではその需要に対応できる供給の達成が困

難であり、依然として看護師等の確保の促進は喫緊の課題となっているとしている。 

日本看護協会によると近年の看護師離職率（ 2013 年度：常勤 11.0%、新卒 7.5%、
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2014 年度：常勤 10.8%、新卒 7.5%）はほぼ横ばい状態にあるが、「厚生労働科学研

究費補助金（地域医療研究基盤開発推進研究事業）2012 年度分担研究報告書」によ

ると、潜在看護職員数は 2012 年末で 699,566 人であり、看護師資格を有する者のう

ちのその占める割合は 32.5%と推計されている（【資料４】参照）。厚生労働省や日

本看護協会などで復帰のための施策や対策が行われているが、一層の支援が必要と

されている。  

これらのことからも、今後も看護師不足の状況は継続すると予想される。  

 

３）埼玉県の看護師の人材確保の動向と将来的な見通し  

看護学科設置予定地である東松山市が所在する埼玉県における看護師の就業状況

（2014 年 12 月 31 日現在）についてみてみると、看護師の就業者数は 41,184 人、

人口 10 万に対する人数は 568.9 人で、これを全国（855.2 人）と比較すると 286.3

人少なく、全国第 47 位である（【資料５】参照）。また、埼玉県における医療施設数

は「2014 年埼玉県保健統計年報統計資料（第 2 章 医療統計）」（【資料６】）による

と 341 施設で全国 7 位である一方、前述の通り、看護師就業者数は 41,184 人で全国

第 47 位であり、病院数が多いのに比較して看護師数が圧倒的に不足している。  

さらに、2012 年の常勤看護師離職率は全国が 11.0%であるのに対して、埼玉県は

12.4%であり、新人看護師の離職率は全国が 7.9%であるのに対して、埼玉県は 8.6%

であった（【資料７】参照）。このことからも、埼玉県における看護師の少なさは全

国的に見ても顕著であり、離職率も高い。同時に、埼玉県は全国で最も急速に高齢

化が進み、2015 年における高齢化率は 55％（高齢者人口 179 万人）である。埼玉県

では、看護師確保の数値目標を 2012 年度末の約 56,000 人から、 2016 年度末には

63,500 人を目指しているが、就業者（約 2,500 人）と再就業者（約 5,700 人）から

離職者（約 6,600 人）を差し引いた人数で推計しても、現時点で 1,100 人の不足が

予測されている（【資料７】参照）。県では、看護師確保対策の推進やナースセンタ

ーによる再就業等の支援などにより、積極的に看護師不足対策を推進しているが、

需要を満たすには至っていない。  

このような量的不足に加え、埼玉県は高齢化率が高く、厚生労働省による地域包

括ケアシステム構築推進に貢献する看護師の育成が急務とされている。看護学科で

は、まずは、看護学科の設置の趣旨で述べた「基礎力・教養を身につけた上で各専

門領域において実践的な看護専門知識」を修得した看護師を育成する。特に、応用

的側面で地域包括ケアに貢献するキーパーソンである看護師育成に取り組む。埼玉

県（埼玉県東松山市）にキャンパスを置く本学が看護学科を設置し、病院での看護・

チーム医療に対応でき、地域包括ケアに貢献が期待される看護師を養成することは、

埼玉県の看護師不足解消及び高齢化社会への医療貢献の一助を担う大きな意義及び

必要があると考えられる。  
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イ 学科の特色  

 

１ 教育研究上の目的  

本学は、「東西文化を融合して新しい文化の創造を目ざす」という建学の精神に基づき、

「東洋固有の文化を尊重し、その伝統的な美徳を身につけて豊かな人格の形成に努め、

併せて国際的な視野を持ち、世界の文化の進展と人類の幸福の実現に寄与できる有為な

人材を育成することを目指す」ことを教育の理念としている。また、学則第１条におい

て「学問の理論と応用を教授・研究して真理と正義を愛する自主的精神に充ちた良識あ

る人材を育成し、文化の発展と人類の福祉に貢献すること」を教育研究上の目的として

定めている。更に将来基本計画として策定した DAITO VISION 2023 において、全ての本

学学生が、前述した「大東学士力」を身につけるための質の高いリベラルアーツ教育展

開を目指している。  

また、スポーツ・健康科学部における教育研究上の目的を、「本学の建学精神とその教

育理念に基づき、国民の健康維持と増進を視野に、スポーツを通して文化の発展と健康

づくりに貢献できる人材の育成、医学・健康関連分野で健康の増進に寄与できる人材の

育成を目的とする」と規定している。  

 

そこで、スポーツ・健康科学部看護学科における教育研究上の目的を次の通りとする。  

 

 

看護専門職として自ら主体的に学問を探究し、好奇心に満ちた豊かな人格形成と

多文化社会に生きるさまざまな人々への理解を涵養し、住み慣れた地域社会におけ

る生活者の健康回復・維持・増進に向けて創造的に活躍するための看護実践能力を

発揮できる人材の養成を目的とする。 

 

 

  また、教育研究上の目的から養成する人材像は、次の通りとする。  

 

◎地域特性や社会のニーズを把握し、各専門職・関係者との協働・連携を図り、健康課題

の査定、地域ケアの構築、看護専門職としての機能・役割が発揮できる実践能力を備え

ている。  

 

◎あらゆる年代の健康レベル、健康課題を有する看護の対象者に対して、理論的知識・研

究成果に基づく根拠のある看護を確実に提供できる実践能力を備えている。  
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２ 教育目標 

  教育の目的を達成するための教育目標を以下の通り設定する。  

 

①主体的かつバランスのよい学修意欲と好奇心を備え、科学的思考、論理的思考、

批判的思考ができる。  

②豊かな人間的教養を基盤に、看護の対象者への理解力、共感力、コミュニケーシ

ョン能力を身につけ、多文化社会のさまざまな人々との援助的関係を築くことが

できる。  

③看護師として社会のニーズに即し、必要とされる知識・技術・態度を身につけ、

基本的な看護実践能力を修得できる。  

④地域社会で生活する人々の特性及び健康に関するニーズとケア体制について把

握し、環境因子や個人因子を関連づけ、スポーツ・健康科学分野の各専門職と連

携して、健康の保持増進と疾病の予防法について計画立案・実践ができる。  

⑤特定の健康障害にある看護の対象者へのセルフケア及び生涯にわたり住み慣れ

た地域や在宅での療養生活を送るための支援について言語化できる。  

⑥看護師としての職業的アイデンティティの基礎を培い、専門職として活躍するた

めの基本的な社会人基礎力を身につける。  

 

３ ディプロマ・ポリシー  

 

教育目標を定め、卒業までに身につけ期待される行動を「知識・理解」「思考・判断」

「関心・意欲」「態度」「技能・表現」の５領域に分け、以下の通りとする。  

 

①人間の尊厳を重んじる豊かな人間性と幅広い教養を備え、多様な文化的背景をもつ

様々な看護の対象及び関係する多職種と円滑なコミュニケーションができる能力

を身につけ、看護専門職としての倫理観に基づいた援助的関係、協働関係を築くこ

とができる（知識・理解）（態度）（技能・表現）。 

 

「援助的関係」とは、看護の対象者となる人々と援助的コミュニケーションをとること

ができるようになり、援助的関係を築いていく能力のことである＊。国民の医療・介護

ニーズは増大し、更には多様化・複雑化している。この多様な文化の社会に生きるさま

ざまな看護の対象者は、発達年齢やライフサイクル、健康レベルも多様である。看護の

対象者に対し、円滑なコミュニケーションをとることができ、その人の文化的背景、価

値観、信条を尊重し、個人、家族、集団、地域との援助的関係・信頼関係を形成し、協

働的な関係を築くことができる人材を養成する。  

【教育目標①②に対応】  

 

＊大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会  最終報告。平成 23 年 3 月。 
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②社会の要請に柔軟に対応するために必要とされる専門的知識をもち、対象者の健康

レベル・健康課題を成長発達に応じてアセスメントできる（知識・理解）（思考・判

断）。 

 

看護の対象となる人々の成長発達段階に応じた、身体的変化、認知・感情、社会的変化

を理解し、その人の健康状態との関連についてアセスメントできる。また、地域特性、

社会資源、地域の健康課題の把握方法について説明することができる人材を養成する。 

【教育目標③に対応】  

 

③看護職及び在宅療養を支援する保健医療福祉専門職の役割と、スポーツ・健康科

学分野の専門職との連携により、疾病・介護予防に貢献するためのアプローチに

ついて言語化し、実践できる（知識・理解）（技能・表現）。 

 

保健医療福祉チームの一員として、住み慣れた場所で、療養生活を送る対象者を支援す

る専門職の役割を理解し、併せて、スポーツ・健康科学分野の各専門職とのチーム連携

により、看護の対象者の健康回復・維持・増進及び疾病・介護予防に貢献するためのア

プローチ方法について説明・実践できる人材を養成する。  

【教育目標④に対応】  

 

④特定の健康課題のある看護の対象者が、住み慣れた地域社会で尊厳ある療養生

活が送れるよう援助方法の計画立案及び具体的な援助を実践できる（思考・判

断）（技能・表現）。 

 

特定の健康課題の出現と日常生活の維持との関係を理解し、あらゆる発達レベルのさま

ざまな看護の対象者が、生涯にわたり疾病管理、悪化・進行を予防した療養環境が送れ

るように支援する方法について説明でき、具体的なケアを実践できる人材を養成する。 

【教育目標⑤に対応】  

 

 

⑤看護師としての職業的アイデンティティの基盤をつくり、専門職として生涯にわた

り継続して専門的能力を向上させることの重要性を理解し、具体的なキャリアデザ

インを計画できる（関心・意欲）（態度）。  

 

看護基礎教育卒業までに、看護師としての職業的アイデンティティの基礎を確立し、看

護専門職としての具体的なキャリアデザイン設計とその実現に向けての自己研鑽の重

要性を理解し、行動できる。看護のさまざまな対象者やその家族と援助的、治療的関係

を築き、また、地域や職場のさまざまな人と仕事をする上で必要な基礎的な能力を備え

ている人材を養成する。【教育目標⑥に対応】  
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４ 大東文化大学看護学科の「社会人基礎力」  

看護基礎教育卒業後、早期に離職することなく、保健医療福祉分野の専門職として、

個々の能力を発揮し、自律的に活躍できるために必要な基礎的な力を養成する。  

 

2006 年２月、経済産業省の産学有識者による委員会にて「職場や地域社会で多様な

人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」を、３つの能力（ 12 の能力要素）から

なる「社会人基礎力」と定義した（【資料８】参照）。また、「体系的な社会人基礎力育成・

評価システムの開発・実証事業（全学的な社会人基礎力育成をめざす教育システムの開

発）」（経済産業省：2009 年度事業）のモデルプログラム開発事業校の岐阜大学報告では、

看護職には絶えず対象の立場に立ち、対象に不利益や苦痛が生じないよう、対象の意思

決定や権利を遵守する「倫理的行動」が求められるため、３つの能力（ 12 の能力要素）

に〈倫理〉を追加し、４つの能力とした。  

一方、〈職業的アイデンティティ〉は、職業集団のもつ規範や価値体系との相互作用の

中で自覚される主観的な感覚であり、職業的アイデンティティが高い人は、職業的方向

づけ及び職業発達や成熟度が高く、個人的アイデンティティも高い。さらに、医学・看

護の領域の専門家アイデンティティに関する研究においてアイデンティティの危機の肯

定的な解決と他者の支持を得ている者が、自主的に専門学習を継続するという責任を自

らに引き受けているとしている。  

 

そこで本学科では、経産省の３つの能力に〈倫理〉と〈職業的アイデンティティ〉を

追加し、「大東文化大学看護学科  社会人基礎力」とした（【資料９】参照）。  

また、看護基礎教育における〈職業的アイデンティティ〉の発達過程については、先

行研究を参考に「看護師選択の自信」、「自分の看護観の確立」、「看護師として必要とさ

れることへの自負」、「社会貢献への志向」の４段階とし、職業的アイデンティティ形成

に向け入学の初年次より卒業年次まで継続した支援ができるよう教育課程との関係性に

配慮した教育プログラムを構成した（【資料 10】参照）。  

 

これらのことを踏まえ、大東文化大学看護学科における「社会人基礎力」を次の通り

定義する。  

 

 

「保健・医療・福祉のさまざまな場で、看護専門職として多様な人々と  

協働・連携していくために必要な基礎的な力」  

 

社会人基礎力を醸成するために、各授業科目の構成指標に加え、養いたい態度や能力

を可視化し、明確にする。さらに、教授法の工夫と評価、課題の明確化を図り、社会人

基礎力養成に必要な支援を強化する。  
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５ 「地域包括ケア」カリキュラムについて  

地域包括ケアシステムのもとで、活躍できる看護師養成をめざし、学科の教育目標及

び DP を策定した。その具体的なカリキュラムの特徴は、以下の通りである。  

 

これからの社会保障制度を見据え、「地域包括ケアシステム」の概念を教育課程に編成

し、「地域包括ケア概論」、「地域包括ケア方法論」、「地域包括ケア演習」、「地域包括ケア

実習」を１年次後期～ 4 年次前期にかけて配置し、各領域の教員が担当する。市町村に

おける地域包括ケアシステム構築のプロセスと看護師として関連職種や関係者へどのよ

うに連携しつないでいるのか等を学び、地域包括ケアにおける看護の役割、独自の機能

を探求する。個人や地域のニーズと必要な社会資源や課題について理解し、住み慣れた

地域や自宅で、可能な限りその人らしく生活し続けるためのしくみ・体制とアプローチ

方法について 4 年間縦断的に学修して、各領域で学ぶ看護の専門知識を地域包括ケアの

概念に基に統合できるよう教育プログラムを構築した（【資料 11】参照）。 

 

ウ 学科等の名称及び学位の名称  

 

１ 学部の名称 

既設の「スポーツ・健康科学部」の中に看護学科を設置する。  

学部の英語名称：Faculty of Sports & Health Science 

 

２ 学科の名称 

学科設置の趣旨及び必要性、教育課程等に基づき、看護学を教育研究分野とすること、

併せて国際的な通用性があり、学生及び地域住民にも理解しやすいように「看護学科」

する。 

学科の英語名称： Department of Nursing  

 

３ 学位の名称 

取得する学位は「学士（看護学）」とする。  

学位の英語名称： Bachelor of Nursing 

 

エ 教育課程の編成の考え方及び特色  

 

１ 教育課程の編成方針  

本学建学の精神、教育理念・目的及び学部の教育研究上の目的に即し、看護学科の教

育目標及び学位授与方針を実現するために、以下の通り、教育課程の編成及び実施の方

針を策定する。  

本学の教育目的に基づく、前述の「大東学士力」を身につけるための総合基礎科目（全

学共通科目・基本スキル科目）、看護学を学修するうえで基礎となる科目群の専門基礎科

目、社会の要請に応え、活躍できる看護師育成に必要な専門的知識・技術を修得する専
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門科目の３つの科目群で構成する。  

 

２ カリキュラム・ポリシー 

１）総合基礎科目は、ひとりの人間として深い教養と豊かな人間性を身につけ、さま

ざまな人々の異なる文化や考え方、多様な価値観が理解できるよう幅広い分野の

科目を編成する。また、大学生としての円滑な適応を促進し、基本的な対人関係

スキルと外国語の強化を図る科目を編成し、少人数クラスの演習として、コミュ

ニケーション能力の獲得に向け、グループワークを積極的に活用する。  

＊《全学共通科目》及び《外国語科目》の詳細なカリキュラム・ポリシーについては  

（【資料１２】参照）。 

 

２）専門基礎科目は、ヒューマンケアの専門職としての前提となる必要不可欠な知識・

技術を修得し、スポーツ・健康科学分野における各専門職との職種間連携におい

て協働できる能力を育成する。また、全ての発達段階のさまざまな健康状態にあ

る看護の対象者に関する人体の構造と機能、主な疾病の成り立ちとその回復の促

進、健康支援と社会保障制度について修得できる科目群を編成する。各科目にお

いて、専門科目との関係性及び到達目標を明確にし、主として 1 年次前期から３

年次前期に配置して順序性のある学修進度に配慮し、必要に応じて振り返りや小

テストを用いて理解の促進と知識の定着を図る。  

 

３）専門科目は、多様化・複雑化する看護の対象者に幅広く対応するため、『看護の基

盤』、『看護の実践Ⅰ（理論と方法）』、『看護の実践Ⅱ（臨地実習）』、『看護の実践

Ⅲ（看護の発展）』、『看護の統合』の 5 区分で構成する。看護の対象者があらゆる

年代の個人、家族、集団、地域社会の人びとであるため、科目区分をライフサイ

クルで区切らず大きく捉えている。また、学修の順序性により段階的に学修が深

まることで、基礎から応用・発展、統合へと向かう科目区分とし、アーリーエク

スポージャーとして 1 年次前期から専門科目を配置し、段階的に専門的知識及び

職業的アイデンティティを身につける。さらに、講義及び演習、実習を組み合わ

せて、看護実践能力の獲得に向けた効果的な学修を行う。特に、演習においては

シミュレーション教育を導入し、確実な知識・技術・態度の獲得を図るため、達

成度評価を行う。  

 

３ 教育課程の特色 

１）総合基礎科目  

総合基礎科目は、『全学共通科目群』及び『基本スキル科目群』に大別し、さらに

『全学共通科目群』は、『基本科目（Ａ系～Ｄ系）』及び『課題（テーマ）科目（Ｅ

系）』から構成される。また、『基本スキル科目群』は、『大学入門』、『第一外国語』、

『第二外国語』から構成する。  
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（１）『基本科目』は、人類が長い歴史を通じて探究し、積み上げてきた学問の体系

と方法を分かりやすく教授する。学部・学科を問わず、学問研究を支える基礎

的な知識と技能、高い教養と幅広い視野を獲得することをねらう。健康な心身

を育むためにＡ系：人文系（人間と文化）、Ｂ系：社会系（社会と生活）、Ｃ系：

自然系（自然と環境）、Ｄ系：保健体育系（健康とスポーツ）の４系統から構成

され、60 科目（112 単位）すべて選択科目である。  

 

（２）『課題（テーマ）科目』は、人類の社会と生活に密接に関わる課題を通して現代

世界への問題意識と異文化への理解、総合的な判断力を育てるために、第 1 群

（地域・国家・民族の考察）、第 2 群（女性・子ども・老人への視点）、第 3 群

（人権・民主主義・平和を考える）、第 4 群（現代社会の諸問題）、第 5 群（異

文化・世界にふれる）、第 6 群（自己・人間をみつめる）、第 7 群（キャリアデ

ザイン）、第 8 群（全学共通特殊講義）から構成され、 16 科目（32 単位）すべ

て選択科目である。この全学共通科目群の豊富な教養科目『基本科目』及び『課

題（テーマ）科目』の選択科目については、学生の学修期間の履修計画により、

教養を深めるために、どの学年においても履修できるよう配置する。  

 

（３）『大学入門』は、大学生活への速やかな適応を促進し、計画的に学修していくた

めの基本的な技能の修得をめざす科目として、「基礎ゼミナール」、「コモンスキ

ル」、「情報処理」の必修３科目（ 4 単位）及び「人間関係論」（選択１単位）で

構成され、すべて 1 年次に配当する。「基礎ゼミナール」（1 年次通年）は、高

等学校から大学への円滑な移行をねらう初年次教育として、大学生活に必要と

される学修技能を獲得することを目的とする。また、担当教員は、学生生活や

学修の支援を 1 年間継続的に行うためにチューターの役割を担う。本学科の教

育目標とディプロマ・ポリシーから、自らの大学生活の学修目標の設定と、そ

の実現に向けた学修計画の設計を行うことで、看護師としての職業的アイデン

ティティについて考える第一歩の科目とする。「コモンスキル」（1 年次前期）

は、基本的な礼儀・礼節や社会人としての一般常識、コミュニケーションの原

則、日常的な TPO に応じた基礎的な対人関係スキルの獲得を目標に、講義とロ

ールプレイなどの演習から学ぶ。「情報処理」（ 1 年次前期）は、レポート作成

など大学生活に必要とされる基本的な情報処理の技能として、コンピュータ・

リテラシーを身につけることを目標とし、コンピュータ・ネットワーク概論を

講義形式で、ワープロ、表計算、プレゼンテーション、インターネット・メー

ル、文献検索、ネットワークセキュリティーなどの活用方法を演習により学修

する。また、「人間関係論」（1 年次前期）は、人間関係を形成するために必要

な、人間関係の法則や基礎理論を修得し、自己理解や他者理解を深め人間関係

の築き方を理解する。また、援助を必要とする人との人間関係構築の基本につ

いて学修する。  



   

14 

 

（４）『第一外国語』は英語とし、「英語コミュニケーションⅠ」～「英語コミュニケ

ーションⅣ」「医療英語」「英語ゼミナール」の必修 4 科目（4 単位）、選択 2 科

目（2 単位）の 6 科目を１年次前期から 4 年次前期にかけて配置する。「英語コ

ミュニケーションⅠ」（１年次前期）～「英語コミュニケーションⅣ」（ 2 年次

後期）は必修科目で、英語の基礎からセメスターごとに応用・発展する学修内

容構成とする。「医療英語」(２年次前期 )は、外国人の患者とのコミュニケーシ

ョンスキルを学ぶ内容の選択科目として、「英語ゼミナール」（ 4 年次前期）は、

英文の文献抄読を中心とする内容の選択科目として配置する。  

 

（５）『第二外国語』である「中国語Ａ」、「中国語Ｂ」、「コリア語Ａ」、「コリア語Ｂ」、

「フランス語Ａ」、「フランス語Ｂ」、「ドイツ語Ａ」、「ドイツ語 B」の 8 科目（8

単位）はすべて選択科目とし、A は前期、B は後期の１年次及び 2 年次に配置す

る。  

 

２）専門基礎科目  

専門基礎科目は、さまざまな健康状態、また、さまざまな発達レベルにある看護

の対象者を、全人的に理解するための土台となる重要な科目群であり、『人体の構

造と機能』、『疾病と治療』、『地域社会と医療福祉』の３区分で構成される。  

（１）『人体の構造と機能』は、全ての発達段階のさまざまな健康状態にある看護の

対象者の心と体を理解するための基本的な科目で構成し、必修 6 科目（8 単位）、

選択 1 科目（1 単位）の 7 科目を１年次前期から２年次後期にかけて配置する。

必修科目の「人体の構造と機能Ⅰ」（ 1 年次前期）及び「人体の構造と機能Ⅱ」

（1 年次後期）で、人体の構造と機能を学修し、ほぼ同時進行で、生命活動や身

体の働きの基礎となる「人間と栄養」（1 年次後期）、「生化学」（1 年次後期）、

「微生物学」（1 年次後期）を学ぶ。また、こころの働き・機能を理解するため

に、「臨床心理学概論」（ 2 年次前期）と選択科目の「発達心理学」（ 2 年次後期）

を配置する。  

（２）『疾病と治療』は、疾病と検査・診断及びその治療法について学ぶ科目で構成さ

れ、必修 11 科目（ 11 単位）、選択 2 科目（2 単位）の 13 科目を１年次前期から

4 年次前期にかけて配置する。「疾病・治療学Ⅰ」（ 2 年次前期）及び「疾病・治

療学Ⅱ」（2 年次後期）は、部位別、器官別、臓器別に分類した急性期疾患につ

いて学び、「疾病・治療学Ⅲ」（ 2 年次前期）及び「疾病・治療学Ⅳ」（ 3 年次前

期）では、全身疾患を中心とした慢性期疾患と終末期・緩和医療を学ぶ。「疾病・

治療学Ⅴ」（ 2 年次後期）は、小児及び生と生殖医療に関する疾患について学修

し、「疾病・治療学Ⅵ」（ 3 年次前期）は、精神医療について学ぶ内容構成とす

る。  

疾病の原因や発生機序、診断の確定を学修する「病態論」（１年次後期）、「薬

理学」（2 年次後期）に配置し、順序性をもった学修進度で理解の促進を図る。 
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「臨床検査学概論」（２年次前期）は、看護師が実施する検体の正確な採取方

法とその取扱いや、生体検査に必要な前処置と検査後の看護、検査結果からの

疾患や病態把握と検査データ異常値の仕組みについて学修する。また、健康に

関するモニタリング指標について理解を深める内容構成とする。  

 

スポーツ・健康科学部の教育理念として、スポーツを通して文化の発展と健

康づくりに貢献し、医学・健康関連分野で健康の増進に寄与できる人材の育成

を目指していることから、スポーツにおける一時救急を中心とした「救急救命

Ⅰ」（1 年次前期）を、必修科目として配置する。同 じ く 必 修 科 目 と し て 3 年

次 前 期 に 配 置 す る 「 東 洋 医 学 概 論 （ 漢 方 ）」 で は 、 原則 2 種類以上の生薬

で構成されるため複数の薬効を有し、複数の慢性疾患を抱えている高齢者への

投与に適していると言われている漢方薬に関する知識と全人的医療としての東

洋医学を学ぶ。地域包括ケアシステムが推進される中、今後、慢性疾患を抱えた

高齢者の多くが、在宅で療養生活を送ることが予測されるため、看護において

も漢方薬や自然治癒力を引き出そうとする哲学的な東洋医学の知識が必要とな

ると考えられる。また、選 択 科 目 と し て 、「 救 急 救 命 Ⅱ 」（ 2 年 次 前 期 ）を

配 置 す る 。救 急 救 命 Ⅰ で 修 得 し た 知 識・技 術 を さ ら に 応 用・発 展 さ せ る 。

外 科 系・内 科 系 を 問 わ ず 、急 性 疾 患 の 病 態 生 理 学 を 学 び 、救 急 外 来 で の

初 期 診 療 か ら 院 内 で の 集 中 治 療 室 や 急 性 期 系 の 病 室 へ の 入 室 ま で の 救

急 救 命 医 療 に つ い て 学 修 す る 。 さらに、「 ス ポ ー ツ 医 学 概 論 」（ 4 年 次 前

期 ） は 、 一般市民によるス ポ ー ツ の 有 無 が 人 々 に 与 え る 影 響 を 分 析 し 、

そ の 所 見 を 疾 病・介 護 予 防 、治 療 、リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン な ど に 役 立 て る 。

ま た 、競 技 レ ベ ル の 高 い ス ポ ー ツ に お い て は 、そ の 活 動 中 に 発 生 す る 事

故 や 外 傷 な ど に 対 し て ど の よ う な 対 処 方 法 が 必 要 な の か を 学 修 す る 内

容 構 成 の 選 択 科 目 と す る 。  

 

（３）『地域社会と医療福祉』は、設置趣旨及び教育目的を達成させるために、地域社

会や医療福祉について学ぶ科目で構成され、必修 7 科目（7 単位）、選択 2 科目

（2 単位）の 9 科目を１年次後期から２年次後期にかけて配置する。  

入学してなるべく早い時期に、地域包括ケアの前提となる大学近隣の文化、

風土、特徴などを理解するために、必修として「郷土論（埼玉学）」（１年次前

期）を配置する。また、社会のしくみとして基本的な保健医療福祉制度やその

理念、看護対象者の疾病予防、健康の維持・増進をする上での地域社会の役割

と社会的環境の動向を把握するための基礎的な知識「公衆衛生学」（１年次後

期）、「保健医療統計学」（１年次後期）、「医療情報学」（１年次後期）、「保健医

療福祉制度論」（2 年次前期）を必修科目として配置する。また、「社会福祉学」

（2 年次後期）を選択科目として配置する。さらに、生命に関する倫理的な問

題を取り扱う「生命倫理学」（2 年次前期）を選択科目とし「看護倫理学」を学

修する前に配置する。入院患者の健康問題への看護援助の実践から、チーム医
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療の中での看護が果たす役割を理解する「基盤看護学実習Ⅱ」の前に「チーム

医療論」（2 年次前期）を必修科目として配置する。  

「健康科学実践」（ 2 年次前期）は、スポーツ・健康科学部看護学科として、看

護対象者の特に高齢者が、住み慣れた地域社会でできる限り自立した生活を送

ることができるよう、生活動作や筋力の低下などに対する介護予防、健康寿命

増進を目的とした実践的な内容構成とする。高齢者を取り巻く問題と老年症候

群について理解を深め、スポーツ健康科学的観点から、看護師として地域在住

の高齢者に身体的虚弱を予防する運動実践をするための内容を包括的に学ぶ。

そのため、「人体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ」の学修後に必修科目として配置する。  

 

３）専門科目  

看護学の学修において中核となる専門科目は、『看護の基盤』、『看護の実践Ⅰ（理論

と方法）』、『看護の実践Ⅱ（臨地実習）』、『看護の実践Ⅲ（看護の発展）』、『看護の統合』

の 5 区分で構成する。  

（１）『看護の基盤』は、看護学体系の基盤となる各専門領域に共通する基礎看護学

を中心とした科目区分で構成されるため 1 年次前期～2 年次後期にかけて、11 科

目 12 単位の全科目必修である。「基盤看護学概論」（ 1 年次前期）は、入学後、最

初に触れる看護学の専門科目であり、これから看護学を学ぶ学生が理解しなけれ

ばならない主要な看護の概念、看護の定義と機能、看護の対象と健康、看護倫理、

看護の歴史的変遷から、現在の看護の役割と提供の仕組みを理解する。１年次後期

に看護の対象者の日常生活を支援する看護技術として「生活支援技術論Ⅰ・Ⅱ」を

配置する。環境調整、食事・排泄の援助、活動と休息の援助、苦痛緩和・安楽の援

助、清潔と衣生活の援助技術について学修する。「医療支援技術論Ⅰ・Ⅱ」は、２

年次前期～後期にかけて配置し、フィジカルアセスメント、呼吸・循環を整える技

術、創傷管理技術、与薬の技術、診察・検査・処置の介助技術、感染防止の技術、

安全確保の技術、死の看取りの援助について学修する。これらの内容構成は、「厚

生労働省 新人看護職員研修到達目標・新人看護職員研修指導指針」の「看護技術

についての到達目標」に準じた項目立てとし、卒業後の求められる臨床実践能力が

イメージしやすいようにすることで、設置趣旨及び教育目標の実現に向けた職業

的アイデンティティ形成の促進をねらう。  

「基盤看護学実習Ⅰ」（１年次前期）は、看護基礎教育として初めての臨地実習で

あり、健康障害にある看護の対象とその療養環境を理解する。併せて看護学を学ぶ

動機づけを確認し、職業的アイデンティティの形成が促進されるよう早期体験臨

地実習としての効果も期待する。さらに、「基盤看護学実習Ⅱ」（2 年次後期）は、

健康障害をもつ看護の対象者の基本的欲求とその影響因子について、アセスメン

トし、対象への個別的な看護の援助（計画・実施・評価）から、一連の看護過程の

展開に必要な基礎的能力を修得する。また、受け持ち対象者に対し，医療人として

正しい態度でよりよい人間関係を築くことを目標とする。  
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「看護理論」（１年次前期）は、「基盤看護学概論」で、主要な看護の概念、看護

の定義と機能を学修した後に、主要な看護理論から看護における知識を体系化し、

看護に関連した現象をより明確に説明するための枠組みについて学修する。その

後に「看護方法論」（１年次後期）で、看護の対象である個人と家族について、ラ

イフサイクル、機能、及び生活や療養の場という 3 つの視点と健康上のニーズか

らその特徴を学修する。また，看護と健康にかかわる課題の特徴についても学ぶ。さら

に、看護を科学的、理論的に提供するためには、対象者を適切にとらえ看護を必要と

する問題を抽出し、その解決に向けた目標設定・計画立案のもと、実施・評価してい

くことが必要である。そのための方法論である看護過程について、概念や必要性、プ

ロセスなど基本的事項を学修する。  

「看護コミュニケーション論」（２年次前期）は、「コモンスキル」の発展として

のつながりをもたせ、臨地実習である「基盤看護学実習Ⅱ」の開始前に配置し、看

護場面におけるコミュニケーションスキルの基本について学修する。「看護倫理」

（２年次後期）は、「基盤看護学実習Ⅱ」が９月に終了するため、その後に配置し、

臨地実習で体験したさまざまな臨床場面について、守秘義務を保持しつつ具体的

な教材化を図り、主体的、実践的で効果的な学修内容とする。  

 

（２）『看護の実践Ⅰ（理論と方法）』は、『看護の基盤』において学修した基本的な看

護実践能力を土台に、看護のそれぞれの専門領域における看護の対象者の健康レ

ベルや発達レベルに応じた、看護実践に必要な理論と方法論を学修する科目で構

成される。成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学の 5

つの専門領域と地域・在宅看護学及び地域包括ケア関連科目の構成で、26 科目 29

単位のすべて必修科目である。看護の対象者をライフサイクルで区分する科目に

ついては、それぞれの発達段階の特徴を踏まえ、各科目間シームレスに対応でき

る知識と技術を学修する。また、看護の活動の場に応じた能力を実践するために

必要な科目構成の区分とする。  

成人看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学と在宅看護学は、２年次前

期に「概論」、２年次後期に「方法論」、３年次前期に「演習」の順に配置し、段

階的に学修する。老年看護学は、2 年次前期に「老年看護学概論」、２年次後期に

「老年看護学方法論Ⅰ（医療支援看護）」、３年次前期に「老年看護学方法論Ⅱ（生

活支援看護）」、「老年看護学演習」の順に配置する。「老年看護学方法論Ⅱ（生活

支援看護）」で、高齢者への生活支援の方法論を学修しながら、「老年看護学演習」

にて実践を行う順序性で、同時期（3 年次前期）に配当する。  

 

「地域看護学概論」（１年次後期）は、地域看護と公衆衛生看護を含む内容とし、

地域看護を推進する概念、地域看護活動の対象である地域住民を「生活者」とい

う視点で、地域住民の健康・生活の状況について、地域特性や社会的背景と健康

問題に関連づけて理解を深める。「地域健康支援論」（２年次前期）は、地域で生

活している人々とその生活をライフサイクル別にとらえ、健康課題を解決し、健
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康度を増進するために地域を基盤として行う支援及び看護活動の目的、役割、実

際を学修する内容とする。  

 

「成人看護学概論」では、成人の成長発達の特徴について学ぶ。また、成人の学

習者としての特徴を踏まえた健康教育や患者教育を提供するための成人教育学

（アンドラゴジー）を学ぶ。さらに健康問題（レベルと経過）に特徴的な看護及

び有用な概念について学ぶ。「成人看護学方法論Ⅰ（急性期）」及び「成人看護学

方法論Ⅱ（慢性期）」を学修する。前者は、急激な健康破綻と回復過程にある対象・

家族の特徴を侵襲による生体反応をもとに学ぶ。心理的、社会的特徴については、

危機、ストレス、受容の観点から学び、回復に向けた看護方法を修得する。また

急激な健康破綻と回復過程における看護倫理、人権擁護について学ぶ。後者は、

慢性的な健康のゆらぎをたどり、生涯にわたって生活習慣や生活様式の調整・再

構築を必要としている対象・家族の特徴をアンセルム・ストラウスの慢性疾患の

一般的特徴や病みの軌跡をもとに学ぶ。また慢性病を持つ対象・家族のセルフマ

ネージメントを推進する看護方法を修得する。この際セルフケアにおける依存と

自立、人的システム、法的システムについても修得する。さらに、「成人看護学演

習」では、急激な健康破綻と回復過程にある対象及び慢性的な健康のゆらぎをた

どり、生涯にわたって生活習慣や生活様式の調整・再構築を必要としている対象・

家族の身体的、精神的、社会的側面について包括的に理解するために、模擬事例

を使用し、基礎看護学の知識・技術を基盤に、成人看護学概論及び成人看護学方

法論で学修した理論を適用し、具体的な援助方法を修得する。  

 

「老年看護学概論」では、高齢化が進展する現状と高齢者の特徴を学修し、そ

の後、「老年看護学方法論Ⅰ（医療支援看護）」、「老年看護学方法論Ⅱ（生活支援

看護）」を配置し、ICF（国際生活機能分類）や生活行動モデルを基盤に、高齢者

の特徴をふまえた疾患関連、身体的側面、心理・霊的側面、社会的側面からの生

活行動のアセスメントと生活援助の方法を学修する。「老年看護学演習」は３年次

前期に配置し、事例を用いてのアセスメントと計画立案及び計画に基づいた学内

演習を行い、より実践に近いシミュレーション学習を用い、看護実践能力を育成

する。 

「小児看護学概論」では、小児期にある子どものそれぞれの時期における成長・

発達について理解を深めるとともに、子どもと家族の健康を支えるための保健・

医療・看護の動向や課題について学修し、「小児看護学方法論」は、小児看護学概

論で学んだ子どもの特徴をふまえ、疾病や障害をもつそれぞれの子どもに応じた

援助に必要な知識や技術、支援方法について、地域生活を視座に入れた総合的な

理解を深め、子どもと家族に適切な看護を実践するための看護過程について学ぶ。

さらに、「小児看護学演習」では小児看護学方法論で学んだ看護過程が展開できる

よう、さまざまな状況にある子どもへの基本的な援助方法や技術について学修す

る。  
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「母性看護学概論」では、母性看護学の基本理念であるリプロダクティブヘル

ス/ライツの観点から、ウィメンズヘルス（女性の生涯を通した健康）を左右する

状況を理解し、女性のライフサイクル全般にわたる健康課題と課題解決のための

へルスケア、エンパワーメントについて学修する。その後、「母性看護学方法論」

では、マタニティサイクル期にある母子とその家族や取り巻く社会的環境の特徴

を理解し、健康の維持と向上、健康からの逸脱予防のために必要な看護の基礎知

識を学修する。また、「リプロダクティブヘルス看護学」では、リプロダクティブ

ヘルス/ライツの考え方をもとに、様々な環境にある女性や母子、その家族の健康

支援に向けての基盤となる概念と諸理論の理解を深め、今日的な健康問題ならび

に課題をセクシュアリティ及びジェンダーの視点に立って学修する内容とし、

「母性看護学概論」の学修後（ 2 年次前期・後半）に配置する。さらに、「母性看

護学演習」では、マタニティサイクル期にある女性と胎児や新生児、さらに母子

をとりまく家族に対し、多様化する価値観の中での求められる看護援助について、

既習の知識を統合させ、看護実践に活用できる思考過程、援助方法を修得する。 

 

精神看護学は、人間の成長、発達に深く関わる領域である。様々な場所で生活

している、あらゆる発達段階・健康レベルにある人々の心の健康を保持・増進す

るための支援について学修する。特に、厚生労働省から「入院医療中心から地域

生活中心へ」という方針（ 2004 年 9 月 厚生労働省精神保健福祉対策本部「精神

保健医療福祉の改革ビジョン」より）が示されて以来、日本の精神科医療、精神

看護の支援の中心は、病院から生活地域にシフトしている。精神に障害をもつ人

が、地域で生活していくために必要な支援について学修するために、「精神看護学

概論」では、社会生活における心の健康と危機状況及びそれらに影響を与える要

因を理解し、健全な精神の発達を援助するために必要な基礎的知識を学修する。

その後、「精神看護学方法論」では、主な精神疾患の症状や検査、治療、精神科リ

ハビリテーション、地域精神保健について理解し、精神障害が日常生活にどのよ

うな影響を及ぼしているのかを考え、必要な支援について学修する。「精神看護学

演習」では、「精神看護学概論」と「精神看護学方法論」で修得した知識を活用し

て、精神に障害をもつ人の包括的アセスメントと看護過程の展開、治療的コミュ

ニケーション技術、プロセスレコードの活用、在宅移行、社会生活支援に必要な

ケアのあり方について、講義と演習を通して学修する。  



在宅看護学は、学科の教育目的及び目標を踏まえた編成とする。住み慣れた地

域社会において療養者とその家族を支援するために必要な看護実践能力を修得

するための「在宅看護学概論」は、地域で療養する人とその家族を対象とした在

宅看護について学修する。在宅看護の社会的背景及び地域の文化を理解し、療養

者とその家族を支援する看護の意義や位置づけ、目的、対象、活動の場と役割、

在宅療養者の生活を支える社会的資源とそれらを有効に活用するための方法を

理解する。また、「在宅看護学方法論」は、地域で生活する療養者とその家族に対
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する在宅看護の展開方法を学ぶ。さらに「在宅看護学演習」は、在宅ケアの場と

対象者の特性を理解し、対象者の健康問題やそれに伴う生活障害に対して、日常

生活を援助する在宅看護の基礎的な知識・技術を修得する。  

これからの社会保障制度を見据え、地域包括ケアシステムの概念を教育課程に

編成し、全領域の教員が担当する。住み慣れた地域や自宅で、可能な限りその人

らしく生活し続けるための仕組み・体制とアプローチ方法及び療養生活について、

４年間縦断的に学修する内容とする。  

「地域包括ケア概論」は、「地域看護学概論」（１年次後期・前半）終了後の 1

年次後期・後半に配置する。地域包括ケアシステムの概念や諸理論を学び、日本

の人口構造の変化、都市部の急速な高齢化等、ケアシステムが必要となる背景を

理解する。また、地域包括ケアシステムの４つの構成要素と、その担い手である

自助・互助・共助・公助の果たす役割について学ぶ。さらに、地域包括ケアシス

テムの中で、看護職に求められる能力の１つとして、看護の対象である生活者が

居住する地域特性を把握し、ケアを展開できるスキルがあることから、本科目に

おいては、地域特性と看護の役割について、地域で取り組まれている実践事例を

紹介しながら分かりやすく学修し、地域で療養するあらゆる年齢の生活者の存在

とその多様なニーズ及び看護の必要性を理解する。  

看護の専門分野の概論、方法論、演習が３年次前期で終了した後に「地域包括

ケア方法論」（ 3 年次後期）を学ぶ。「地域包括ケア概論」（1 年次後期）で学修し

た内容をより発展させ、社会的状況から卒業後の保健医療福祉のイメージを具体

的にする。そのために、地域包括ケアにかかわる専門職（医師、訪問看護師、産

業看護師、保健師、養護教諭、在宅ケアマネージャー、介護士、栄養士、臨床検

査技師等）や社会福祉協議会、地域包括支援センター、自治会、町内会等との連

携を具体的に学ぶ。地域包括ケアシステムの開発にかかわる既存の概念や理論を

基に実践事例や看護研究論文を活用した討議から地域を単位とした包括ケアシ

ステム構築に関わる活動の実際を学び、地域包括ケアにおける看護の役割、独自

の機能を探求する。「地域包括ケア演習」（4 年次前期）は、仮想の居住地域と住

民を教材化し、地域包括ケアの模擬事例より、情報収集と「自助」「互助」「共助」

「公助」の視点から個人や地域のニーズと必要な社会資源や課題などについて学

修する。模擬ケア会議を開催し、対象のニーズ分析、社会資源の把握、解決方法

の検討や課題点の抽出などを学修する。  

 

（３）『看護の実践Ⅱ（臨地実習）』は、『看護の実践Ⅰ（理論と方法）』において学修

した専門領域における健康レベルや発達レベルの特徴的な看護実践を臨地実習

へと発展させることを学修する科目区分で、10 科目（22 単位）、全て必修科目を

2 年次前期から４年次前期にかけて配置する。  

 

「老年看護学実習Ⅰ」（２年次前期）は、地域包括ケアシステムの実際に触れる

初めての実習として、早期体験臨地実習と位置づける。地域で生活する高齢者を
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対象に、援助関係を形成する力及び地域ケアの構築と看護機能の充実を図る力を

培うために、高齢者とのふれあいを通し地域での生活基盤や支援のあり方を学修

する。「成人看護学実習Ⅰ（急性期）」（ 3 年次後期）は、急激な健康破綻と回復過

程にある（周手術期）成人・家族の特徴を理解し、心身の回復と生活の再構築を

目指した看護を実践できる基礎的能力を修得する。この際、多職種によるチーム

アプローチができる基礎的能力を養うとともに倫理的態度を身につける。また、

「成人看護学実習Ⅱ（慢性期）」（ 3 年次後期）は、慢性的な健康のゆらぎをたど

り（終末期含む）、生涯にわたって生活習慣や生活様式の調整・再構築を必要とし

ている成人・家族の特徴を理解し、その患者にとって最適な健康状態になること

を目指した看護を実践できる基礎的能力を修得する。この際、多職種によるチー

ムアプローチ及び専門職としての援助的関係を築くための基礎的能力を修得す

る。また、実習を通して自らの看護観を形成する。「老年看護学実習Ⅱ」（3 年次

後期）は、既習の科目の知識を統合し、在宅支援及び高齢者施設での実習を通し

て高齢者の援助について学修をする。  

「小児看護学実習」（3 年次後期）は、健康な子どもの成長・発達を理解し、さ

らに疾病や障害をもちながら生活する子どもとその家族に必要な援助の具体的

方法について、実習を通して学修する。また、「母性看護学実習」（3 年次後期）

は、ウィメンズヘルス（女性の生涯を通した健康）の視点から、母性看護におけ

る対象の理解と健康な生活へ導くための援助に必要な知識及び技術を修得する。 

「精神看護学実習」（3 年次後期）では、社会復帰施設、デイケア、グループホ

ーム等の社会資源を活用して地域で生活している対象者やその家族と関わり、必

要な援助方法について考える。そして、対象者との関わりを通して患者－看護師

の関係を築き、その過程を通じて、自己理解・自己洞察力を培う。  

「在宅看護学実習」（3 年次後期）は、在宅療養者やその家族のニーズを把握し、

社会資源を有効に活用して、健康や QOL を高めていけるように、地域で療養する

人々とその家族を理解し、健康レベルや地域特性に応じた看護実践の基礎を学ぶ。

また、介護者や家族、地域の健康の維持・疾病予防を支援するための看護活動の

展開と在宅で療養生活を継続的に支援するための在宅ケアシステムへと繋げて

いく。 

設置趣旨にあるこれからの地域包括ケアシステムの中で活躍できる看護師を

養成するために、 2 年次の「老年看護学実習Ⅰ」から順次、段階的に地域包括ケ

アの学修内容を発展させる。 3 年次の各専門領域の看護学実習を通して、それぞ

れの発達段階や健康障害に応じた看護の方法とその在宅支援の実際を学修した

後に、配当する「地域包括ケア実習」（4 年次前期）は、市町村における地域包括

ケアシステム構築のプロセスと、看護師として関連職種や関係者にどのように連

携し、看護活動をしているのかについて学ぶ内容とする。具体的には、地域包括

ケアの構成や各構成員の役割分担と連携・責任体制を理解し、医療を巡る社会経

済的動向と対象者の日常生活圏域におけるニーズの把握、課題解決に向けた地域

の保健・医療・福祉・介護及び行政等と連携協力の実際を学修する。 
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「統合実習」（ 4 年次前期）は、これまで学修した看護の専門的知識・技術及び

看護専門職としての態度を統合させ、看護学の学修の集大成として、より難易度

が高いあるいは実践的な内容を学ぶ。基礎、成人、老年、公衆衛生・在宅、母性、

小児、精神の各看護学領域から学生が選択した領域において、自ら主体的に学修

課題を設定し、看護実践能力を養う。  

 

（４）『看護の実践Ⅲ（看護の発展）』は、看護の対象者の発達レベルに関わらず、全

ての専門領域に共通する科目で構成し、必修 2 科目（2 単位）、選択 3 科目（3 単

位）の 5 科目を 3 年次前期から 4 年次後期にかけて配置する。  

 

本区分の必修科目の「がん看護学」（ 3 年次前期）では、がんサバイバーとサバ

イバーシップの概念及びそのプロセスとがん患者が抱える治療後の社会生活に

おける課題を理解し、がんの診断時から行われる苦痛の緩和に関する基本的緩和

ケアと看護者の態度について学ぶ。また、多職種連携によるチーム医療と看護師

の役割、社会で活動する支援グループの機能を、がん看護の観点から学修する。

「看護実践能力強化演習」（４年次後期）は、本学科の教育目的及び目標を達成す

るために、卒業年次に看護基礎教育の集大成として、具体的な事例を元に、実際

の看護場面を想定した複数患者への看護や多重課題への看護の優先順位を判断

し、実践することができる看護実践能力を強化するために配置する。本演習で、

学生に求める実践能力とは、看護専門職として対象者への尊厳と権利を擁護し、

援助的関係を形成できる能力、看護専門職としての倫理観を基盤に、根拠に基づ

く看護を計画し実践できる能力であり、OSCE にて客観的評価を実施し、卒業まで

に補完すべき学生の課題を明確にし、確実な実践能力の獲得を目指す。  

本区分の選択科目は、以下の 3 科目である。「クリティカルケア論」（3 年次前

期）は、生命の危機状態にある患者・家族に対し、生命の維持･回復、苦痛の緩和、

セルフケア能力の回復、再獲得といった QOL の向上を目的とした看護援助や家

族支援について学修する。クリティカルケアの場は救命救急・集中治療室だけで

なく、一般病棟・外来から在宅まであらゆる発達段階の人々が対象であることを

学修する。また、「緩和ケア論」（3 年次前期）は、一般病棟や外来、在宅などで、

がんの診断時から行われる苦痛の緩和に関する基本的緩和ケア（非がん患者にも

適応できる）及び緩和ケアに必要な看護者の態度について学ぶ。  

さらに、これからの地域包括ケアシステムの中で活躍できる看護師養成の設置

趣旨を実現するために、「地域リハビリテーション看護概論」（3 年次前期）は、

障がいのある人や高齢者とその家族が、住み慣れた場所で地域住民と共に安全で

QOL を重視した生活が送れるようにするためには、医療・保健・福祉及びその人

の生活に係る全ての人々と機関・組織がどのようなアプローチすればよいのかを

リハビリテーションの立場から学修する内容とする。  
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（５）『看護の統合』は、『看護の基盤』、『看護の実践Ⅰ（理論と方法）』、『看護の実践

Ⅱ（臨地実習）』、『看護の実践Ⅲ（看護の発展）』の学修を統合し、看護学をより

体系的に発展させるために、必修 4 科目（5 単位）、選択 4 科目（4 単位）の 8 科

目を３年次前期から４年次後期にかけて配置する。  

 

本区分の必修科目「看護研究Ⅰ」（３年次前期）は、総合基礎科目、専門基礎科

目、専門科目で学修した内容の統合として、看護研究の基礎となる研究意義、研

究方法論、研究倫理を学修する。また、「看護研究Ⅱ」（４年次通年）は、「看護研

究Ⅰ」で修得した知識を基に、３年次後期に履修する各専門領域別の看護学臨地

実習をふまえて４年次前期の統合実習を行いながら見えてきた看護学の関心や

疑問点について、論理的、批判的、創造的に発展させた文献の精読に重きを置く。

ゼミナール及び個別指導体制により文献レビューのプレゼンテーション、ディス

カッションを繰り返し、研究計画書を作成し、成果発表を行う。  

「家族看護学」（ 4 年次前期）は、これからの地域包括ケアシステムの中で家族

形態や構成員の役割・機能とその関係性、現代の家族が直面する諸問題とその困

難の背景や要因が家族の健康にどう影響するのか等の知識が大変重要になるた

め、必修科目とする。「看護管理学概論」（4 年次前期）は、全ての看護職が理解

すべき内容として必修とする。組織の一員としてのマクロの視点、一人の看護職

者としてのミクロの視点から看護管理と看護師の役割を学ぶ。また、看護を「し

くみ」としてとらえ、物的資源、人的資源、財源資源を有効利用し、「しくみ」の

問題解決方法を学修する。  

 

本区分の選択科目「東洋文化と看護」（ 4 年次前期）は、グローバル化の中、看

護ケアの場においても異なる文化的背景を持つ人々へのケアの提供が求められ

る。特に、東洋の文化に焦点をあて、そのヘルスケア理論及び実践を中心に、東

洋医学の根本的な考え方を学修する。「国際看護学」（4 年次前期）は、本学の教

育理念及び建学の精神に基づき、文化人類学を基盤に多文化への理解適応するた

めの知識・技術を学修し、世界の人々の健康と看護職をグローバルかつ文化的な

視点から考察する。また、日本の医療者や福祉関係者の国際医療活動についての

理解を深める内容とする。「医療安全論」（4 年次前期）は、医療安全のための看

護マネジメントの視点から、ヒューマンエラーの種類と不安全行動の防止対策や

具体的なエラーの防止対策を理解し、組織として医療安全に取り組む意義と体制

を理解する内容とする。また、感染に対する防御の必要性とその具体的な対策等

の感染管理について学修する。「災害看護学」（ 4 年次前期）は、災害の種類や災

害が人々の健康と生活に多大な影響を及ぼすことを理解し、災害サイクルと活動

現場別に、被災者の健康や生活のニーズに対して看護が果たす役割や、災害時に

必要な知識・技術・態度を学修する。また、災害活動の法的根拠や、様々な職種

と協働し、災害時の看護活動を円滑に行うための災害医療の基礎知識を学修する。 
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４ カリキュラム・マップ 

ディプロマ・ポリシーと各科目の対応を示したカリキュラム・マップを【資料１３】

に示す。  

 

オ 教員組織の編成の考え方及び特色  

 

１ 教員組織の編成の考え方  

本学科の中心となる研究分野は看護学分野であり、専任教員を配置する専門領域は、

看護学の基礎となる保健医療基礎及び看護学の 6 領域（基礎看護学、成人看護学、公衆

衛生・在宅・地域看護学、老年看護学、母子看護学、精神看護学）の計 7 領域で構成し

ている。保健医療基礎分野には教授を 1 名、看護学の各専門領域には、教授 1～2 名、

准教授 1～2 名（公衆衛生・在宅・地域看護学域以外）、老年看護学領域以外は、講師ま

たは助教を 1 名以上配置し、教育課程における単位や科目数を考慮し、学生に対して適

切な教育・指導ができるような人数配置とした。  

 

 専任教員の人数配分        

                                   （数字は人数）  

専門領域  教授  准教授  講師  助教  

保健医療基礎  １     

基礎看護学  ２  １  ２  ２  

成人看護学  １  １  １  ２  

公衆衛生・在宅・地域看護学  １  １  １  １  

老年看護学  １  １    

母子看護学  １  １  ２  １  

精神看護学   １  １  １  

計  ７  ６  ７  ７  

これら専任教員は、合計 27 名で、その内訳は教授 7 名、准教授 6 名、講師 7 名、助

教 7 名である。本学科の教育目的である「住み慣れた地域社会における生活者の健康回

復・維持・増進にむけて創造的に活躍するための看護実践能力を発揮できる人材の育成」

に向けて、看護実践と教育経験を豊富に有する人材をそれぞれの専門研究領域とその業

績に応じて適切に配置した。加えて、助手を看護学領域に 1～3 名ずつ合計 14 名を配置

する。  

助手の採用基準としては、臨床経験を 5 年以上有し、学士の学位取得または、取得見

込みとしている。また採用予定は、開設年度に 3 名（基礎看護学）、その他 11 名は平成

31 年度または 32 年度である。  

看護学の各専門領域の科目は、原則として領域内専任教員が担当する。概論は教授ま

たは准教授が、技術論や方法論は、主に准教授・講師が中心となり、助教を含めて分担・

共同して担当する。実習は教授または准教授が統括し、准教授、講師、助教が学生に対

する教育・指導を行い、助手が指導補助を行う。  
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２ 教員組織の特色  

専任教員の学位の保有状況は、全員が修士以上の学位を有し、27 名中、博士 6 名、修

士 21 名（平成 29 年 6 月現在）となっている。また、27 名中 24 名が看護師、2 名が医

師の資格を有し、保健医療分野での実務経験及び教育経験を有する。  

本学科完成年度における教員組織の年齢構成は、59 歳以下が約 8 割であり、60 歳以

上 65 歳未満が 2 名、65 歳以上が 3 名と、教育研究の継続性の観点からは問題のない構

成となっている。  

完成年度における教授・准教授の年齢は、13 名中 70 歳代が 2 名、60 歳代が 2 名、50

歳代が 9 名であり、完成年度以降も継続的に自立して教育・研究に取り組める年齢層が

多い。講師・助教の年齢は、14 名中 60 歳代が 2 名、50 歳代が 5 名、40 歳代が 6 名、

30 歳代が 1 名であり、教育・研究活動に活発に取り組める年齢層となっており、全体と

して教員組織はバランスのよい年齢構成となっている。このことは、今後の教育内容の

質の継承・向上・発展や教育研究の活性化、教授・准教授による講師・助教の教育・研

究の指導において有益である。  

本学の教員の定年は、65 歳であり、就任時に定年の年齢を迎えている教員は 2 名であ

るが、「大東文化大学特任教員就業規則」の規程に基づき、本学科の完成年度まで雇用す

る。（【資料１５】参照）また、完成年度末に定年を迎える教員が 1 名である。当該 3 名

の教員の専門領域は、保健医療基礎分野 1 名、基礎看護学領域 2 名であり、後任となる

教員については、看護学分野の教育研究の充実と継続を図りつつ、本学科の将来構想と

長期的視点から全学的な教員採用計画を策定する。  

また専任教員は、東京・埼玉・栃木等関東圏での勤務経験者が多く、地域の特徴や医

療・保健・看護の情勢を熟知していることから、開設後も地域の保健・医療・看護関係

者との関係を良好に結び、教育・研究を進めていく体制を整備できる状況にある。  

専任教員のうち、学年進行中の他大学の学部等から採用する教員は 4 名であるが、う

ち 3 名は学年進行終了を待って本学に就任することとしている。残る 1 名は本学科設置

計画策定に助言者として参画し、また既に採用元大学へ退職を申し出て後任候補者を推

薦しており、確実に本学に就任することについて確認している。  

 

 

３ 教員の教育研究活動の資質の向上に向けた取り組み  

１）現行の取り組み  

教員の教育研究活動の資質の向上に向けて、本学では以下の取り組みをしている。 

（１）一般研究費  

    教員が個人で行う学術研究を助成するために､一般研究費を支給する。講師以

上の専任教員については年額 40万円、助教は 28万円としている。  

（２）特別研究費  

  専任教員が行う学術研究の経費の一部を助成するものとして、特別研究費を交

付している。交付対象には、教員単独で行う研究に対して助成する一般研究（ 1

年で交付年額上限 150 万円）、複数の教員による研究である共同研究（1 年で交
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付年額上限 250 万円）、研究成果を刊行物として出版する経費を助成する研究成

果刊行経費助成（直接刊行経費の 3 分の 2 まで、1 件につき 200 万円を上限）

がある。  

（３）国内研究員制度  

 学術の研究調査等に専念させるために、専任教員を国内の研究機関等に派遣する

制度である。研究期間は 3 ヶ月以上 1 年以内で、研究調査費として上限 60 万

円、研究旅費として上限 60 万円が支給され、大学全体で毎年度 4 名の枠があ

る。  

（４）海外研究員制度  

  学術の研究調査及び教授能力向上のために、専任教員を海外に派遣する制度で  

である。長期海外研究員と短期海外研究員があり、研究期間は長期が 6 ヶ月以  

上 1 年以内、短期が 3 ヶ月以上 5 ヶ月以内で、研究費（上限）として長期が 330

万円、短期が 170 万円支給される。大学全体で毎年度長期は 8 名、短期は 6 名

の枠がある。  

（５）特別研究期間制度（サバティカル制度）  

   専任教員の長期的視点における教育・研究水準の向上をはかるため、特別研究

期間制度を設けている。適用期間は 1 年間で、大学全体で毎年度 8 名の枠があ

る。  

（６）学外研究費申請の支援  

毎年、科学研究費助成事業に関する申請を促進し、申請書の記載方法、注意事

項などについて説明会を開催している。  

（７）FD 活動の実施  

全学的な FD 活動として、教育方法等に関する FD 研修会を実施している。  

  

２）今後導入を予定している支援策  

全学的な FD 活動に加えて、本学科では、学科委員会が企画して最低年 1 回、

教員の教育力の向上を図ることを目的に、教育内容や教育方法に関するワークシ

ョップ等を実施する。また、教育課程の適正な実行と内容の充実をはかり、教育

課程の評価を具体的に行い、教育課程の改善と質の向上につなげるために、学科

教員間で自己の担当する授業科目に関する教育内容や方法などについて討議を推

進していく。さらに、教育・研究におけるメンター制度を導入・整備し、特に教育

資質能力の向上をはかる。  

若手教員を対象とした大学院（博士課程）への進学の推奨、看護学科独自に科

学研究費等の学外助成事業への応募時における書類作成等の支援を行う。  

 

カ 教育方法，履修指導方法及び卒業要件  

 

１ 教育方法 

設置の趣旨及び教育理念、目的、ディプロマ・ポリシーを達成し、より効果的な教育
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実践に向けて、以下のような教育方法を導入する。  

１）授業内容に応じた授業方法の設定  

（１）アクティブラーニングの導入  

主体的な学修への参加を促進するために教授法や学習法を工夫し、発見学習、

問題解決学習（PBL)、体験学習、調査学習など、学修内容と進度に応じ、教員に

よる一方向的な講義形式に偏らないような教育方法とする。また、グループ・ デ

ィスカッション、ディベート、グループ・ワークなども積極的に活用し学修効果

をあげる。本学科のアクティブラーニングの具体的例は、在宅看護学実習室を仮

想の市町村にある地域包括支援センターや訪問看護ステーションとして想定し、

対象者の居宅への訪問看護や地域看護の一連のケアをシミュレーションにて学

修する。具体的な実践事例をシナリオとして教材化し、そのケア方法論を現実的・

具体的に学修する。グループワークやディスカッション等を中心とした、 PBL 学

習法やロールプレイング等の演習を実施することで、課題を明確にし、その課題

解決に向けて主体的に、より正解と考えられるケア方法を繰り返し展開し、実践

能力の育成を図る。  

（２）領域横断型チーム教育体制  

    教員組織は、看護学の各専門領域に分かれるが、小児や成人など看護の対象者

を発達レベルや急性期、慢性期などの病期で区分しない方がよい科目「看護コミ

ュニケーション論」、「地域包括ケア概論」、「地域包括ケア方法論」、「地域包括ケ

ア演習」、「地域包括ケア実習」、「看護実践能力強化演習」については、積極的に

領域横断のオムニバス編成を導入する。  

（３）学内演習の工夫  

入院日数の短縮化と入院患者の重篤化から、看護学生が直接患者に係るケア項

目や機会が減少していることから、シミュレーターを活用した演習の充実を図り、

看護実践能力を確実に身に着ける。また、学生の主体的・能動的に学ぶアクティ

ブラーニング導入の位置づけからも積極的なシミュレーション教育の実践と評

価を行う。  

（４）シミュレーション教育の達成度評価  

     シミュレーターを活用した授業科目は、看護技術演習の修得を目的とした『看

護の基盤』科目の「生活支援技術論Ⅰ・Ⅱ」、「医療支援技術論Ⅰ・Ⅱ」や『看護

の実践Ⅰ』の各演習科目等、多数存在する。そのため、シミュレーターを活用し

た教育評価を明確に提示する必要がある。各科目の授業目的・目標と学生の現状・

実態を把握するために事前テスト等の診断的評価を行い、授業の目的・目標と学

生の位置関係を把握する。また、看護場面の模擬状況の反復練習や試行錯誤が可

能な利点がある一方で、形だけ模倣し修得出来たつもりにならないように、授業

内容の理解度を小テスト等による形成的評価や観察で把握し、教授活動の軌道修

正を図る。さらに、「看護実践能力強化演習」は、シミュレーターを使用した OSCE

（客観的臨床能力試験）の活用による実技試験を実施し、授業の目的・目標を総

括的に評価する。その際、実技試験評価の信頼性を高めるために、ビデオ録画に
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より複数の教授者による多角的な評価を行う。  

 

２）授業方法に適した学生数と配当年次の設定  

（１）授業方法に適した学生数  

授業方法は、その内容により「講義」、「演習」、「実習」とする。入学定員を 100

名とし、講義科目の１クラス単位を 100 名とするが、語学については、 1 クラス

単位を 20 名の 5 クラスとする。また、演習科目については、１クラスを 50 名の

２クラスとし、1 グループ 4～6 名程度の小グループ編成で学修効果を上げる。演

習科目の講義及び演習内容がクラスにより差が生じないように、同一の教員が担

当する。  

 

（２）科目の配当年次  

①総合基礎科目：  

     １年次前期～２年次後期にかけて、総合基礎科目を配当するが、全学共通科目

群の豊富な教養科目『基本科目』及び『課題（テーマ）科目』の選択科目につ

いては、学生の学修期間の履修計画により、教養を深めるために、どの学年に

おいても履修できるよう配置する。総合基礎科目の『大学入門』４科目につい

ては、初年次教育とリメディアル教育の内容を含むため１年次前期に配置する。 

②専門基礎科目：  

専門基礎科目は、１年次前期～３年次前期を中心に配当する。特に、専門基礎

の必修科目 26 科目のうち、1 年次前期及び 2 年次前期に約 5 割配当し、その後

に学修する専門科目とのレディネスから順序的に科目を配置する。  

③専門科目：  

     『看護の基盤』は、1 年次前期～ 2 年次後期にかけて、『看護の実践Ⅰ（理論と

方法）』は、1 年次後期～4 年次前期にかけて段階的に専門性を高める配当とす

る。『看護の実践Ⅱ（臨地実習）』は、『看護の実践Ⅰ（理論と方法）』の学修後

に、2 年次前期～4 年次前期に配当する。『看護の実践Ⅲ（看護の発展）』は、ラ

イフサイクルの発達レベルを問わず、看護の対象者の全てに関連する科目群で

あるため、専門科目の各科目概論及び方法論の学修後である 3 年次から配当し、

その多くは３年次臨地実習前の前期に配置する。『看護の統合』は、看護学の基

盤から順次、応用・発展へと学修内容が統合できるように配当するため、全 8

科目中、8 割強が 4 年次に配当され、1 科目のみ 3 年次前期に配当する。  

 

２ 卒業要件についての考え方（科目区分ごとの必修・選択等の科目数及び単位数） 

  本学科に 4 年以上在籍し、『総合基礎科目』のうち 20 単位以上《必修科目 10 単位、選

択科目 10 単位以上》、『専門基礎科目』のうち 29 単位以上《必修科目 26 単位、選択科目

3 単位以上》、『専門科目』のうち 75 単位以上《必修科目 70 単位、選択科目 5 単位》の

合計 124 単位以上を修得することを卒業要件とする。  
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３ 履修モデル及び履修指導方法 

学生が各学年次に計画的に学修効果を上げることが出来るように履修モデルを提示し、

初年次より自学自習の生活習慣を身につけるよう履修指導を行う。  

１）履修ガイダンスの実施  

    入学時から各学年次の履修登録期間前に、履修ガイダンスを実施し、円滑な学生

の科目履修行動を支援する。  

２）シラバスの活用  

   授業科目内容の情報を一覧表にしたシラバスを効果的に活用できるよう指導する。

シラバス情報は、科目名、授業目的・目標、科目概要、各回の授業内容、成績評価

方法、学修方法、使用教科書・参考書、履修上の注意、教員の連絡先等が明記され

ている。入学時ガイダンスでは、 Web 版の入手方法についても詳細に説明する。  

３）履修モデルの活用  

   学生が卒業時点までに、看護師としての社会人基礎力を身に着け、本学科の教育

目的・目標及びディプロマ・ポリシーに基づいた養成看護師像を具体化するために

履修モデルを作成（【資料１７】参照）し、ガイダンスにて説明する。  

（１）地域社会において実践能力を発揮できる履修モデル  

地域特性や社会のニーズを把握し、各専門職・関係者との連携により、健康

課題の査定、地域ケアの構築、在宅看護ができる実践能力育成を想定した履

修モデル  

（２）病院や施設において実践能力を発揮できる履修モデル  

あらゆる年代の健康レベル、健康課題を有する看護の対象者に対して、理論

的知識・研究成果に基づく根拠のある看護を提供できる実践能力を主に、病

院や施設等の療養の場において発揮する履修モデル  

 

４）履修指導及び学修支援活動  

（１）アドバイザー制による履修指導及び学修支援  

    「基礎ゼミナール」担当教員は、学修支援や生活面、健康面など日常生活の支援

を継続的に行うアドバイザー教員としての役割を担う。 

（２）オフィスアワーによる学修支援  

    履修ガイダンス時に、オフィスアワーに関する説明を実施し、併せてガイダンス

配布物に資料化にする。出張等で、告知しているオフィスアワーの変更を余儀な

くされる場合は、講義時や掲示等で最新情報を提示する。  

 

４ 履修科目の年間登録上限（ CAP 制）の設定  

  履修科目・単位の年間登録の上限は、単位制の実質化の観点から、授業時間外の準備

学修が十分に確保できるように、授業内容の改善やきめ細やかな履修指導と学修支援を

実施した上で、大学設置基準第 27 条の 2 に基づき 1 学年あたりの卒業要件科目の標準

的な履修単位数の上限を 42 単位とする。  
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キ 施設，設備等の整備計画 

 

１ 施設、運動場の整備計画 

本学は、埼玉県東松山市及び東京都板橋区にメインキャンパスを有し、池袋駅を始発

とする東武東上線で結ばれ、都心からの利便性も良い。東松山キャンパスには国際関係

学部とスポーツ・健康科学部を含む全学部の１、２年生と、国際関係学部及びスポーツ・

健康科学部の３、４年生が通い、文学部、経済学部、外国語学部、法学部、経営学部、

環境創造学部の３、４年生は板橋キャンパスを使用する。本学科はスポーツ・健康科学

部に設置されるため、１年次から４年次まで一貫して東松山キャンパスを使用する。  

現在、本学は校地として板橋キャンパス 24,040.39 ㎡、東松山キャンパス 252,237.46

㎡の合計 276,277.85 ㎡を所有している。運動場は東松山キャンパスにあり、校舎と同一

敷地内にラグビー場、野球場及びテニスコートも併設している  (約 47,531.69 ㎡ )。なお、

屋内運動施設として東松山キャンパス及び板橋キャンパスの同一敷地内に体育館を整備

している。  

また、学生の休息及び交流に資する空地として、野外ステージを設ける「キャンパス

プラザ」や階段状の芝地と木々に囲まれた調整池周辺、スクールバス停に隣接する「憩

いの丘」を活用する。  

 

２ 校舎等施設の整備計画 

現在、東松山キャンパスに 30 棟（延床面積 95,058.62 ㎡）の校舎及び関連施設を設け

ている。なお、看護学科設置に伴い、9 号館 4 階（1611.83 ㎡）を改修して実習施設等を

整備するほか、2 号館の増築により本学科の教員研究室及び本学科学生のロッカー室を

整備する予定である。  

以下に実習施設等の概要について記載するが、看護学科における学生の教育のみなら

ず、学生の休息や課外活動などに必要な施設、教員の研究室、設備が十分に備わってい

る。今後も在学生が快適なキャンパスライフを過ごせるよう工夫を重ねていく。  

 

１）スポーツ・健康科学部看護学科設置に伴う整備計画  

（１）実習室  

「基礎看護学実習室（123.28 ㎡）」、「成人・老年看護学実習室（126.39 ㎡）」、

「精神看護学実習教室（70.03 ㎡）」「母性・小児看護学実習室（ 94.64 ㎡）」「地

域・在宅看護学実習室（140.20 ㎡）」「教員研究室（個室 21 ㎡・共同 42 ㎡）」

「学科事務室 47.57 ㎡」等を整備する。実験・実習で使用する主な教具等の設

備内容は、以下の通りである。なお、開設 2 年目以降の教具等購入については

設置経費ではなく経常経費を充てる予定としている。  

①基礎看護実習室  

ベッド１４台（内、電動６台）、折りたたみ式ストレッチャー２台、フィジカ

ルアセスメントモデル“Physiko”２台ほか  
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②成人・老年看護学実習室  

ベッド１２台（内、電動４台）、フィジカルアセスメントモデル“Physiko”

１台、心電計ほか  

③精神看護実習室  

      ミーティングテーブル９台、プロジェクターほか  

④母性・小児看護学実習室  

      保育器 ラビーインキュ  i １台、インファウォーマ  i １台、診察ユニット

１台ほか  

⑤地域・在宅看護学実習室  

      電動ベッド２台、男性入浴介護実習モデル“ふくたろう”１台、トイレユニ

ット１台ほか  

（２）シミュレーション室  

     実習授業で使用するシミュレーターの専用スペース（139.98 ㎡）を設け、各実

習で使用する機材等を保管・運用する。また、同室は助手・助教等による授業準

備スペースとしても機能するよう整備する。  

（３）多目的室  

     主に包括支援センターや物品保管スペース等への使用が見込まれる多目的室

（41.77 ㎡）を設ける。  

（４）教員研究室  

   教員研究室として 20 室 (1 室 21 ㎡）を整備する。研究室には、無線 LAN 等の

設備を設け、教員の PC から Web 検索することを可能にする。また、学生の相談

にも応じられるように整備する。なお、教授・准教授・講師は、1 人部屋とし、助

教は 2～3 人で 1 部屋を原則とする。 (1 室 42 ㎡）  

なお、研究室については建設工事スケジュールの都合上、平成 31 年度からの

共用開始を予定しており、それまでの間は学内の既存施設を仮研究室として使用

する。  

（５）実習準備室  (68.79 ㎡）・学科事務室 (47.57 ㎡）  

     実習教室フロアに実習準備室及び非常勤講師室を兼ねた学科事務室を設けるこ

とで、充実した実習教育の環境を整える。  

 

２）既設建物  

（１）会議室  

     会議室は既に整備されている管理棟 3 階 (4 室 )と 4 階 (1 室 )、9 号館 1 階（1 室）

を利用する。  

（２）講義棟 (１・２・３・４・６・７・８・９・１０・１１号館 ) 

   講義棟は 200 人以上を収容する一般教室 11 教室、100 人以上 200 人未満を収

容する一般教室 25 教室、50 人以上 100 人未満を収容する一般教室 77 教室ほか

を大学共用として整備している。なお、東松山キャンパスに 16 室ある情報実習

教室に設置された 650 台のパソコンは、授業実施に支障のない範囲で学生が自由
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に利用できる時間帯を設定しているほか、授業教室ではないオープン教室（１室）

にも 50 台のパソコンを設置している。  

（３）学生ホール・自習室・コンビニエンスストア  

   415 人収容の 3 号館グランドフロア食堂を学生ホールとして活用している。ホ

ワイトボードを備えたミーティングスペースのほか、同一建物内に文房具・日用

品・食品等が購入できる売店として、コンビニエンスストアを設置している。ま

た、学生の自習のための自習室（１９席）を図書館内に設置しているほか、パソ

コンを備えた情報教室は授業時間以外を開放しており、論文・レポート作成等に

活用されている。このほか、キャンパス内の厚生棟には生協購買部及び書店を設

置している。  

（４）学生食堂  

３号館及び厚生棟に４か所の学生食堂（合計 415 席）を設置しており、教員と

の語らいも可能な学生の憩いの場となっている。また、昼食時以外は学生ホール

として利用している。  

 

３）新設の建物  

本学科の設置に伴い、東松山キャンパス２号館を増築する。増築部分の延床面積

は、3,344.00 ㎡で地上３階地下１階となり、全学で共用する 200 名収容の 4 教室、

本学科学生のロッカールーム（男子用 40.21 ㎡・女子用 165.92 ㎡）、研究室 20 部

屋及び共同研究室 5 部屋等を備える。平成 30 年度中に整備し、平成 31 年度から供

用開始の予定（【資料１９】）で、開設初年度の研究室やロッカールームについては

既存施設を活用する。  

 

４）図書等の資料及び図書館の整備計画  

（１）図書等の資料及び設備等  

図書館は全学共用の施設である。東松山キャンパスの図書館は地上４階地下

２階、延べ床面積は 8,916.33 ㎡であり、閲覧座席数 1,046 席を設けている。既

設の健康科学科で活用されている保健医療関係の図書や雑誌等を含め、蔵書冊

数約 56 万 6 千冊、定期刊行物 2,389 種（内国書 1,778 種、外国書 611 種）、視

聴覚資料約約１万１千タイトルのほとんどを開架式で配架している。板橋キャ

ンパス図書館（蔵書数約 93 万 2 千冊）の利用も可能で、その貸出・返却も東

松山キャンパスで対応できる。  

また、パソコン 77 台を設置し、板橋キャンパスと共通した利用環境で、蔵書

検索（OPAC）、学術データベース 24 種、電子書籍約 1,800 冊、電子ジャーナ

ル約 47,000 種、インターネット閲覧が利用できる。このほか、視聴覚資料閲覧

用として視聴覚用機器を 34 台設置している。  

（２）図書等の資料整備  

①図書・雑誌等の整備計画  

今回の看護学科設置に伴う図書等の整備計画は、専門分野に必要な図書を
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整備する方針である。購入予定の図書の内訳としては、和書 3,256 冊、外国

書 354 冊の計 3,610 冊の図書に加え、医療の高度化やその変化の速度に対応

するため、最新の知見を得られる環境を整備するという考えに基づいて 13 誌

の学術雑誌、16 誌の外国雑誌を新たに購入し、整備する（【資料１８】参照）。  

外 国 雑 誌 は 「 International Journal of Nursing Studies 」「 Nursing 

Research」等であり、いずれも多くの大学で購読されている看護学分野の主

要な雑誌である。新たに購入する図書については、既存図書等との重複を勘

案しつつ、専門基礎分野に加え、基礎、成人、老年、小児、母性、精神、在

宅、公衆衛生の各分野を偏りなく整備し、看護師を目指す学生が十分な学修

活動を行えるよう配慮する。さらに視聴覚資料についても 54 種購入し、ビ

ジュアル的学修も可能となるよう十分配慮する。  

本学図書館には、前述の通り、現在約 56 万 6 千冊の蔵書があり、今回新

たに購入する上記の図書を加えることで、学生が学修を進める上で十分な量

と質の図書を確保できる。なお、開設 2 年目以降の図書購入については設置

経費ではなく経常経費を充てる予定としている。  

 

②電子書籍・電子ジャーナル・学術データベース等の整備計画  

紙媒体の図書及び学術雑誌の充実を図る一方で、電子書籍和書 629 冊、外

国書 158 冊の計 787 冊と、和雑誌 8 タイトル、洋雑誌 4 タイトルの電子ジャ

ーナルを新規購読 (洋雑誌 3 タイトルは紙媒体も併読 )し、また、学術データ

ベースの充実も行う。看護系データベースである「医中誌  WEB」、「メディ

カル・オンライン」「CINAHL」を導入し、国内外の医学関連電子ジャーナル

やデータベースをいつでも利用できる環境をさらに強化する。加えて看護学

分野電子図書 300 タイトルパッケージ「 eBook Nursing Collection」、200 タ

イトル以上の映像ビデオデータベース「Nursing Channel VPN」、を導入し、

学修環境の強化を図る。なお、開設 2 年目以降の電子書籍の購入については

設置経費ではなく経常経費を充てる予定としている。  

 

ク 入学者選抜の概要  

 

１ 入学者受入れ方針  

アドミッション・ポリシー  

 スポーツ・健康科学部看護学科ではディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ

ーに基づき、人間の尊厳を重んじる豊かな人間性と幅広い教養を育み、看護に関する

専門知識と倫理観に基づく医療人としての態度を学び、多様な人々とのコミュニケー

ション能力、リーダーシップを発揮し、これからの保健・医療・福祉に広く貢献でき

る看護専門職の人材育成をめざすために、下記のような人物を求める。  

 

（１）入学後の学修に必要な基礎学力としての知識を有している。  
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【知識・理解】  

（２）看護の対象者である人間が好きで、その健康に関わる諸問題について、深い関

心と倫理観を備え、看護を学びたいという意欲がある。【関心・意欲】  

（３）自分の考えを的確に表現し、言語化することができる。【技能・表現】  

（４）道徳的で積極的に他者とのかかわり対話ができる態度を有している。【態度】  

（５）物事を多方面から論理的に思考することができる。【思考・判断】  

 

２ 入学者選抜方法  

１）募集人員と選抜区分  

 

募集人員と選抜区分  

募集  

定員  

一般  

入試  

大学入試セン

ター試験  

利用入試  

推薦入試  特別選抜試験  

公募制推薦入試、自己推薦入

試、指定校推薦入試、大東文

化大学第一高等学校推薦入試  

社会人特別選抜試験  

100 人  22 人  30 人  48 人  若干名  

※特別選抜の募集人員のうち、社会人「若干名」は推薦入試の募集人員に含む。  

 

２）選抜方法  

本学科のアドミッション・ポリシーを踏まえ、大学全体で実施する学力検査によ

る一般入学試験と大学入試センター試験の利用とあわせて、推薦入学試験等を取り

入れることで、学力検査のみに偏重しない選抜方法を実施する。入学定員 100 名の

うち、一般入学試験で 22 名を募集するほか、大学入試センター試験利用入試で 30

名、推薦入学試験で 48 名の募集を行う（【資料２０】参照）。  

 

３）一般入試  

 本学科で養成する看護師としての基礎能力を判定するため学力検査を実施する。

学力検査による成績で入学者を選抜し、高等学校において幅広く勉強した意欲的な

受験生の確保を目指している。  

学力検査は、文章理解・解釈等の能力や記述・表現能力を測る「国語」、「英語」

の学力評価を基本としつつ、医療系実務に求められる基礎学力としての「数学」、「理

科」を考慮する。  

（１）全学部統一入試  前期・後期（2 教科型）  

前期・後期ともに「英語（150 点）」「国語（近代以降・50 点）」の 2 科目（200 点

満点）により判定する入学試験である。  

（２）一般入試（3 教科）A 方式  

    「英語（100 点）」、「国語（近代以降・100 点）」に加え「数学Ⅰ・数学 A（全範

囲）」もしくは「化学基礎」、「生物基礎」から 1 科目選択（100 点）の 3 科目（300
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点満点）により判定する入学試験である。  

（３）一般入試（3 教科）B 方式  

「英語（100 点）」、「化学基礎」もしくは「生物基礎」から１科目選択（ 100 点）、

及び「数学Ⅰ・数学 A（全範囲）（100 点）」の３科目（300 点満点）により判定す

る入学試験である。  

 

４）大学入試センター試験利用入試（平成 30 年（2018）年度入試より参加予定）  

学力検査として、大学入試センター試験の結果を用いて判定する。受験生の多様

なニーズに対応するため、出願日によって「前期」「中期」「後期」の３区分を設け、

以下の３方式を用いて判定する。  

（１）A 方式・・・「英語」「数学」「理科（化学基礎、生物基礎、化学、生物から１

科目選択）」の３科目 600 点満点  

（２）B 方式・・・「英語」と「数学」もしくは「理科（化学基礎、生物基礎、化学、

生物から１科目選択）」の 2 科目 400 点満点  

（３）C 方式・・・「理科（化学基礎、生物基礎、化学、生物から１科目選択）」1 科

目 200 点満点  

※いずれも化学基礎、生物基礎を選択する場合は２科目の合計得点を１科目

として取り扱う。  

 

５）推薦入学試験  

（１）公募制推薦入試  

     評定平均値による出願基準を設けたうえで、高等学校長からの推薦に基づく入

学試験であり、小論文、書類審査及び面接において、教科全般にわたる基礎学力

を測るとともに、目的意識や意欲、関心に加えて、人間性、倫理観、向上心など

総合的かつ多面的に判定する  

 

（２）自己推薦入試  

学力のみでは測れない熱意・意欲のある個性豊かな人材を求めることを目的と

している。高等学校の調査書、自己推薦書、実績等の確認ができる書類等及び面

接による総合評価により判定を行う専願制の入学試験である。  

 

（３）その他の推薦入学試験等  

「指定校推薦入学試験」「大東文化大学第一高等学校推薦入学試験」では、人物

及び学力ともに優れ、本学で積極的に学ぶ意欲を有し、本学が指定する高等学校

長から推薦を受けた者を対象としている。入学者選抜にあたっては、小論文、書

類審査及び面接審査により判定を行う入試制度である。  

 

 

６）特別選抜試験  
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（１）社会人特別選抜試験  

高等学校卒業後、社会人としての経験を持つ者を広く受け入れるため、その能

力・適正に応じ特別選抜を行う。書類審査、小論文及び面接において、目的意識

や意欲、関心に加えて、自己の取組実績、人間性、倫理観、コミュニケーション

力、持続力、向上心など総合的かつ多面的に判定する入学試験である。  

なお、社会人とは、以下の入学資格を満たしており、かつ本学の出願資格を有

している者のことである。  

 

（出願資格）  

①高等学校または中等教育学校を卒業、もしくは文部科学大臣が指定した専修学

校の高等課程を修了し、かつ社会人としての経験を２年以上有する者。  

②大学（短大）を卒業し、かつ社会人としての経験を２年以上有する者。  

③大学入学資格検定に合格し、かつ社会人としての経験を２年以上有する者。  

 

３ 入学者選抜体制 

本学では、学生募集と入学者選抜に関して全学的に検討する組織として、学長を

委員長とする全学入試委員会が設置されており、責任主体・権限等も明確化されて

いる。学生募集及び入学者選抜は、「学生の受け入れ方針」に基づき、公正かつ適

切に実施し、定員管理も慎重におこなっている。その中で、各学部・学科では入試

結果等の検証・見直しを行い、学科協議会・教授会を経て全学入試委員会にフィー

ドバックする体制をとっている。本学科も協調して公正かつ適切な入学者選抜に

取り組む。  

 

ケ 資格取得を目的とする場合  

 

１ 取得可能な資格 

 

本学科で取得可能な資格は、次のとおりである。  

取得可能な資格  
国家・民間  

資格の区別  
備考  

 

看護師国家試験受験資格  

 

 

国家資格  

 

 

また、教育課程と指定規則との対比表について【資料１４】に示す。  
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コ 実習の具体的計画  

 

１ 実習の基本的な考え  

臨地実習においても、「社会人として前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く

力」などの社会人基礎力と、看護師としての「職業的アイデンティティ」、「倫理」が修得

できるカリキュラムとする。特に実習では、近年の研究成果をふまえ、“どの実習でもお

さえるべき重要な概念”として抽出される 6 概念「コミュニケーション」「生活と健康」

「エビデンスに基づく実践」「倫理」「安全」「チーム医療」を実習の評価の枠組みとし、

実習の到達目標を以下のとおり設定する。  

 

① コミュニケーション技術を修得して、ケア対象者と基本的な人間関係の基盤を築

き、治療的な対人関係を形成することができる。（コミュニケーション）  

 

② あらゆる場所で生活しているケアの対象者に関心を持ち、身体的・精神的・社会

的な特性を理解し、対象者個人と家族の生活を考えることができる。  

（生活と健康）  

 

③ 科学的根拠に基づいて、看護計画を立案し実践することができる。  

（エビデンスに基づく実践）  

 

④ 対象者の尊厳と人権の意味を理解し、倫理的態度をもって行動することができる。

（倫理）  

 

⑤ 対象者の安全と安楽に配慮した支援を考えることができる。（安全）  

 

⑥ 保健・医療・福祉における看護の役割と機能、他職種との連携・協働について理

解することができる。（チーム医療）  

 

  それぞれの概念に対して各学年の学修目標を設定し、それに対応させて各実習科目の

実習目標を設定する（【資料２１－➀】参照）。これらの 6 つの概念を達成することで、

「看護師としての職業的アイデンティティの基盤をつくり、看護専門職として生涯にわ

たり継続して専門的能力を向上させることの重要性の理解」と看護観の育成につながる

と考える。  
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２ 臨地実習計画   

  臨地実習は、1 年次から 4 年次に配置する。特に本学では、これからの社会保障制度

を見据え、「地域包括ケアシステム」の概念を教育課程に編成しており、「地域包括ケア

実習」を計画している（【資料２１－➁】参照）。  

１）1 年次  

「基盤看護学実習Ⅰ」は、看護基礎教育として、初めての臨地実習である。看護

学を学ぶ動機づけの強化を図り、職業的アイデンティティの形成を促進し、早期体

験臨地実習の効果をあげるために、1 年次の前期に配置する。  

２）2 年次  

2 年次前期には、「老年看護学実習Ⅰ」を配置し、地域包括ケアシステムの実際に

触れる初めての実習として、早期体験臨地実習と位置づける。地域で生活する高齢

者を対象に、援助関係を形成する力及び地域ケアの構築と看護機能の充実を図る力

を培うために、高齢者とのふれあいを通して地域での生活基盤や支援のあり方を学

修する。2 年次後期には「基盤看護学実習Ⅱ」を配置し、健康障害をもつ対象者の

身体的・精神的・社会的状況をアセスメントし、対象のニーズに合った看護援助を

立案、実践することによって、看護の基礎的能力を修得する。  

３）3 年次  

3 年次後期には、「成人看護学実習Ⅰ」「成人看護学実習Ⅱ」「老年看護学実習Ⅱ」

「小児看護学実習」「母性看護学実習」「精神看護学実習」を配置する。各専門領域

の実習において、対象者とその家族を全人的に理解し、既習の知識、技術を統合し

て、必要な看護を実践、評価することを学修する。同じく 3 年次後期の「在宅看護

学実習」では、地域で生活する療養者とその家族に対して、健康レベルや地域の特

性に応じた看護実践の基礎と介護者や家族、地域の健康の維持・疾病予防を支援す

るための看護活動の展開を学ぶ。さらに、在宅で療養生活を継続的に支援するため

の在宅ケアシステムへ繋げていく。  

４）4 年次  

4 年次前期には「地域包括ケア実習」と「統合実習」を配置する。まず「地域包括

ケア実習」では、地域の健康課題を把握し、実習施設（市町村の保健センター等）

で実施している保健事業や地域看護活動との関連について考察し、地域住民の健康

支援・増進についての具体的方法を学ぶ。また、市町村における地域包括ケアシス

テム構築のプロセスと看護師として関連職種や関係者へどのように連携し、どのよ

うにつないでいるのかの実際を学ぶ。地域やその生活者を長期的・継続的な視点で

支援することの重要性を学修する。対象者の日常生活圏域におけるニーズの把握と

模擬ケア会議のニーズ分析、社会資源の把握、解決方法の検討や課題点の抽出など

を学修する。そして「統合実習」では、専門科目の学修の集大成として、学生が自

ら主体的に学修課題を設定し、選択された専門領域における看護実践において、看

護学の実践から統合する能力を養う内容とし、最後に配置する。  
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臨地実習科目一覧  

配当年次  実習科目名  単位数（時間数）  

1 前期  基盤看護学実習Ⅰ  1(45) 

2 前期  

後期  

老年看護学実習Ⅰ  

基盤看護学実習Ⅱ  

1(45) 

2(90) 

3 

 

後期  成人看護学実習Ⅰ  

成人看護学実習Ⅱ  

老年看護学実習Ⅱ  

小児看護学実習  

母性看護学実習  

精神看護学実習  

在宅看護学実習  

3(135) 

3(135) 

3(135) 

2(90) 

2(90) 

2(90) 

2(90) 

4 

 

前期  

 

地域包括ケア実習  

統合実習  

2(90) 

2(90) 

 

 

３ 実習施設の確保の状況   

１）実習施設の確保状況  

   臨地実習施設は、看護学科を設置予定の埼玉県東松山市を中心に確保した。  

２）実習施設が遠隔地となる場合の対応  

   実習施設のほとんどは、公共交通機関の沿線上に所在しており、約 8 割が本学より

片道 90 分圏内であるが、片道 2 時間を超える佐野市にある社会福祉法人ブローニュ

の森で実習する場合は、敷地内に併設されている宿泊施設を学生の宿泊場所として確

保している。（【資料２２－①】【資料２２－②】【資料２２－③】参照） 

 

４ 実習指導体制   

  １) 臨地実習学生配置  

「基盤看護学実習Ⅰ（ 1 年次前期）」は、 3 グループ編成(1 グループ 33～34 人)

で、6 月から 7 月の火曜日に全 5 回の日程で行う。「老年看護学実習Ⅰ（ 2 年次前

期）」は、学生 5 人を 1 グループとし、10 グループずつ 2 クールで、4 月から 7 月の

火曜日に全 5 回の日程で行う。「基盤看護学実習Ⅱ（2 年次後期）」「地域包括ケア実

習（4 年次前期）」は学生 5 人を 1 グループとし、 1 クール 10 グループずつ、 2 クー

ルで実習する。「成人看護学実習Ⅰ（ 3 年次後期）」「成人看護学実習Ⅱ（3 年次後

期）」「老年看護学実習Ⅱ（3 年次後期）」「小児看護学実習（3 年次後期）」「精神看護

学実習（3 年次後期）」「在宅看護学実習（3 年次後期）」は、学生 5～6 人を 1 グルー

プとし、1 クール 3 グループずつ、 6 クールで実習する。「母性看護学実習（ 3 年次後

期）」は、5～6 人を 1 グループとし、6 グループずつ埼玉県男女共同参画推進センタ

ー（With You さいたま）において一週間実習し、 3 グループずつ 6 クールで一週間

施設実習（周産期実習）を行う（【資料２３－①】【資料２３－②】参照）。 
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２）教員の配置並び巡回指導計画   

   実習指導体制は、教育課程と重複しないよう検討し、実習指導教員を配置した

（【資料１６】【資料２３－③】【資料２３－④】参照）。完成年度における教員ごとの

時間割表(【資料２３－➄】)を作成し、科目が重複している場合には、助手または非

常勤助手を配置することで、実習科目に影響がないことを確認した。学内実習でのカ

ンファレンスは、教員の講義日に合わせた曜日で設定している。「基盤看護学実習

Ⅰ」は 1 グループあたり専任教員 2 名と助手を配置する。それ以外の実習科目におい

ては、1 グループあたり専任教員 1 名を配置する。専任教員が講義等で実習指導にあ

たれない場合は、実習指導補助として助手または非常勤助手を配置するが、その場合

は、専任教員が必ず一日一回巡回することとする。  

 

５ 事前・事後における指導計画 

１）実習要項の作成  

    臨地実習前に学生に実習要項を提示し、実習前に修得すべき知識や技術、態度に

ついて理解させる（【資料２４】参照）。 

  

２）技術演習  

技術については、「生活支援技術論Ⅰ・Ⅱ（ 1 年次後期）」「医療支援技術論Ⅰ・Ⅱ

（2 年次前期）」において基本的な看護技術を修得する。そして、 2 年次後期の「看

護学方法論」、3 年次前期の「看護学演習」において領域ごとに必要な看護技術を修

得する。また、実習開始前には、シミュレーション室を開放し、学生が自由に技術

演習を行えるようにする。  

 

３）オリエンテーションの実施  

実習前に、「実習総合オリエンテーション」と「領域別オリエンテーション」を行

い、実習の目的と目標、実習内容、実習における心構えと諸注意、個人情報の取り

扱い、実習における倫理的配慮、事故防止等について指導する。さらに、各実習施

設においてもオリエンテーションを実施する。  

 

４）実習終了後の指導  

    実習終了後、学生には、実習記録、課題レポート、自己評価表を提出させる。教

員は、これらの内容から学生の学習到達度を把握し、学生自身が次の自己の課題を

見出せるよう関わる。  

 

６ 成績評価体制及び単位認定方法  

実習の評価は、実習終了時に科目ごとに行う。評価は、実習状況、出席状況、実習記

録、レポート、自己評価表及び面接により総合的に判断し、実習目標の到達状況を評価

する。評価は、各実習の実習評価基準に基づいて、単位認定者が行う。  
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７ 実習施設との契約内容 

各実習施設と、実習の目的・目標、実習内容、実習期間、学生数、個人情報の保護、

受け持ち対象者への説明と同意、医療安全の確保、事故発生時の対応、災害発生時の対

応、実習謝礼金等、実習に関わる事項について契約を行う。  

１）受け持ち対象者への説明と同意  

臨地実習において受け持ち対象者を決めて実施する際は、事前に病棟管理者と実

習担当教員が、対象者本人あるいは代理人となる人に対し、「実習説明書」を用いて、

学生の実習内容等を詳細に分かりやすく説明した上で協力を依頼し、「同意書」への

署名による同意を得る。同意書の保管等については各実習施設の指示に従う。  

 

２）個人情報の保護  

   個人情報の保護に関して、事前に実習施設と以下の内容について確認を行なう。  

（１）学生及び教員のカルテの閲覧について  

・電子カルテの学生及び教員のパスワードの設定並びに管理方法  

    ・電子カルテの閲覧可能な範囲  

    ・紙カルテを閲覧する際の許可の方法  

    ・紙カルテを閲覧できる場所  

（２）受け持ち対象者等の個人情報の管理について  

・カルテからの情報転記の範囲  

     ・カンファレンス等で使用する資料の複写  

     ・実習記録の持ち運びの制限  

     ・カンファレンス及び学生が提出した資料の取り扱い  

     ・実習終了後の実習記録の取り扱い  

 

３）感染予防と健康管理 

実習中の感染予防のために必要な検査と予防接種について、実習前に実施してい

ることを各実習施設に説明する。学生には、検査結果と予防接種の記録を携帯する

ように指導し、感染に関わる事故発生時には、各種感染症の抗体が確認できるよう

にする。また、実習施設でインフルエンザ等の感染症が発生した場合は、各実習施

設の指示に従う。健康管理に関しては、実習中の健康状態を健康管理チェック表に

記入し、担当教員に提示するよう指導する。  

 

４）事故発生時の対応  

医療安全に関する講義と演習での学修内容及び実習前のオリエンテーションで

の医療安全に関する指導内容について、各実習施設に説明する。  

実習中に想定される事故には、医療事故（転倒・転落、誤飲、誤薬など）、感染に

関わる事故（針刺し、体液曝露、接触・飛沫・空気感染など）、物品の破損・損壊、

個人情報の流出・漏洩があるが、それらの事故が発生した際の対応と報告経路（学

生発見時）、発生後の対応について、事前に各実習施設と確認を行う（【資料２５】
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参照）。 

なお、学生は、臨地実習中の学生自身の傷害事故、第三者に対する賠償事故、

感染事故予防に対する補償等に対応が可能な傷害保険に加入する。  

 

５）災害発生時の対応  

   災害が発生した場合の対応について、各実習施設と事前に確認を行う。  

 

８ 実習水準の確保の方策 

教員と施設の実習指導者は、各領域の実習目的や目標、実習内容、方法を共通理解し

ておく。そして、各施設の実習指導者と月に一度「実習連絡会」を実施して十分なコミ

ュニケーションを図り、各施設の特徴や施設間における看護技術や医療の状況等の違い

を事前に把握し、学習内容に隔たりが生じないよう配慮する。  

  施設に対しては、看護学科の教育理念、教育目標、カリキュラム、実習目的、目標、

実習方法、臨地実習指導者および教員の役割等について事前に説明する。さらに、実習

スケジュール、報告の方法、看護対象者への同意を得る方法、実習記録等について調整

を行う。  

  実習環境については、各施設において、学生控え室、カンファレンスルーム、学生の

実習中の記録場所等を確保する。学生が実習中に使用可能な物品についても事前に確認

しておく。  

 

９ 実習施設との連携体制 

１）実習施設との連携  

実習指導は、実習施設の実習指導者及び管理責任者の協力を得て行う。実習におい

ては、「実習要項」（共通要項及び各領域別実習要項）を作成し、実習目的・目標、実

習方法、評価方法、実習指導上の役割分担等について、教員と実習指導者が共通に理

解しておく。実習指導者は、学生が円滑に実習を進められるよう、他職種チームと調

整を行い、必要に応じてカンファレンスに出席し、適切な助言・指導等を行う。  

（１）実習担当教員の役割  

・実習の到達目標、実習方法を明確にし、実習指導者への説明を十分に行い、

共通理解を得るとともに本学科の実習方法を伝え、それぞれの役割を明確に

しておく。必要に応じて各領域で実習説明会を開催する。  

  ・学生実習・学修環境が適切になるように整備、調整する。  

     ・学生の学修行動が実習目標に向かっているかを判断し、必要があれば方向の

軌道修正を行う。  

     ・学生の学修上の課題を明確にし、適切な教授方法を用いて指導する。  

     ・看護場面での体験を適切に言語化できるよう指導する。  

     ・学生が看護場面で得た体験を意味づけし、既修内容あるいは参考文献を提示

するなどし、知識に結びつけ統合していく過程を指導する。  

     ・学生の実習目標の到達度を評価し、学生自身が今後の課題を明らかにできる
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よう指導する。  

     ・実習指導者と、学生の学修状況や指導に関する情報交換を行う。  

     ・教員自身の看護実践能力の維持、向上に努め、さらに、最新の知識、技術を

得られるよう、適宜、実習場等で研修を行う。  

 

（２）実習指導者の役割 

・学科の実習目標を理解した上で、指導方法を明確にしておく。また、実習指

導者以外の看護職員に対しても実習目標、実習内容等を伝え、実習指導が行

えるように調整する。  

  ・実習が順調に実施できるように、実習環境を整備、調整する。  

     ・実習に適した対象者を選定し、その承諾を得る。  

     ・実習計画内容が受け持ち対象者に対して適切かを判断し、助言する。  

     ・学生の看護行為、特に看護技術が適切かを判断し、助言もしくは援助を行

う。 

     ・実施した看護実践について、教員が適切に評価できるよう助言する。  

     ・実践場面において学生のロールモデルとなるようにする。  

     ・受け持ち対象者や実習場所の予定などに関する情報を適宜提供することによ

り、学生が看護体験できる機会を提供する。  

     ・看護場面で観察された学生の実践について評価し、必要に応じて実習担当教

員に情報を提供する。  

 

２）実習施設との会議  

   （１）教員は、実習開始前に実習施設を訪問し、施設責任者、実習指導者ととも

に、実習期間、実習時間、実習目的・目標、実習内容・方法、成績評価

等について綿密に打ち合わせをしておく。  

（２）全体としては、実習開始前に「実習説明会」を開催して「カリキュラム

と学生のレディネス」「実習科目の構成内容と実習ローテーション」等に

ついて説明し、その後、各領域の教員と実習指導者で、実習前の最終確

認を行う。  

（３）各施設の実習指導者と本学教員は、月に一度の「実習連絡会」におい

て、実習目標が達成できるよう実習内容や実習方法について話し合う。  

（４）実習終了後に「実習報告会」を開催し、実習の現状と課題について検討

する。 

３）実習施設との研修・勉強会  

   年に 1～2 回、研修会や講演会、勉強会を開催して、本学教員と助手、実習指導者

が一緒に「効果的な実習とするための指導のあり方」等について学ぶ機会を設ける。  
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サ 管理運営  

 

教授会については、「大東文化大学学則」において、その役割、構成員、開催、審議事項

等が定められている。構成員は、当該学部に所属する専任教員（特任教員、助教を含む。

以下同じ。）であり、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時に開催される。学部長

が会議を招集し議長となり、構成員の２分の１以上の出席（教員の選考、昇格等人事に関

する事項を審議する際は３分の２以上の出席）がなければ開催することができない。  

教授会の役割として、学生の入学、卒業、進級、退学や指導に関する事項、学部長・学

科主任等の推薦、選考・昇格等の教員人事に関する事項等を審議し、学長が決定を行うに

あたり、その審議議決内容を建議する。  

教授会で審議された事項のうち、規則等の制定及び改廃、大学役職者の推薦等については、

学部長会議（構成員：学長、副学長、学部長）で協議・調整された後、毎月開催される大学

評議会（構成員：学長、副学長、学部長、学科主任、各教授会から選出された専任教員 2 名、

図書館長、東洋研究所長、書道研究所長）で審議され、最終的に学長に建議される。 

この他「大東文化大学学科協議会規程」の定めに基づいて、学部教授会に先立って専任

教員で構成する学科協議会を開催し、学部教授会に諮る事案の審議を行う他、予算、カリ

キュラム、入試及び教員人事など学科運営に関する実務的な事項を検討する（【資料２６】

参照）。また、全学的な教務に関する事項について企画・立案・調整を行うことを目的とし

た全学教務委員会を設置している。構成員は、副学長、学部長、学務局長、東松山教務事

務室長、大学院事務室事務長、学長指名の学部事務室事務長となっており、学部、研究科

の教育課程の編成方針や、全学共通科目、基礎教育科目及び専門教育科目の連携・調整、

時間割編成、学年暦作成等の全学的な教務に関することを審議する。  

 

シ 自己点検・評価  

 

本学は自己点検・評価について、学則第１条の２において、「教育研究水準の向上を図り、

同学則第１条の目的（本大学は、建学の精神に基づき、学問の理論と応用を教授・研究し

て真理と正義を愛する自主的精神に充ちた良識ある人材を育成し、文化の発展と人類の福

祉に貢献すること）及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら

点検及び評価を行い、文部科学大臣の認証を受けた者（認証評価機関）による評価を受け

るものとする」と定めている。その実施体制として、理事会の下に学校法人大東文化学園

自己点検・評価推進委員会を設置し、大学を含めた学園全体の自己点検・評価の体制を構

築し、学園の委員会の下に、学長を委員長とした大東文化大学自己点検・評価委員会を置

いている。学部・研究科・附置研究所・図書館・各センター等、大学の全ての部署・機関

は、認証評価機関の基準に準拠し独自に定めた「大東文化大学基準別基本方針」の項目別

に、毎年「自己点検・評価シート」を作成し、自己点検・評価を行っている。  

 また、自己点検・評価に関する企画・立案・調査・調整等を行う機関として、副学長を
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委員長とした企画委員会を設置している。  

 

評価組織としては、評価専門委員会と外部評価委員会を設けている。評価専門委員会は

学内の教職員から構成され、年度ごとの各部局の「自己点検・評価シート」を精査し、そ

れについて助言・勧告等を行う。外部評価委員会は、学外の有識者（ 2016 年度  7 名）と

学内教員（2016 年度 3 名）から構成され、学園関係者以外の第三者の立場から「自己点

検・評価シート」及び評価専門委員会の報告書の点検やそれに基づいた提言を行うことに

より、自己点検・評価の信頼性と適切性を担保し、学園に対して必要な提言を行っている。  

 認証評価については、2010 年度に公益財団法人大学基準協会の認証評価を受け、同協会

の定める大学基準に適合しているとの認定を受けた（認定期間：2011 年４月１日～2018

年 3 月 31 日）。また、その際に受けた「助言」（「勧告」はなし）については、2014 年 7 月

に改善報告書を提出し、今後の改善経過について再度報告を求める事項はない旨の結果を

得ている。また、2016 年度に同協会の大学評価（認証評価）を受審し、 2017 年 3 月には

同協会に定める大学基準に適合しているとの認定を受けた。（認定期間： 2018 年 4 月 1 日

～2024 年 3 月 31 日）。  

 自己点検・評価活動及び認証評価の内容については、大学ホームページにおいて公開し

ている。  

 なお、看護学科における自己点検・評価に関しては、大学で実施している授業評価アン

ケートの結果を集約し、授業への関心度・満足度・準備状況・総合評価等の把握を行う。

また、自由記述により科目についての感想や要望、意見を抽出し、結果を担当教員に伝達

する。このアンケート結果を踏まえ、各教員は授業内容の改善と充実に向けて努力する。

アンケートの公表は、大学ホームページにより全体概要の報告及び大学図書館にてアンケ

ート結果の閲覧を行う。更に、教員相互の授業参画などを活用し、授業内容の改善と充実

を図る。  

 

ス 情報の公表  

 

情報の公表については、学校法人大東文化学園情報公開規程を定め、学園が保有する

情報の公開及び開示を行うことにより、学園の運営及び学校教育法施行規則で定める教

育研究活動等に係る社会的説明責任を果たし、公正かつ透明性の高い運営を実現してい

る。  

これらの情報は、本学公式ホームページ、大学発行新聞、学園報等の刊行物への掲載、

大学ポートレート等を通じて、教育研究活動等の状況に関する情報として公開している。 

また、保護者に対する情報の公表としては、毎年開催される「大東文化大学青桐会（本

学在学生の保護者の会）支部総会」（平成 28 年度実績 31 会場）を通じて、これらの情

報を含めた大学の現状を報告している。  

 

＜掲載している（または掲載予定である）ホームページのアドレス等＞  

① 大学の教育研究上の目的に関すること  
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・大学の教育の理念  

   トップ＞大学案内＞大東文化について＞建学の精神・教育の理念  

   http://www.daito.ac.jp/information/about/idea.html  

  ・学部学科の教育研究上の目的、３つのポリシー等  

トップ＞大学案内＞情報公開＞教育理念と概要＞教育方針と課程  

http://www.daito.ac.jp/information/open/idea/policy.html  

② 教育研究上の基本組織に関すること  

   トップ＞大学案内＞組織・付設校＞教育研究組織  

   http://www.daito.ac.jp/information/organization/research.html  

③ 教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること  

・教員組織、教員の数  

   トップ＞大学案内＞情報公開＞大学の全体像＞データで知る大東文化  

   http://www.daito.ac.jp/information/open/college/data.html  

・各教員が有する学位及び業績に関すること  

   トップ＞大学案内＞情報公開＞大学の全体像＞データで知る大東文化＞教員情報検

索 

   http://www.daito.ac.jp/information/open/college/data.html  

④ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，卒業又

は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関する

こと 

  ・トップ＞大学案内＞情報公開＞大学の全体像＞データで知る大東文化  

   http://www.daito.ac.jp/information/open/college/data.html  

   ※入学者に関する受入れ方針のみ  

トップ＞大学案内＞情報公開＞教育理念と概要＞教育方針と課程  

http://www.daito.ac.jp/information/open/idea/policy.html  

⑤ 授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること  

   トップ＞Webシラバス  

https://dbp.mypage.daito.ac.jp/campusweb/top.do  

（｢DB PORTAL｣よりゲストとして閲覧可）  

⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること  

   トップ＞大学案内＞情報公開＞教育理念と概要＞教育方針と課程  

※学修成果の評価、修業年限、卒業、修了に必要な修得単位数、修得可能な学位

を学部・学科、専攻科、研究科・課程ごとに掲載。  

http://www.daito.ac.jp/information/open/idea/policy.html  

⑦ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること  

   トップ＞大学案内＞情報公開＞学修環境と支援  

http://www.daito.ac.jp/information/open/learning  

⑧ 授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること  

トップ＞大学案内＞情報公開＞大学の全体像＞学費・諸経費  

http://www.daito.ac.jp/information/open/college/expenditure.html 

http://www.daito.ac.jp/information/open/college/data.html
http://www.daito.ac.jp/information/open/college/data.html
http://www.daito.ac.jp/information/open/college/data.html


   

47 

 

⑨ 大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること  

   トップ＞大学案内＞情報公開＞学修環境と支援―各種支援  

   ・修学支援  http://www.daito.ac.jp/information/open/learning/study.html  

   ・就職支援  http://www.daito.ac.jp/information/open/learning/findwork.html  

   ・留学支援  

 http://www.daito.ac.jp/information/open/learning/study_abroad.html  

   ・奨学金支援制度  

 http://www.daito.ac.jp/information/open/learning/scholarship.html  

  ・学生生活サポート  

 http://www.daito.ac.jp/information/open/learning/life_support.html  

⑩ その他（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報，学則等各

種規程，設置認可申請書，設置届出書，設置計画履行状況等報告書，自己点検・評価報

告書，認証評価の結果  等）  

 (1) 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報  

①「学科の特徴」「授業・ゼミ紹介」⇒各学科ページに掲載  

例）日本文学科  

・「学科の特徴」：http://www.daito.ac.jp/education/literature/department/  

japanese_literature/outline.html 

・「授業・ゼミ紹介」：http://www.daito.ac.jp/education/literature/department/  

japanese_literature/curriculum.html  

②科目ごとの目標⇒Webシラバス ※各科目の「授業の到達目標」  

         https://dbp.mypage.daito.ac.jp/campusweb/top.do  

（｢DB PORTAL｣よりゲストとして閲覧可）  

 

(2) 学則等各種規程  

  トップ＞大学案内＞情報公開＞大学の全体像＞大東文化大学の現況＞学則  

http://www.daito.ac.jp/information/open/college/condition.html  

(3) 設置認可申請書，設置届出書，設置計画履行状況等報告書  

  トップ＞大学案内＞情報公開＞教育理念と概要  

http://www.daito.ac.jp/information/open/idea/  

(3) 自己点検・評価活動  

トップ＞大学案内＞自己点検・評価／大学FD活動＞自己点検・評価活動  

http://www.daito.ac.jp/information/examine/inspection/index.html  

(4) 認証評価の結果  

トップ＞大学案内＞自己点検・評価／大学FD活動＞認証評価  

http://www.daito.ac.jp/information/examine/accreditation/index.html  

(5) 大学FD活動（FD研究会・講演会、FDニュースの内容）  

トップ＞大学案内＞自己点検・評価／大学FD活動＞大学FD活動  

http://www.daito.ac.jp/information/examine/fd/index.html  
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セ 教育内容等の改善を図るための組織的な取組  

 

大学設置基準第 25 条の 3 に対応した、授業の内容及び方法の改善を図るための全学

的な組織として、大東文化大学ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会を設置

している。この FD 委員会は、副学長を委員長とし、各学部、研究科から選出された教

員及び学長が指名する教職員から構成されている。活動内容としては、学生による授業

評価、卒業生アンケートをはじめとした教育システム、教育効果に関する諸調査や、FD

に関するテーマを設定した研究会、講演会を行う。学生による授業評価は、アンケート

実施後にその結果が各教員にフィードバックされるとともに、各学部学科でそれぞれに

分析を行い、全学的な集計結果とともに『学生による授業評価と大学教育』として刊行

し、学生、教職員の閲覧に供している。卒業生アンケートは FD 委員会で集計結果の分

析を行い、各教授会に報告する。また、FD 研究会、講演会の内容は、『FD 報告書』及

び『FD ニュース』として発行し、各教員に配布される。上記の刊行物は、大学ホームペ

ージにおいても公開されている。  

また、各学部、学科等においても、それぞれに FD 委員会が設置され、学部等の内容

に即した独自の FD 活動を行うとともに、各学部等の FD 委員会委員が全学の FD 委員

会委員の構成員となることによって、全学の FD 活動と学部等の FD 活動が関連性をも

って活動できる体制をとっている。  

看護学科の FD 活動として、教員の研究能力を高めるために、年に 1～2 回、研究に関

するテーマでの講演会や、各教員が取り組んでいる研究内容や学会での学びについての

報告会を開催する。次に、実習遂行能力を高めるために、年に 1～2 回研修会を開催し

て、教員と実習指導者が一緒に「効果的な実習とするための指導のあり方」等について

学び、理解を深める。また、助手、助教などの新人教員に対しては、各領域の教授、准

教授が実習指導方法について指導する。  

全学の SD 活動については、毎年度学園全体の教員、事務職員を対象としたコンプラ

イアンスに関する研修（個人情報保護、ハラスメント、研究倫理等）、事務職員を対象

とした人事研修を行っている。特に、全専任事務職員が担当する「入試アドバイザー」

に関する研修では、職員の所属部署にかかわらず、業界動向や入試制度、学生生活、キ

ャリア支援など、広範囲にわたる全学的な説明会を開催し、志願者等への対応が適切に

できるような指導、特に、新人職員には大学人としての基礎を養成し、即戦力となるた

めに、人事研修の一環として徹底した事前研修を実施している。これまで全学における

明確な SD に関する方針は定められていなかったが、2016 年 3 月 31 日に公布された大

学設置基準第 42 条の 3 の改正に伴い、「大東文化大学 FD・SD 基本方針」を定め、FD、

SD 活動に関する大学としての方針について明確化した。また、 2016 年度においては、

教育職員、事務職員合同で、3 つのポリシーに関する研修を行った。今後も本方針に基

づき、コンプライアンス研修や事務職員人事研修を継続するとともに、教育研究活動等

の運営に関する研修や、外部研修を含めた実効性のある育成型の研修も含め、実施して

いく予定である。  
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ソ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制  

 

１ 教育課程内の取組について 

１）全学における取組  

本学では全学共通科目として『キャリアデザイン』を開設し、「就職力養成講座」

「自分の将来と生き方を考える」「コミュニケーション力を磨く」という内容での授

業を行っている。この『キャリアデザイン』は１年次より受講することが可能であ

り、本学入学直後の早い時期より社会人・職業人としての動機付け及びキャリア意

識の涵養を図っている。なお、『キャリアデザイン』を開設した当初（ 2008 年度）

は２コマ開講であったが、同科目の受講を希望する多くの学生のニーズに応えるた

めに、2016 年度には開講コマ数を 18 コマに増やすなど、全学的なキャリア支援体

制の強化を図っている。  

２）学科における取組  

（１）職業的アイデンティティ形成の支援  

看護の質向上のためには、看護師のキャリア発達が重要である。看護師のキャ

リア発達において、職業的アイデンティティ（以下、職業的 ID）の形成は、大き

な要因であり、看護基礎教育における支援体制が職業的 IDの発達に影響する。看

護学生の職業的ID形成の過程では、学年の進度に応じて変化する傾向があり、各

年次配当のカリキュラム構成や講義、演習、実習など授業形態の特徴を踏まえ支

援内容の強化を図る必要がある。  

本学科では、これからの社会に求められる看護実践能力を発揮できる人材を育

成するための教育課程を編成し、看護の社会的・職業的自立を図るために必要な

知識・技術・態度を身に着けた教育内容を充実させている。職業的 ID形成に向け、

入学時から卒業時まで継続した支援ができるよう教育プログラムとの関係性に

配慮した教育プログラムを構築した（【資料１０】参照）。  

①初年次：【看護を学ぶレディネス調整時期】  

「基礎ゼミナール」は少人数制のゼミナール形式で、大学生活に必要な学

修技能であるレポート作成、文献検索方法と資料の収集、文献の読解等の基

礎的な技能を身に着け、主体的な学修態度、科学的思考を獲得することを目

標とする。この基礎ゼミナール担当教員は、アドバイザーの役割をとり、学

生の学習面・生活面の相談にも対応し、心身のフォローアップを行う。『看

護の基盤』で、学修した概念や理論を基盤に、今後卒業までに基礎、成人・

老年、母子、精神、老年など様々な看護学を段階的に、順序性をもたせ幅広

く学修し、職業的IDの発達を支援する。「基盤看護学実習Ⅰ」は、アーリー

エクスポージャーとして１年次前期に配置し、実際の看護対象者や看護師と

その活躍の場に触れることで、将来のイメージや看護師を目指す動機付けを

体得し、看護師という進路選択の確かさを実感させる。  

②2年次：【看護を学ぶレディネスの蓄積と学びの中のモデリング】  
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2年次は、《専門基礎科目》《専門科目》が増加し、学修内容がより高度に

なり、専門性も増す。効果的な教授法の工夫を行い、学修のモチベーション

を持続させ、自己効力を低下させないよう適宜面接等により状況把握と学修

支援を行う。「基盤看護学実習Ⅱ」は、実際に受け持つ看護の対象者へのケ

アを看護過程の思考で学修する。実習を通して出会うモデルの存在が、その

後の職業的IDに影響するため、臨地実習指導者の選出や教員も含めた指導体

制など綿密な打ち合わせを行い、社会的・職業的自立に向けた指導体制を整

備する。  

③3年次：【学びの中のモデリングと学ぼうとするモチベーション】  

3年次は、《専門科目》の専門領域演習と臨地実習で構成されるカリキュラ

ムで、より専門性の高い学修内容となる。学生の努力を承認し、効果的に動

機づけを図り、職業的 ID発達を促進させる。職業的 IDの揺らぎを体験してい

る学生は、学修状況に応じた個別の教育的支援を行う。長期の臨地実習科目

を学修する学年であり、適切なモデリングの存在が職業的 IDの形成を促進す

る。望ましいモデル特性について、学生の指導にあたる教員や実習指導者に

事前説明を行い、指導体制の強化と連携を図る。  

④4年次：【学ぼうとするモチベーションの継続とキャリア設計】  

最終学年であり、これまでの学修で獲得した知識・技術・態度と「看護研

究Ⅱ」、「地域包括ケア演習」、「地域包括ケア実習」及び「統合実習」の

学修を統合し、さらに発展させることで職業的 IDの獲得を目指す。  

「看護実践能力強化演習」は、卒後の活躍の場を想定し、知識と技術の統

合、複数患者や多重課題の設定で実践能力の強化を図る目的で設けた授業科

目である。看護の対象者のさまざまな療養環境に対応した看護実践能力を育

成するために、病院・施設や居宅事例を教材化し、職業的 IDを発展させるこ

とを目指す。さらに、看護師としてどのようなキャリア計画設計をもつのか

言語化できることをねらう。  

 

（２）大東文化大学看護学科  社会人基礎力の育成  

看護の社会的・職業的自立を図るために必要な教育課程の編成として、2つ目の

支柱は、本学科における「社会人基礎力」の育成である。平成 18年の経済産業省

の産学有識者による委員会にて定義された「社会人基礎力」３つの能力（ 12の能

力要素）【資料８】に、「体系的な社会人基礎力育成・評価システムの開発・実

証事業（全学的な社会人基礎力育成をめざす教育システムの開発）」（経済産業

省：2009年度事業）のモデルプログラム開発事業校の岐阜大学報告）では、〈倫

理〉を追加し、３つの能力（ 12の能力要素）に〈倫理〉を追加し、４つの能力と

した。 

本学科では、看護の社会的・職業的自立を図るために必要な知識・技術・態度

を身に着けるための教育内容として、この４つの能力に〈職業的アイデンティテ

ィ〉を追加し、５つの能力とした。また、看護基礎教育における〈職業的アイデ
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ンティティ〉の発達過程について、先行研究を参考に設定し、学修進度に応じて

段階的に支援するために、本学科における「社会人基礎力」育成の枠組みを作成

した（【資料９】参照）。社会人基礎力を醸成するために、各授業科目の構成指

標に加え、養いたい態度や能力を可視化し、明確にする。さらに、教授法の工夫

と評価、課題の明確化を図り、社会人基礎力養成に必要な支援を強化する。  

 

２ 教育課程外の取組について 

教育課程外の取組としては、本学の社会的・職業的自立に関する支援体制組織として

「キャリアセンター」を設置し、年間を通じた支援が行われている。具体的な支援内容

としては、キャリアセンターの利用方法ガイダンスや就職活動マナー講座といった基本

的なものから、一般企業・教員・公務員等それぞれの進路に応じたガイダンス、一般常

識・ＳＰＩといった具体的な就職活動に対応した講座の開催、学内での企業説明会、Ｏ

Ｂ・ＯＧ説明会など、板橋・東松山キャンパスごとに支援行事が多数組まれている（別

添資料「就職支援スケジュール」を参照）。  

 就職活動に係る学生の個別相談は、多分野のキャリアアドバイザーを含むキャリアセ

ンター職員が行うとともに、全学共通科目『キャリアデザイン』において、同センター

職員が授業担当教員のサポートとして入ることにより、教育課程内の取組との連携を行

っている。  

各種資格取得を目的とした学内ダブルスクールや公務員講座においては、学生への経

済的負担の軽減を図っている。  

 

３ 適切な体制の整備について 

本学の社会的・職業的自立に関する支援体制組織である「キャリアセンター」には、

キャリアセンター所長（教員）の他、専任職員及びキャリアアドバイザー等を配置して

いる。また、同センター所管業務の全学的立場からの支援・調整等を行うキャリアセン

ター運営委員会が設置されており、各学科から選出された教員等が委員となることによ

り、自学科の学生へのキャリア支援を行う連携体制を整えている。  
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「地域包括ケア実践」カリキュラムについて 

 

1. 社会的背景 

 

2014年に「医療介護総合確保推進法」の制定、2016年診療報酬改定では、「医療機能の分化・強化、

連携と地域包括ケアシステムの推進」を重点課題に挙げるなど、今後も保健医療福祉制度は、 その実

現に向け、具体的な内容になっていくことが予測される。「地域包括ケアシステム」の構築にあたり、

キーパーソンとなるのは、看護師と言われ、その理由として、保健医療福祉分野で幅広く活躍し、ク

ライアントに近い立場でニーズを把握し、ケアを実践することからコーディネーションの役割が期待

されている。そのため、看護基礎教育においては、この期待に応える看護職育成が求められる。団塊

の世代 700万人が後期高齢者となる 2025年を目前に、「地域包括ケア」の担い手の育成は、急務であ

る。 

 

2. ディプロマ・ポリシー（DP）の策定 

 

学部および学科の教育目標より人物養成像を明確にし、DP を策定した。その中で「地域包括ケアシ

ステム」に関する DPについて以下に示す。 

 

 

【ディプロマ・ポリシー（５項中 3番目）】 

看護職及び在宅療養を支援する保健医療福祉専門職の役割と、スポーツ・健康科学分野の専門職との連携

により、疾病・介護予防に貢献するためのアプローチを言語化し、実践できる（知識・理解）（技能・表現）。 

 

保健医療福祉チームの一員として、住み慣れた場所で、療養生活を送る対象者を支援する専門職の役割

を理解し、併せて、スポーツ・健康科学分野の各専門職とのチーム連携により、看護の対象者の健康回復・

維持・増進及び疾病・介護予防に貢献するためのアプローチ方法について説明・実践できる人材を養成す

る。【教育目標④に対応】 

 

【ディプロマ・ポリシー（５項中 4番目）】 

特定の健康課題にある看護の対象者が、住み慣れた地域社会で尊厳ある療養生活が送れるよう援助方法の計

画立案及び具体的な援助が実践できる（思考・判断）（技能表現）。 

 
特定の健康課題の出現と日常生活の維持との関係を理解し、あらゆる発達レベルのさまざまな看護の対

象者が生涯にわたり、疾病管理、悪化・進行を予防した療養環境が送れるように支援する方法について説

明でき、具体的なケアを実践できる人材を養成する。【教育目標⑤に対応】 

 

 

3. 看護基礎教育の中の地域包括ケアについて 

 

地域包括ケアシステムとは、「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本としたうえで、生活上

の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めた様々な

生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制」と定義（2011 年の介護

保険法改定）されている。重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを、人生
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の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるケ

アシステムの構築であり、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき地域の

特性に応じて作り上げ、2025年を目途に実現をめざすものである。 

これからの社会保障制度を見据え、地域包括ケアシステムの概念を教育課程に編成し、「看護の実

践Ⅰ（理論と方法）」に、「地域包括ケア概論」「地域包括ケア方法論」「地域包括ケア演習」を「看護

の実践Ⅱ（実習）」に、「地域包括ケア実習」を配置し、各専門領域で学修する地域包括ケアをさらに

深く、範囲を広げて学修する内容構成とする。 

 

 

4. 地域包括ケアカリキュラムの教育プログラム 

大東文化大学看護学科の地域包括ケアに関する DPを到達するために、１～４年次までどのような

学修を積み上げていくのかを以下に示す。 

 

 

1） 初年次 

『総合基礎科目』の「民俗学」（選択科目）、「文化人類学」（選択科目）等の学修により、地域の風

習や日本における家族の在り方、現代日本における信仰の在り方、コミュニティやネットワーク、ジ

ェンダー等の側面から「伝統」の在り方を学ぶことで、看護の対象者である人間が暮らす「地域の文

化」や「家族の在り方」について多面的に捉える視点を養う。また、『専門基礎科目』の「郷土論

（埼玉学）」（必修科目：前期）の学修から、大東文化大学東松山キャンパスが立地する埼玉県の歴

史、風土、自然環境、文化的特徴、交通網、人口構造の変化等の学修からその地域社会の理解と郷土

愛を育むことをねらう。さらに、「公衆衛生学」（必修科目：後期）、「医療情報学」（必修科目：後

期）の学修により、看護の対象者の疾病予防、健康の維持・増進をするための地域社会の役割と社会

的環境の変動や動向を把握するために必要な知識を獲得する。 

『専門科目』の「生活支援技術論Ⅰ～Ⅱ」（必修科目：後期）の学修により、看護の対象者の日常生

活を支援する基本的な看護技術を修得し、在宅看護学を学修する基盤づくりをする。「基盤看護学概論」

（必修科目：前期）において、看護の対象者は、施設内だけではないこと、地域に居住する「生活者」

として捉える視点を養い、その後に配当される「地域看護学概論」（必修科目：後期・前半）の学修に

より、在宅で療養する人とその家族を対象とした看護を学ぶ。「地域包括ケア概論」（必修科目：後期・

後半）では、地域包括ケアシステムの概念や諸理論を学び、日本の人口構造の変化、都市部の急速な

高齢化等、ケアシステムが必要となるその背景を理解する。また、地域包括ケアシステムの４つの構

成要素と、その担い手である自助・互助・共助・公助の果たす役割を学修する。さらに、地域包括ケ

アシステムの中で、看護職に求められる能力の１つとして、看護の対象である生活者が居住する地域

特性を把握し、ケアを展開できるスキルが求められることから、本科目においては、地域特性と看護

の役割について、取組み事例を紹介しながら分かりやすく学修し、地域で療養するあらゆる年齢の生

活者の存在とその多様なニーズおよび看護の必要性を理解する。主要な関連科目の学修の順序性は、

「基盤看護学概論」➡「地域看護学概論」➡「地域包括ケア概論」の順となる。 
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2） 2年次 

『専門基礎科目』の「保健医療福祉制度論」（必修科目：前期）、「社会福祉学」（選択科目: 

後期）の学修により、社会のしくみとして基本的な保健医療福祉の制度や理念、集団としての家族

の形態や機能について理解を深める。また、「チーム医療論」（必修科目：前期）の学修により、地域

包括ケアに必要な「住まい」・「医療」・「介護」・「予防・生活支援」に必要な関連職種や関係者との連

携を円滑にするための知識を獲得する。さらに、「健康科学実践」（必修科目：前期）では、高齢者を

取り巻く問題と老年症候群について理解を深め、スポーツ健康科学的観点から、看護師として地域在

住高齢者に身体的虚弱を予防する運動実践をするための内容を包括的に学修する。 

『専門科目』の各看護学（必修科目）では、これまでの病院を中心としたケアではなく、地域志向

のケアに転換を図るために、入院中であっても「地域の生活者」であることを各領域において、一貫

した教授を行う。「在宅看護学概論」（必修科目：前期・前半）では、在宅で療養する人と、その家族

を対象とした看護について学修する内容で、在宅看護の社会的背景を理解し、自宅療養者とその家族

を支える看護の意義や位置づけ、目的、対象、活動の場と役割について学修する。また、在宅療養者

の生活を支える社会的資源と、それらを有効に活用するための方法を理解することで、在宅看護の現

状と課題、および今後の展望について考える。その後「地域健康支援論」（必修科目：前期・後半）

を履修し、地域看護を推進する概念と地域住民は、生活の主体者であることを理解し、地域看護活動

の対象である地域住民を「生活者」という視点で理解を深める。さらに、地域住民の健康・生活の状

況を、地域特性や社会背景と関連づけて理解を深める。「在宅看護学方法論」（必修科目：後期）は、 

在宅療養している人々と家族の生活の様子を把握し、在宅看護に必要なコミュニケーション、アセス

メント、ケアプラン、ケアマネジメント、技術、制度や社会資源を学修し、在宅看護の展開方法を学

修する。また、地域ケアシステムにおける関連機関・職種との連携のあり方と看護の役割を学び、在

宅看護の具体的な方法を理解する。 

主要な関連科目の学修の順序性は、「在宅看護学概論」➡「地域健康支援論」➡「在宅看護学方法

論」の順となる。 

 

3） 3年次 

漢方薬は、原則２種類以上の生薬で構成されるため複数の薬効を有し、複数の慢性疾患を抱えてい

る高齢者への投与に適していると言われている。今後、慢性疾患を抱えた高齢者の多くが、在宅で療

養生活を送ることが予測されるため、看護においても漢方薬に関する知識が必要と思われる。また、

漢方医療の考え方として、未病の段階から体調を整え、ホリスティック（全的）な健康観に立脚し、

自然治癒力を重視する点は、看護学に共通する点が多い。これからの地域包括ケア時代には、慢性疾

患を抱えながら地域に生きる人々に対し、漢方医学的アプローチも加えた在宅看護が求められると

考える。そこで、『専門基礎科目』の「東洋医学概論（漢方）」（必修科目：前期）で、その基

本的な知識を学修する。また、「人間関係論（選択科目）」の学修から、地域包括ケアシステムの

中心である居宅における療養支援を効果的に実践するために、家族生活を制度や集団、ライフスタイ

ルなどさまざまな側面から家族を理解するための知識を獲得する。 

『専門科目』の各専門領域（成人、老年、小児、母性、精神）における看護学演習（必須科目：

前期）にて、各専門領域で学修した概論、方法論の知識を、教育モデルを対象に具体的・実践的な
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技術演習を行う。さらに各専門領域（成人、老年、小児、母性、精神）における看護学実習が開始

される（後期）。各実習は、策定した DPに対応する実習目標を設定し、病院施設の臨床看護と地域

看護、在宅看護の両方から捉えることができるように、看護の対象者の「入院前の生活」と「退院

後の生活」の両方をアセスメントできる能力を養成する。 

特に主要な科目である「在宅看護学演習」（必修科目：前期）では、療養者が安心して在宅療養

生活を継続するために必要な看護援助、および療養者と家族をサポートする在宅ケアシステムを学

ぶ。具体的には、療養者の疾病・障がいに伴う本人や家族の生活への影響を理解し、在宅で療養生

活を継続するために必要な看護および支援の方法を学ぶ。さらに、在宅におけるチームケアの実際

を学び、対象が地域で生活し続けるための在宅看護のあり方とケアシステムや社会資源について考

察する。また、「在宅看護学実習」（必修科目：後期）では、在宅療養者やその家族のニーズを把握

し、社会資源を有効に活用して、健康や QOLを高めていけるように、地域で療養する人々とその家

族を理解し、健康レベルや地域特性に応じた看護実践の基礎を学ぶ。また、介護者や家族、地域の

健康の維持・疾病予防を支援するための看護活動の展開と在宅で療養生活を継続的に支援するため

の在宅ケアシステムへと繋げる。「地域包括ケア方法論」（必修科目：後期）では、「地域包括ケア

概論」で学修した内容を発展させ、各領域の看護学概論で学んだ知識を統合して、社会的状況から

卒業後の保健医療福祉のイメージを具体的にする。そのために、地域包括ケアにかかわる専門職

（医師、訪問看護師、産業看護師、保健師、養護教諭、在宅ケアマネージャー、介護士、栄養士、

臨床検査技師等）や社会福祉協議会、地域包括支援センター、自治会、町内会等との連携を具体的

に学ぶ。地域包括ケアシステムの開発にかかわる既存の概念や理論を基に実践事例や看護研究論文

を活用した討議から、地域を単位とした包括ケアシステム構築に関わる活動の実際を学び、地域包

括ケアにおける看護の役割、独自の機能を探求する。 

主要な関連科目の学修の順序性は、「在宅看護学演習」➡「在宅看護学実習」➡「地域包括ケア

方法論」の順となる。 

 

4） 4年次 

１年～３年までの学修をさらに発展・統合させる最終学年である。「地域包括ケア演習」（必修科

目：前期・前半）は、これまでに学修した看護の知識を統合して対応する仮想の居住地域と住民を教

材化し、地域包括ケアの模擬事例により、情報収集と「自助」「互助」「共助」「公助」の視点から個

人や地域のニーズと必要な社会資源や課題などについて学修する。模擬ケア会議を開催し、看護の専

門的視点をふまえた対象のニーズ分析、社会資源の把握、解決方法の検討や課題点の抽出などを学修

する。 

「地域包括ケア実習」（必修科目：前期・後半）は、地域の健康課題を把握し、実習施設（市町村の

保健センター等）で実施している保健事業や地域看護活動との関連について考察し、地域住民の健康

支援・増進についての具体的方法を学ぶ。また、市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセ

スと、看護師としての関連職種、関係者との連携や看護活動について学ぶ。具体的には、地域包括ケ

アの構成や各構成員の役割分担と連携・責任体制を理解し、医療を巡る社会経済的動向と対象者の日

常生活圏域におけるニーズの把握、課題解決に向けた地域の保健・医療・福祉・介護および行政等と
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連携協力の実際を学修する。「地域包括ケア実習」終了後に配当する「統合実習」（前期・後半）では、

これまで学修した看護の専門的知識・技術および看護専門職としての態度を統合させ、看護学の学修

の集大成として、より難易度が高いあるいは実践的な内容を自ら主体的に学修課題として設定し、よ

り具体的な看護実践能力を高める。 

「看護実践能力強化演習」（必修科目：後期）では、卒業年次に看護基礎教育の集大成として、具

体的な事例と患者役を演じる教員やシミュレーターを教材に、実際の施設内看護、在宅看護両方の看

護場面を想定した複数患者への看護や多重課題への看護について、状況のアセスメントから、優先順

位を判断し、計画した看護ケアについて、準備、実施、観察、後片付けの一連の行動を確実に実施す

ることができるように、繰り返し反復練習を行い、看護実践能力の強化を行う。 

本演習で、学修者に求められる実践能力とは、看護専門職として対象者への尊厳と権利を擁護し、

援助的関係を形成できる能力、看護専門職としての倫理観を基盤に、根拠に基づく看護を計画し実践

できる能力であり、OSCEにて客観的評価を実施し、卒業までに補完すべき学修者の課題を明確にし、

確実な実践能力の獲得を目指す。 

 

5） 種別が異なる実習施設においても均一的な実習成果を得るための指導体制 

「地域包括ケア実習」は、地域の健康課題を把握し、各実習施設で実施している保健事業や地域

看護活動との関連について考察し、地域住民の健康支援・増進についての具体的方法を学ぶ。そ

の具体的な実習施設として、社会福祉協議会、地域包括支援センター、保健福祉センター、訪問

看護ステーション、通所施設、病院の地域包括ケア病棟にて実習を行うが、種別が異なる実習施

設においても均一的な実習効果を得るために、以下の学習方法の工夫を行い、実習指導に係る全

ての教員及び実習施設の指導者が、実習の学修内容を十分に把握し、指導体制を整えることで、

種別が異なる実習施設においても均一的な実習成果を保証する。 

（１）実習施設との綿密な打ち合わせ 

事前に実習の位置づけ、ねらい、実習目的・目標、実習期間、指導体制、留意点等の綿密な打ち

合わせを実施する。また、学生の実習配置の際には、必ず看護教員が常駐し、万全の指導体制を整

えている。 

（２）事前学習とオリエンテーション 

実習前に配当する「地域包括ケア演習」（必修科目：４年）において、地域包括ケアシステムの

中で生活する看護の対象者の暮らしや生活、その支援や介護予防、医療体制等の内容と関係する他

職種の役割・機能について学修する。本実習は、看護の対象である生活者が、地域でさまざまな支

援を受けながら暮らしていく具体的方法を学ぶため、実習施設は種別が異なり多岐にわたるが、こ

のことが実習配置により学修成果に差が生じないように、指導体制を整備していることを事前に

説明する。 

   （３）実習報告会の開催 

     実習最終日は、本実習で得た学びを資料にまとめ実習報告会を実施することで学びを共有し、

均一的な実習効果を得るための全体統括を行う。報告会においては、本実習施設の看護職や関連

職種、地域住民を含めた関係者にも参加して頂き、地域やその生活者を長期的・継続的な視点で

支援することの重要性の実際を学修する。 









大東文化大学看護学科カリキュラム・マップ 資料１３ー①

① ② ③ ④ ⑤

必

修

選

択

〇 基礎ゼミナール 1通 2

〇 コモンスキル 1前 1

〇 情報処理 1前 1

〇 人間関係論 1前 1

小計（4）科目 － 4 1

〇 第一外国語 1前～4前 4 2

〇 第二外国語 1前～2後 0 8

〇 Ａ系～C系 1前～4後 104

〇 Ｄ系 1前～4後 2 8

〇 Ｅ系　第１群～第６群、第８群 1前~4後 28

〇 Ｅ系　第７群：キャリアデザインＡ・B 1前~4後 4

基
本
ス
キ
ル
科
目

全
学
共
通

科
目

総
合
基
礎
科
目

教育目標

ディプロマポリシー

①主体的かつバランスのよい学修意欲と好奇心を備え、科学的思考、論理的思考、批判的思考ができる。

②豊かな人間的教養を基盤に、看護の対象者への理解力、共感力、コミュニケーション能力を身につけ、多文化社会

のさまざまな人々との援助的関係を築くことができる。

③看護師として社会のニーズに即し、必要とされる知識・技術・態度を身につけ、基本的な看護実践能力を修得でき

る。

④地域社会で生活する人々の特性及び健康に関するニーズとケア体制について把握し、環境因子や個人因子を関連づ

け、スポーツ・健康科学分野の各専門職と連携して、健康の保持増進と疾病の予防法について計画立案・実践ができ

る。

⑤特定の健康障害にある看護の対象者へのセルフケア及び生涯にわたり住み慣れた地域や在宅での療養生活を送るた

めの支援について言語化できる。

⑥看護師としての職業的アイデンティティの基礎を培い、専門職として活躍するための基本的な社会人基礎力を身に

つける。

配当

年次
科目区分

単位数

①人間の尊厳を重んじる豊かな人間性と幅広い教養を備え、多様な文化的背景をもつ様々な看護の対象お

よび関係する多職種と円滑なコミュニケーションができる能力を身につけ、看護専門職としての倫理観基

づいた援助的関係、協働関係を築くことができる（知識・理解）（態度）（技能・表現）。

【教育目標①②に対応】

②社会の要請に柔軟に対応するために必要とされる専門的知識をもち、対象者の健康レベル・健康

課題を成長発達に応じてアセスメントできる（知識・理解）（思考・判断）。

【教育目標③に対応】

③看護職および在宅療養を支援する保健医療福祉専門職の役割と、スポーツ・健康科学分野の

専門職との連携により、疾病・介護予防に貢献するためのアプローチについて言語化し、実践

できる（知識・理解）（技能・表現）。

【教育目標④に対応】

④特定の健康課題のある看護の対象者が、住み慣れた地域社会で尊厳ある療養生活が送

れるよう援助方法の計画が立案できる（思考・判断）。

【教育目標⑤に対応】

⑤看護師としての職業的アイデンティティの基盤をつくり、専門職として生涯にわ

たり継続して専門的能力を向上させることの重要性を理解できる（関心・意欲）。

【教育目標⑥に対応】

科目名



大東文化大学看護学科カリキュラム・マップ 資料１３ー①

① ② ③ ④ ⑤
必

修

選

択

〇 人体の構造と機能Ⅰ 1前 2

〇 人体の構造と機能Ⅱ 1後 2

〇 人間と栄養 1後 1

〇 微生物学 1後 1

〇 生化学 1後 1

〇 臨床心理学概論 2前 1

〇 発達心理学 2後 1

小計（7）科目 － 8 1

〇 疾病・治療学Ⅰ（急性期・総論/運動・感覚器） 2前 1

〇 疾病・治療学Ⅱ（急性期・臓器別疾患） 2後 1

〇 疾病・治療学Ⅲ（慢性期・総論/全身疾患） 2前 1

〇 疾病・治療学Ⅳ（終末期・緩和医療） 3前 1

〇 疾病・治療学Ⅴ（小児・性と生殖医療） 2後 1

〇 疾病・治療学Ⅵ（精神医療） 3前 1

〇 病態論 1後 1

〇 薬理学 2後 1

〇 救急救命Ⅰ 1前 1

〇 救急救命Ⅱ 2前 1

〇 スポーツ医学概論 4前 1

〇 東洋医学概論(漢方) 3前 1

〇 臨床検査学概論 2前 1

小計（13）科目 － 11 2

〇 ◎ 郷土論（埼玉学） 1前 1

〇 公衆衛生学 1後 1

〇 保健医療統計学 1後 1

〇 医療情報学 1後 1

〇 健康科学実践 2前 1

〇 保健医療福祉制度論 2前 1

〇 社会福祉学 2後 1

○ ○ ○ 生命倫理学 2前 1

〇 チーム医療論 2前 1

小計（9）科目 － 7 2

ディプロマポリシー 単位数

科目区分 科目名
配当

年次

地
域
社
会
と
医
療
福
祉

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
と
治
療

専
門
基
礎
科
目



大東文化大学看護学科カリキュラム・マップ 資料１３ー①

① ② ③ ④ ⑤
必

修

選

択

〇 基盤看護学概論 1前 1

〇 生活支援技術論Ⅰ 1後 1

〇 生活支援技術論Ⅱ 1後 1

〇 医療支援技術論Ⅰ 2前 1

〇 医療支援技術論Ⅱ 2後 1

〇 看護方法論 1後 1

〇 看護理論 1前 1

〇 看護倫理 2後 1

〇 看護コミュニケーション論 2前 1

◎ 〇 基盤看護学実習Ⅰ 1前 1

◎ 〇 基盤看護学実習Ⅱ 2後 2

小計（11）科目 － 12 0

◎ 〇 成人看護学概論 2前 1

◎ 〇 成人看護学方法論Ⅰ(急性期) 2後 1

◎ 〇 成人看護学方法論Ⅱ(慢性期) 2後 1

◎ 〇 成人看護学演習 3前 1

◎ 〇 老年看護学概論 2前 1

◎ 〇 老年看護学方法論Ⅰ（医療支援看護） 2後 1

◎ 〇 老年看護学方法論Ⅱ（生活支援看護） 3前 1

◎ 〇 老年看護学演習 3前 1

◎ 〇 小児看護学概論 2前 1

◎ 〇 小児看護学方法論 2後 2

◎ 〇 小児看護学演習 3前 1

◎ 〇 母性看護学概論 2前 1

◎ 〇 母性看護学方法論 2後 2

◎ 〇 母性看護学演習 3前 1

◎ 〇 リプロダクティブヘルス看護学 2前 1

〇 精神看護学概論 2前 1

〇 精神看護学方法論 2後 2

〇 精神看護学演習 3前 1

〇 地域看護学概論 1後 1

◎ 〇 地域健康支援論 2前 1

〇 在宅看護学概論 2前 1

〇 在宅看護学方法論 2後 1

〇 在宅看護学演習 3前 1

〇 地域包括ケア概論 1後 1

〇 地域包括ケア方法論 3後 1

〇 地域包括ケア演習 4前 1

小計（26）科目 － 29 0

ディプロマポリシー

科目名
配当

年次

単位数

看
護
の
基
盤

看
護
の
実
践
Ⅰ
（

理
論
と
方
法
）

専
門
科
目

科目区分



大東文化大学看護学科カリキュラム・マップ 資料１３ー①

① ② ③ ④ ⑤
必

修

選

択

〇 成人看護学実習Ⅰ(急性期) 3後 3

〇 成人看護学実習Ⅱ(慢性期) 3後 3

〇 老年看護学実習Ⅰ 2前 1

〇 老年看護学実習Ⅱ 3後 3

〇 小児看護学実習 3後 2

〇 母性看護学実習 3後 2

〇 精神看護学実習 3後 2

〇 在宅看護学実習 3後 2

〇 地域包括ケア実習 4前 2

〇 統合実習 4前 2

小計（10）科目 － 22 0

〇 クリティカルケア論 3前 1

〇 地域リハビリテーション看護概論 3前 1

〇 緩和ケア論 3前 1

〇 がん看護 3前 1

〇 ◎ 看護実践能力強化演習 4後 1

小計（5）科目 － 2 3

◎ 〇 東洋文化と看護 4前 1

〇 看護研究Ⅰ 3前 1

〇 看護研究Ⅱ 4通 2

〇 家族看護学 4前 1

〇 看護管理学概論 4前 1

〇 国際看護学 4前 1

〇 医療安全論 4前 1

〇 災害看護学 4前 1

小計（8）科目 － 5 4

単位数ディプロマポリシー

科目名
配当

年次

合計（184科目）

専
門
科
目

看
護
の
実
践
Ⅱ
（

臨
地
実
習
）

看
護
の
実
践
Ⅲ
（

看
護
の
発
展
）

看
護
の
統
合

科目区分



資料１３－②

DP1 教育目標 DP2 教育目標 DP3 教育目標 DP4 教育目標 DP5 教育目標

学

　

年

学

　

期

 幅広い教養を備えた看護
学士として、多様な文化的
背景をもつ様々な看護の
対象となる人々と円滑なコ
ミュニケーションができる能
力を身につけ、援助的関
係、信頼関係を築くことが

できる

（知識・理解）
（態度）（技能）

①主体的かつバランスのよ
い学修意欲と好奇心を備
え、科学的思考、論理的思
考、批判的思考ができる。
②豊かな人間的教養を基盤
に、看護の対象者への理解
力、共感力、コミュニケーショ
ン能力を身につけ、多文化
社会のさまざまな人々との
援助的関係を築くことができ
る。

 社会の要請に柔軟に対応
するために必要とされる専
門的知識をもち、対象者の
健康レベル・健康課題を成
長発達に応じてアセスメン

トできる

（知識・理解）
（思考・判断）

③看護師として社会のニー
ズに即し、必要とされる知
識・技術・態度を身につけ、
基本的な看護実践能力を修
得できる。

 看護職および在宅療養
を支援する保健医療福
祉専門職の役割と、ス
ポーツ・健康科学分野
の専門職との連携によ
り、疾病・介護予防に貢
献するためのアプローチ

を言語化できる

（知識・理解）
（技能・表現）

④地域社会で生活する人々
の特性及び健康に関する
ニーズとケア体制について
把握し、環境因子や個人因
子を関連づけ、スポーツ・健
康科学分野の各専門職と連
携して、健康の保持増進と
疾病の予防法について計画
立案・実践ができる。

特定の健康課題のある
看護の対象者が、住み慣
れた地域社会で尊厳ある
療養生活が送れるよう援
助方法の計画が立案で

きる

（思考・判断）

⑤特定の健康障害にある看
護の対象者へのセルフケア
及び生涯にわたり住み慣れ
た地域や在宅での療養生活
を送るための支援について

言語化できる。

看護師としての職業的
アイデンティティの基盤
をつくり、看護専門職と
して生涯にわたり継続し
て専門的能力を向上さ
せることの重要性を理

解できる

（関心・意欲）

⑥看護師としての職業的ア
イデンティティの基礎を培
い、専門職として活躍するた
めの基本的な社会人基礎力
を身につける。

M1　東洋文化と看護〇

基盤看護学実習Ⅰ　●

成人看護学概論　●

老年看護学概論　●

基盤看護学実習Ⅱ　●

小児看護学方法論　●

母性看護学方法論　●

成人看護学方法論Ⅰ(急性期)　●

小児看護学概論　●

母性看護学概論　●

統合実習　●

看護実践能力強化演習　●

看護研究Ⅱ　●

小児看護学演習　●

老年看護学演習　●

成人看護学方法論Ⅱ(慢性期)　●

老年看護学方法論Ⅰ　●

在宅看護学方法論　●

精神看護学方法論　●

看護管理学概論　●

看護研究Ⅱ　●

M1/M2　災害看護学　〇

M1/M2　医療安全論　〇

M2　国際看護学　〇

M1　東洋文化と看護　〇

老年看護学方法論Ⅱ　●

成人看護学演習　●

看護研究Ⅰ　●

母性看護学演習　●

M2　地域リハビリテーション看護概論　〇

M1/M2　緩和ケア論　〇

M2　クリティカルケア論　〇

家族看護学　●

がん看護　●

母性看護学演習　●

小児看護学演習　●

老年看護学演習　●

老年看護学方法論Ⅱ　●

在宅看護学実習　●

精神看護学実習　●

母性看護学実習　●

小児看護学実習　●

老年看護学実習Ⅱ　●

成人看護学実習Ⅰ　●

成人看護学実習Ⅱ　●

成人看護学演習　●

在宅看護学演習　●

精神看護学演習　●

3

年

次

後期

前期

2

年

次

後期

前期
全学共通教養科目　〇

M1　社会福祉学　〇

英語コミュニケーションⅣ　●

看護コミュニケーション論　●

英語コミュニケーションⅢ　●

M1  医療英語　〇

基礎ゼミナール　●

英語コミュニケーションⅡ　●

M2　女性・子ども・老人への視点　〇

全学共通教養科目　〇

基盤看護学実習Ⅰ　●

M2  現代科学　〇

全学共通教養科目　〇

コモンスキル　●

情報処理　●

基礎ゼミナール　●

総合基礎科目

カリキュラム・マップ　その２　

ディプロマ
ポリシー

4

年

次

後期

前期

1

年

次

後期

前期

M1/M2  スポーツ医学概論　〇

東洋医学概論(漢方)　●

疾病・治療学Ⅳ（終末期・緩和）　●

疾病・治療学Ⅵ（精神医療）　●

地域健康支援論　●

リプロダクティブヘルス看護学　●

基盤看護学実習Ⅱ　●

医療支援技術論Ⅰ　●

疾病・治療学Ⅰ　●

疾病・治療学Ⅲ　●

医療情報学　●

履修モデル：地域社旗で活躍（M1）

M2　英語ゼミナール  〇

M1/M2　人間関係論　〇

看護理論　●

選択科目〇

疾病・治療学Ⅱ　●

疾病・治療学Ⅴ　●

救急救命Ⅱ　〇

M2　発達心理学　〇

基盤看護学概論　●

微生物学　●

人間と栄養　●

病態論　●

救急救命Ⅰ　●

人体の構造と機能Ⅰ　●

人体の構造と機能Ⅱ　●

生活支援技術論Ⅰ　●

生活支援技術論Ⅱ　●

看護方法論　●

在宅看護学方法論　●

精神看護学方法論　●

郷土論（埼玉学）　●

老年看護学概論　●

精神看護学概論　●

在宅看護学概論　●

M2　生命倫理学　〇

老年看護学実習Ⅰ　●

小児看護学概論　●

保健医療福祉制度論　●

臨床心理学概論　●

生命倫理学　〇

看護倫理　●

医療支援技術論Ⅱ　●

薬理学　●

地域健康支援論　●

必修科目●専門科目専門基礎科目

小児看護学方法論　●

母性看護学方法論　●

母性看護学概論　●

成人看護学概論　●

成人看護学方法論Ⅰ(急性期)　●

成人看護学方法論Ⅱ(慢性期)　●

老年看護学方法論Ⅰ　●

リプロダクティブヘルス看護学　●

選択科目のうち履修モデルの指定科目をM1・M2で標記

全学共通教養科目　〇

チーム医療論　●

健康科学実践　●

臨床検査学概論　●

地域包括ケア方法論　●

地域包括ケア演習　●

地域包括ケア実習　●

総合体育B　●

地域包括ケア概論　●

地域看護学概論　●

郷土論（埼玉学）　●

総合体育A　●

保健医療統計学　●

公衆衛生学　●

生化学　●

M1/M2　文化史　〇

M1/M2　文化人類学〇

M1/M2　社会学　〇

M1　地理学　〇

英語コミュニケーションⅠ　●

M2　生命倫理学　〇

履修モデル：一般病院で活躍（M2）

ひとりの人間として深い教養と豊かな人間性を身につけ、さまざまな人々の異なる文化や考え方、多様な価値観が理解できるよう幅広い分野の科目を編成する。

また、大学生としての円滑な適応を促進し、基本的な対人関係スキルと外国語の強化を図る科目を編成する

ヒューマンケアの専門職としての前提となる必要不可欠な知識・技術を修得し、スポーツ・健康科学分野における各専門職との職種間連携において協働できる能力を育成する。

また、全ての発達段階のさまざまな健康状態にある看護の対象者に関する人体の構造と機能、主な疾病の成り立ちとその回復の促進、健康支援と社会保障制度について修得できる

科目群を編成する

多様化・複雑化する看護の対象者に幅広く対応するため、『看護の基盤』、『看護の実践Ⅰ（理論と方法）』、『看護の実践Ⅱ（実習）』、『看護の実践Ⅲ（発展）』、

『看護の統合』の5区分で構成する。『看護の基盤』は、全ての看護学領域に共通し、看護実践能力を獲得する上で基盤となる基本的な知識・技術・態度を修得する。

また、看護の対象者があらゆる年代の個人、家族、集団、地域社会の人びとであるため、科目区分をライフサイクルで区切らず大きく捉え、学修の順序性により段階的に

学修が深まることで、基礎から応用・発展、統合へと向かう科目区分とする。

（１）入学後の学修に必要な基礎学力としての知識を有している。【知識・理解】

（２）看護の対象者である人間が好きで、その健康に関わる諸問題について、深い関心と倫理観を備え、看護を学びたいという意欲がある。【関心・意欲】

（３）自分の考えを的確に表現し、言語化することができる。【技能・表現】

（４）道徳的で積極的に他者とのかかわり対話ができる態度を有している。【態度】

（５）物事を多方面から論理的に思考することができる。【思考・判断】

地域社会で活躍

一般病院で活躍

地域特性や社会のニーズを把握し、各専門職・関係者との連携により、健康課題の査定、地域ケアの構築、在宅看護ができる実践能力

あらゆる年代の健康レベル、健康課題を有する看護の対象者に対して、理論的知識・研究成果に基づく根拠のある看護を提供できる実践能力



DP1 DP２ DP３ DP４ DP５

４
年

３
年

２
年

１
年

全学共通
科目

基本スキル

人体の
構造と
機能

看護の基盤

総合基礎科目

看護の実践Ⅰ
（理論と方法）

看護の実践Ⅰ
（理論と方法）

看護の実践Ⅱ
（臨地実習）

看護の実践Ⅲ
（看護の発展）

看護の統合

地域社会と医療福祉

疾病と治療

健康とスポーツ

看護の実践Ⅰ
（理論と方法）

地域社会と医療福祉

地域包括ケア実践

専門基礎科目

専門科目

看護の実践Ⅰ
（理論と方法）

疾病と
治療

資料１３-③

図 カリキュラム・マップ３



                                                                                                      

Ⅰ

Ⅰ

6 10 6 4 4 4 4 4 4 3 6 4 2 2 2 2 2 97

必
修

選
択

97

基礎ゼミナール 1 通 2 30

コモンスキル 1 前 1 30

情報処理 1 前 1 30

人間関係論 1 前 1 15

英語コミュニケーションⅠ 1 前 1 30

英語コミュニケーションⅡ 1 後 1 30

英語コミュニケーションⅢ 2 前 1 30

英語コミュニケーションⅣ 2 後 1 30

医療英語 2 前 1 30

英語ゼミナール 4 前 1 30

中国語Ａ 1 2 前 1 30

中国語Ｂ 1 2 後 1 30

コリア語Ａ 1 2 前 1 30

コリア語Ｂ 1 2 後 1 30

フランス語Ａ 1 2 前 1 30

フランス語Ｂ 1 2 後 1 30

ドイツ語Ａ 1 2 前 1 30

ドイツ語Ｂ 1 2 後 1 30

哲学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

哲学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

文学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

文学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

論理学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

論理学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

倫理学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

倫理学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

宗教学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

宗教学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

歴史学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

歴史学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

考古学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

考古学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

文化史Ａ 1 2 3 4 前 2 15

文化史Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

芸術学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

芸術学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

地理学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

地理学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

言語学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

言語学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

法学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

法学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

社会学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

社会学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

政治学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

政治学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

経済学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

経済学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

心理学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

心理学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

教育学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

資料14
教　育　課　程　と　指　定　規　則　と　の　対　比　表
様式第２号（その２）

第
一
外
国
語

大
学
入
門

　
　
指定規則の教育内容
　　　　　教育課程

○

○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○
○

○

○

○
○

○

○
○

○
○

○

基
本
ス
キ
ル
科
目

○
○
○

○
○
○

○

○

○

○
○

第
二
外
国
語

○

○
○

○

○
○

○

○

○

○

○

単位
数

1単
位
当た
りの
時
間
数

履修
方法
及び
卒業
要件

○

○

○

○

○

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

13 15

21 40 23

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

Ⅱ

精
神
看
護
学

区分 授業科目 配当年次

別表３（看護師課程）

基礎
分野

専門基礎
分野

専門分野 統合
分野

臨地実習

計

Ⅱ 専門分野 統合
分野科

学
的
思
考
の
基
盤

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

総
合
基
礎
科
目

全
学
共
通
科
目

基
本
科
目
・

Ｂ
系

「
社
会
と
生
活

」
（
社
会

系

）

総
合
基
礎
科
目
か
ら
必
修
科
目
1
0
単
位

、
選
択
科
目
1
0
単
位
以
上

基
本
科
目
・
Ａ
系

「
人
間
と
文
化

」
（
人
文
系

）

1



Ⅰ

Ⅰ

6 10 6 4 4 4 4 4 4 3 6 4 2 2 2 2 2 97

必
修

選
択

97

　
　
指定規則の教育内容
　　　　　教育課程

単位
数

1単
位
当た
りの
時
間
数

履修
方法
及び
卒業
要件

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

13 15

21 40 23

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

Ⅱ

精
神
看
護
学

区分 授業科目 配当年次

別表３（看護師課程）

基礎
分野

専門基礎
分野

専門分野 統合
分野

臨地実習

計

Ⅱ 専門分野 統合
分野科

学
的
思
考
の
基
盤

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

教育学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

民俗学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

民俗学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

文化人類学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

文化人類学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

数学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

数学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

地学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

地学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

生物学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

生物学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

生態学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

生態学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

現代科学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

現代科学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

情報科学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

情報科学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

自然科学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

自然科学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

総合体育A 前 1 30

総合体育B 後 1 30

健康スポーツ科学Ａ 1 2 3 4 前 2 15

健康スポーツ科学Ｂ 1 2 3 4 後 2 15

体育実技Ａ 2 3 4 前 1 15

体育実技Ｂ 2 3 4 後 1 15

野外実習Ａ 1 2 3 4 前 1 15

野外実習Ｂ 1 2 3 4 後 1 15

第１群：地域・国家・
民族の考察Ａ

1 2 3 4 前 2 15

第１群：地域・国家・
民族の考察Ｂ

1 2 3 4 後 2 15

第２群：女性・子ども・
老人への視点Ａ

1 2 3 4 前 2 15

第２群：女性・子ども・
老人への視点Ｂ

1 2 3 4 後 2 15

第３群：人権・民主主義・
平和を考えるＡ

1 2 3 4 前 2 15

第３群：人権・民主主義・
平和を考えるＢ

1 2 3 4 後 2 15

第４群：現代社会の
諸問題Ａ

1 2 3 4 前 2 15

第４群：現代社会の
諸問題Ｂ

1 2 3 4 後 2 15

第５群：異文化・
世界にふれるＡ

1 2 3 4 前 2 15

第５群：異文化・
世界にふれるＢ

1 2 3 4 後 2 15

第６群：自己・
人間をみつめるＡ

1 2 3 4 前 2 15

第６群：自己・
人間をみつめるＢ

1 2 3 4 後 2 15

第７群：キャリア
デザインＡ

1 2 3 4 前 2 15

第７群：キャリア
デザインＢ

1 2 3 4 後 2 15

第８群：全学共通
特殊講義Ａ

1 2 3 4 前 2 15

第８群：全学共通
特殊講義Ｂ

1 2 3 4 後 2 15

10 10以上 20

基
本
科
目
・
Ｄ
系

「
健

康
と
ス
ポ
ー

ツ

」
（
保

健
体
育
系

）

1

1

○

計（卒業要件） 20

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○

○

○

○

○

○
○

○
○
○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○
○

○

○

○
○
○

基
本
科
目
・

Ｂ
系

総
合
基
礎
科
目
か
ら
必
修
科
目
1
0
単
位

、
選
択
科
目
1
0
単
位
以
上

Ｅ
系
　
課
題

（
テ
ー

マ

）
科
目
・
自
由
科
目

全
学
共
通
科
目

総
合
基
礎
科
目

基
本
科
目
・

Ｃ
系

「
自
然
と
環
境

」
（
自
然
系

）

2
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Ⅰ
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必
修

選
択

97

　
　
指定規則の教育内容
　　　　　教育課程

単位
数

1単
位
当た
りの
時
間
数

履修
方法
及び
卒業
要件

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

13 15

21 40 23

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

Ⅱ

精
神
看
護
学

区分 授業科目 配当年次

別表３（看護師課程）

基礎
分野

専門基礎
分野

専門分野 統合
分野

臨地実習

計

Ⅱ 専門分野 統合
分野科

学
的
思
考
の
基
盤

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

人体の構造と機能Ⅰ 前 2 45

人体の構造と機能Ⅱ 後 2 45

人間と栄養 後 1 30

微生物学 後 1 30

生化学 後 1 30

臨床心理学概論 前 1 15

発達心理学 後 1 15

疾病・治療学Ⅰ
（急性期・総論/
運動・感覚器）

前 1 30

疾病・治療学Ⅱ
（急性期・臓器別疾患）

後 1 30

疾病・治療学Ⅲ
（慢性期・総論
/全身疾患）

前 1 30

疾病・治療学Ⅳ
（終末期・緩和医療）

前 1 30

疾病・治療学Ⅴ
（小児・性と生殖医療）

後 1 30

疾病・治療学Ⅵ
（精神医療）

前 1 30

病態論 後 1 30

薬理学 後 1 30

救急救命Ⅰ 前 1 30

救急救命Ⅱ 前 1 30

スポーツ医学概論 前 1 15

東洋医学概論(漢方) 前 1 15

臨床検査学概論 前 1 15

郷土論（埼玉学） 前 1 15

公衆衛生学 後 1 30

保健医療統計学 後 1 30

医療情報学 後 1 30

健康科学実践 前 1 30

保健医療福祉制度論 前 1 15

社会福祉学 後 1 15

生命倫理学 前 1 15

チーム医療論 前 1 15

26 5 29

基盤看護学概論 前 1 15 ○

生活支援技術論Ⅰ 後 1 30 ○

生活支援技術論Ⅱ 後 1 30 ○

医療支援技術論Ⅰ 前 1 30 ○

医療支援技術論Ⅱ 後 1 30 ○

看護方法論 後 1 30 ○

看護理論 前 1 15 ○

看護倫理 後 1 15 ○

看護コミュニケーション論 前 1 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
基盤看護学実習Ⅰ 前 1 45 ○
基盤看護学実習Ⅱ 後 2 45 ○
成人看護学概論 前 1 15 ○
成人看護方法論Ⅰ
(急性期)

後 1 30 ○

成人看護方法論Ⅱ
(慢性期)

後 1 30 ○

成人看護学演習 前 1 30 ○
老年看護学概論 前 1 15 ○
老年看護学方法論Ⅰ
（医療支援看護）

後 1 30 ○

2

2

1

2

1

2

看
護
の
基
盤

2

1

2

2

2

1

3

2 ○

29
1

1

1

2

2

2

○

1 ○

2 ○

小計

地
域
社
会
と
医
療
福
祉

専
門
基
礎
科
目

○

2 ○

2 ○

4 ○

2 ○

疾
病
と
治
療

2 ○

2 ○

○

2 ○

○

1

○

3

1 ○

3 ○

1

○

1 ○

○

3 ○

○

2 ○

2

○

1 ○

1 ○

人
体
の
構
造
と
機
能

1

専
門
基
礎
科
目
か
ら
必
修
科
目
2
6
単
位

、
選
択
科
目
3
単
位
以
上

2 ○

2 ○

○

専
門
科
目

看
護
の
実
践
Ⅰ

（
理
論
と
方
法

）

専
門
科
目
か
ら
必
修
科
目
7
0
単
位

、

選
択
科
目
5
単
位

1

2

1

3
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必
修
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指定規則の教育内容
　　　　　教育課程

単位
数

1単
位
当た
りの
時
間
数

履修
方法
及び
卒業
要件

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

13 15

21 40 23

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

在
宅
看
護
論

看
護
の
統
合
と
実
践

Ⅱ

精
神
看
護
学

区分 授業科目 配当年次

別表３（看護師課程）

基礎
分野

専門基礎
分野

専門分野 統合
分野

臨地実習

計

Ⅱ 専門分野 統合
分野科

学
的
思
考
の
基
盤

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

老年看護学方法論Ⅱ
（生活支援看護）

前 1 30 ○

老年看護学演習 前 1 30 ○
小児看護学概論 前 1 15 ○
小児看護学方法論 後 2 30 ○
小児看護学演習 前 1 30 ○
母性看護学概論 前 1 15 ○
母性看護学方法論 後 2 30 ○
母性看護学演習 前 1 30 ○
リプロダクティブヘルス
看護学

前 1 15 ○ ○ ○ ○

精神看護学概論 前 1 15 ○
精神看護学方法論 後 2 30 ○
精神看護学演習 前 1 30 ○
地域看護学概論 後 1 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地域健康支援論 前 1 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
在宅看護学概論 前 1 15 ○
在宅看護学方法論 後 1 30 ○
在宅看護学演習 前 1 30 ○
地域包括ケア概論 後 1 15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地域包括ケア方法論 後 1 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地域包括ケア演習 前 1 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
成人看護学実習Ⅰ
(急性期)

後 3 45 ○

成人看護学実習Ⅱ
(慢性期)

後 3 45 ○

老年看護学実習Ⅰ 前 1 45 ○ ○
老年看護学実習Ⅱ 後 3 45 ○
小児看護学実習 後 2 45 ○
母性看護学実習 後 2 45 ○
精神看護学実習 後 2 45 ○
在宅看護学実習 後 2 45 ○
地域包括ケア実習 前 2 45 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
統合実習 前 2 45 ○
クリティカルケア論 前 1 15 ○ ○ ○ ○
地域リハビリテーション
看護概論

前 1 15 ○ ○ ○

緩和ケア論 前 1 15 ○ ○ ○ ○
がん看護 前 1 15 ○
看護実践能力強化演習 後 1 30 ○
東洋文化と看護 前 1 15 ○
看護研究Ⅰ 前 1 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
看護研究Ⅱ 通 2 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
家族看護学 前 1 15 ○
看護管理学概論 前 1 15 ○
国際看護学 前 1 15 ○
医療安全論 前 1 30 ○
災害看護学 前 1 15 ○

70 7 75

18 124 124

27

2

2

3

50 25
10 2

看
護
の
統
合

小計

指定規則に対する増単位数 7 8

20 29

4

4

4

4

2550

4

4

4

3

4

4

3

4

3

3

3

3

2

3

看
護
の
実
践
Ⅲ

（
看
護
の
発

展

）

3

3

3

3

4

2

1

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

3

1

看
護
の
実
践
Ⅰ

（
理
論
と
方
法

）

106

専
門
科
目
か
ら
必
修
科
目
7
0
単
位

、
選
択
科
目
5
単
位

専
門
科
目

看
護
の
実
践
Ⅱ

（
臨
地
実
習

）

3

3

4





 看護学科　時間割（案）

区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 教員 教室 区分 教員 教室

前期 選 人間関係論☆ 恩田 必
基盤看護学概論（前半）
看護理論（後半）

豊嶋 必 英語コミュニケーションⅠ 渡部 選 現代科学☆

後期 必 総合体育B 必 病態論 北田 必 英語コミュニケーションⅡ 渡部 必 微生物学 中島 　 　 　 　 　 　

前期 必 健康科学実践 田中
必
必

保健医療福祉制度
チーム医療論

手嶋
森田

選 医療英語 渡部 必 成田

後期 必 精神看護学方法論 甲賀
必
選

看護倫理（前半）
社会福祉学（後半）

豊嶋
手嶋

必 柳本

前期 必 看護研究Ⅰ
豊嶋・森
田・糸井・
水野

必 老年看護学方法論Ⅱ 須佐 必 老年看護学演習 須佐・森田 必 老年看護学演習 須佐・森田 必 北田 　

後期 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 　

前期 必 看護管理学概論(前半） 豊嶋 選 豊嶋

後期 　 　 　

前期 必 基盤看護学実習Ⅰ
豊嶋、
村松他

必 基盤看護学実習Ⅰ
豊嶋、
村松他

必 基盤看護学実習Ⅰ
豊嶋、
村松他

必 基盤看護学実習Ⅰ
豊嶋、
村松他

必
豊嶋、
村松他

後期 必 人体の構造と機能Ⅱ 柳本 選
女性・子ども・老人への
視点☆

　 　 　

前期 必 老年看護学実習Ⅰ 森田、他 必 老年看護学実習Ⅰ 森田、他 必 老年看護学実習Ⅰ 森田、他 必 老年看護学実習Ⅰ 森田、他 必 森田、他

後期 選 発達心理学 恩田 　 　 　

前期 選
地域リハビリテーション看
護概論（前半）

金子 選 太田

後期 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 　 　 　

前期 選 英語ゼミナール 渡部 　 　 　

後期

前期 必 情報処理 樺澤 必 コモンスキル
甲賀・村
松・渡部

必 基礎ゼミナール 全員 必 太田

後期 必 看護方法論 村松他 必 生活支援技術論Ⅰ 奥平他 必 生活支援技術論Ⅰ 奥平他 必 保健医療統計学 樺澤 　 　 　

前期 必 看護コミュニケーション論 村松他 必
小児看護学概論（前半）
精神看護学概論（後半）

長田
甲賀・北田

必 英語コミュニケーションⅢ 渡部 　 　

後期 必 老年看護学方法論Ⅰ 須佐 必 英語コミュニケーションⅣ 渡部 必 薬理学 大城 必 小児看護学方法論 長田

前期 必 精神看護学演習 甲賀他 必 精神看護学演習 甲賀他 必 成人看護学演習 糸井 必 成人看護学演習 糸井 　 　 　

後期 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必

前期 選 国際看護学（前半） 王・渡部 選 災害看護学（前半） 甲賀他 　

後期

臨床看護学実習

臨床看護学実習

救急救命Ⅰ

水

1

2

3

4

火

1

2

3

4

４時限１時限 ２時限 ３時限 ５時限 ６時限

月

1

2

3

4

曜
日

学
年

学
期

臨床看護学実習

医療安全論（前半）

科目名

　

　

　

疾病・治療学Ⅰ（急性期・
総論/運動・感覚器）

疾病・治療学Ⅱ（急性期・
臓器別疾患）

疾病・治療学Ⅵ（精神医
療）

科目名

基盤看護学実習Ⅰ

　

スポーツ医学概論

老年看護学実習Ⅰ

　

　

tnakano
テキスト ボックス
資料16



 看護学科　時間割（案）

区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 科目名 教員 教室 区分 教員 教室 区分 教員 教室

４時限１時限 ２時限 ３時限 ５時限 ６時限
曜
日

学
年

学
期

科目名科目名

前期 必 総合体育A 選 文化史☆ 選 文化人類学☆ 選 社会学☆ 　 　 　

後期 必 人間と栄養 蕪木 必 生活支援技術論Ⅱ 奥平他 必 生活支援技術論Ⅱ 奥平他 必 医療情報学 樺澤

前期
必
必

在宅看護学概論（前半）
地域健康支援論（後半）

王
王、他

必 医療支援技術論Ⅰ 草刈、他 必 医療支援技術論Ⅰ 草刈、他 必
疾病・治療学Ⅲ（慢性期
総論/全身疾患）

杉森 　 　 　

後期 必 在宅看護学方法論 王・伊藤他 必 母性看護学方法論 水野、他 必 柳本

前期 必 母性看護学演習
水野、荒井
他

必 母性看護学演習
水野、荒井
他

必 小児看護学演習 長田他 必 小児看護学演習 長田他 必 北田

後期 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習

前期 必 家族看護学（前半）
長田・
草刈

選 東洋文化と看護（前半） 王・北田 　 　

後期

前期 必 人体の構造と機能Ⅰ 柳本 必 郷土論（埼玉学）（前半） 宮瀧

後期 必 公衆衛生学 杉森 必
地域看護学概論（前半）
地域包括ケア概論（後
半）

王・福島
王・村松

選 地理学☆ 必 生化学 大城

前期 必
母性看護学概論（前半）
リプロダクティブヘルス看護
学（後半）

水野他
必
必

老年看護学概論（前半）
成人看護学概論（後半）

森田
糸井

選 生命倫理学（前半） 必
臨床心理学概論（前半）
臨床検査概論（後半）

恩田
簗瀬

後期 必
成人看護学方法論Ⅰ（急
性期）

本山、他 必
成人看護学方法論Ⅱ
（慢性期）

糸井、他 必 医療支援技術論Ⅱ 草刈、他 必 医療支援技術論Ⅱ 草刈、他 選 太田

前期
選
選

東洋医学概論（前半）
クリティカルケア論（後
半）

王、北田
本山他

必 在宅看護学演習 王、伊藤他 必 在宅看護学演習 王、伊藤他
必
選

がん看護（前半）
緩和ケア論（後半）

糸井、他
糸井、他

　

後期 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必 臨床看護学実習 必

前期 　 　

後期

【学外実習】 ※1　コモンスキル（1年・前期）の教室　

必 　 別途掲示

必 基盤看護学実習Ⅱ（2年：8月中旬～９月中旬）

必 老年看護学実習Ⅰ（2年：4月中旬～6月中旬） ※2　看護コミュニケーション論（2年）の教室

必 臨床看護学実習６領域（3年：9月下旬～１月下旬）　 別途掲示

必 地域包括ケア実習（４年：6月中旬～7月中旬）

必 ☆ 履修モデルの選択科目

必 １年後期　基礎ゼミナール 後日掲示あり

必 3年後期　地域包括ケア方法論　　 後日掲示あり 【集中】：２月中旬～下旬　

必 4年前期　地域包括ケア演習　　　　　　 後日掲示あり 【集中】　６月初旬～中旬　月水木金（火曜除く）

必 4年後期　看護実践能力強化演習　　　　　　　　後日掲示あり

必 4年通年　看護研究Ⅱ　　  後日掲示あり

疾病・治療学Ⅴ（小児・性
と生殖医療）

疾病・治療学Ⅳ（終末期・
緩和医療）

備　考

基盤看護学実習Ⅰ（1年：6月初旬～7月中旬）　

統合実習（４年：８月上旬～下旬）

木

1

2

3

4

金

1

2

3

4

　

救急救命Ⅱ

【変則日程科目　】

臨床看護学実習

　























統合実習

自分の学修課題及び実習目
的を明確にし、根拠に基づい
た情報の探索及び理論的知
識・先行研究成果を活用して、
実習計画の立案ができる。

実習計画に基づき批判的思考や分析的方法を活用し、また適切に
他者の助言・指導(ホウレンソウ含む)等の支援を得て実施することが
できる。

在宅看護学実習

慢性的な健康のゆらぎをた
どり（終末期含む）、生涯に
わたって生活習慣や生活様
式の調整・再構築を必要とし
ている患者・家族を尊重した
コミュニケーションを図り、援
助関係を築ける。

専門職者として、看護倫
理を意識した行動ができ
る。

精神看護学実習

「患者－看護師関係」の発
展過程を理解し、治療的関
わりの技法を学ぶ。

3年次の学修目標

地域特性を理解し、その生活
者を長期的・継続的な視点で
支援する方法と地域包括ケア
システムの制度・政策に関す
る課題点について提言できる。

地域包括ケア
実習

対象者の状態に合わせ、信
頼関係を築くためのたコミュ
ニケーションを工夫し、実践

できる。

健康障害をもつ対象者の生活の特徴
と基本的ニーズを理解し、健康課題が

アセスメントできる。

対象者のニーズを理解し、ケ
アの優先順位を考えてエビデ
ンスに基づく看護が実践でき

る。

倫理的態度をもって対象
者の意思を尊重した支援
を実践し、対象者の人権

を擁護できる。

老年看護学実習
Ⅱ

疾病や障がいをもつ小児に対
し必要な援助についてエビデ
ンスに基づき、実践することが
できる。

母性看護学実習

小児看護学実習

女性のライフサイクルにおける健康の
特徴を理解し健康の維持・増進に関わ
る要因が理解できる。

配置された実習フィールドの日常生活
圏域における「医療・福祉」「介護・リハ
ビリテーション」「保健・予防」における
看護職の役割・機能の実際を具体的に
説明できる。

配置された実習フィールドの
地域包括ケアを担う関係職
種とのコミュニケーションを
円滑に図ることができる。

地域特性を理解し、その生活者を長期的・継続的な視点
で支援する方法と地域包括ケアシステムの制度・政策に
関する課題点について提言できる。

配置された実習フィールドにお
ける日常生活圏域の地域特性
や看護対象者の「希望」につい
て説明できる。

セルフケアの維持・促進を目指
した看護計画を立案し、援助を
実践できる。

実践した看護過程を振り返り、
評価できる。

疾病や障がいをもつ小児について理解
し、子どもとその家族に必要な援助に
ついてアセスメントすることができる。

疾病や障がいをもちなが
ら生活する子どもと家族
についての理解を深め、
子どもと家族の最善の利
益を守る支援について理
解を深める。

子どもの特徴をふまえ、子ども
と家族を守るための安全につ
いて理解を深め、必要な支援
について考え、実践することが
できる。

対象者のニーズを理解し、ケ
アの優先順位を考え、基礎的
知識と技術を統合して、エビデ
ンスに基づく看護が実践でき

る。

看護専門職として、対象
者の尊厳と人権を擁護
し、倫理的な行動をとるこ

とができる。

対象者の安全と安楽を考え、
組織としての医療安全に対す
る取り組みについて理解でき

る。

組織内外の保健・医療・福祉
チームにおける連携・協働が

理解できる。

対象者に起こりうる危険を予
測し、安全で安楽な環境を確
保するための支援を実践する

ことができる。

配置された実習フィールドの
日常生活圏域における「医療・
福祉」「介護・リハビリテーショ
ン」「保健・予防」の専門的
サービス概要とその関係機
関・職種との連携について説
明できる。

学修課題の解決に向けて、関
係する多様な人々(自職種・他
職種、看護対象者等)に対し自
分の意見をわかりやすく伝達
し、また他者の意見を傾聴、
尊重できる。

社会人としての規律性、医療人として倫理性を身につけ、
おかれている状況を把握できる。

対象者に関わる他職種の役
割について理解することがで
きる。

保健・医療・福祉の実際を学
び、多職種とのチームアプ
ローチについて説明すること
ができる。

高齢者の特性を理解し、高齢者の生活
および健康の基本的ニーズを説明する
ことができる。

実習体験を通して、倫理
的態度や援助関係の形
成について説明すること
ができる。

高齢者とコミュニケーション
をとることできる。

2年次の学修目標

対象者を支える保健・医療・
福祉のチームアプローチが理

解できる。

在宅看護の対象とその療養環境・生活
を理解し、アセスメント能力を身につけ
る。

専門職者として、看護倫
理を意識した行動ができ
る。

在宅看護対象の自己決
定権を尊重しながら、そ
の人らしい生活を支援す
る能力を身につける。

在宅看護の知識と基本の技術
を修得し、臨地実習指導者とと
もに実践する。

在宅療養者とその家族の価値
観・家族のケア経験を理解し、
ケアの向上を目指すための看
護実践を行う。

訪問看護ステーションの特
徴を理解し、多職種間のコ
ミュニケーション能力を身に
つける。

急激な健康破綻と回復過程
にある（周手術期）患者・家
族の受容、適応を理解した
コミュニケーションを図り、援
助関係を築ける。

急激な健康破綻と回復過程に
ある（周手術期）患者・家族を
主体とするチームケア、チー
ム医療において、多職種との
連携・協同の重要性を理解
し、看護師の果たす役割を考
察する。

疾病や治療による生体反応と
予測されるリスクを踏まえ優先
順位を判断し、援助を実践でき
る。

急激な健康破綻と回復過程にある（周
手術期）患者・家族の特徴を生活機能
面から説明できる。

急激な健康破綻と回復過程に
ある（周手術期）患者の看護計
画を立案し実践した援助の評
価ができる。成人看護学

実習Ⅰ

自分らしい生涯を全うで
きるように、高齢者の意
思の尊重および尊厳を守
る対応ができる。

保健・医療・福祉の実際を学
び、多職種とのチームアプ
ローチについて考察できる。

対象者の尊厳や人権に
ついて理解し、倫理観を
培う。

保健・医療・福祉の多様な
サービスおよび各専門職が担
う役割機能や連携を理解し、
効果的な在宅ケアを実践する
能力を修得できる。

慢性的な健康のゆらぎをたどり（終末
期含む）、生涯にわたって生活習慣や
生活様式の調整・再構築を必要として
いる患者・家族の健在または潜在する
健康問題を生活機能面から説明でき
る。

周産期実習の経験を通し
て、自己の親性・生命観・
倫理観・看護観を考察す
ることができる。

対象者の個別的な状況から起
こりうる危険を予測し、安全を
確保することができる。

保健・医療・福祉チームにおけ
る看護職の専門性を踏まえ、
チームの一員として行動す
る。

対象者と信頼関係を築くた
めのコミュニケーションを工

夫し、実践できる。

健康障害をもつ対象者の生活の特徴
と基本的ニーズを理解できる。

対象者のニーズを理解し、根
拠を考えて看護を実践でき

る。

倫理的態度をもって対象
者の意思を尊重した支援

を考える。

安全で安楽な環境を理解し、
支援を考えることができる。

対象者に関わる他職種の役
割と機能を理解できる。

対象者の個別的な環境や生活習慣、
疾病、治療について全人的に理解し、
健康上の課題を明らかにする。

安全で効果的に治療が継続で
きるよう、また、対象者のQOL
の向上をめざしてエビデンスに
基づく看護を実践する。

対象および看護・医療・保健
チームとの相互関係を通し
て、良好かつ援助的人間関係
を形成する基礎的な能力を身
につけることができる。

老年看護学実習
Ⅰ

健康課題を有し入院療養中の
対象者のニーズを理解し、根
拠を考えて看護実践すること
ができる。

看護の対象者との倫理的で
援助的関係形成の重要性を
理解し、良好な関係を作る
ためのコミュニケーションを
工夫することができる。

看護の対象者との倫理的
で援助的関係形成の重
要性を理解し、良好な関
係を作るためのコミュニ
ケーションを工夫すること
ができる。

基盤看護学実習
Ⅰ

看護師の役割と機能を理解
できる。

医療施設で療養生活をおくる看護の対
象者の特性を理解することができる。

医療施設で働く看護師の役
割・機能を理解することができ
る。

医療施設の役割・機能及び療
養環境の特徴について理解す
ることができる。

医療施設で働く看護師の役
割・機能を理解することができ
る。

対象者と関係を作るための
コミュニケーションを工夫す

ることができる。

様々な発達段階にある人の生活の特
徴を理解できる。

対象者への看護師の援助か
ら看護の働きを理解できる。

倫理的態度をもって行動
することができる。

安全で安楽な環境を理解でき
る。

1年次の学修目標

基盤看護学実習
Ⅱ

入院療養中の看護の対象
者と良好な信頼関係を築く
ためのコミュニケーションを
実践することができる。

高齢者の生活基盤や自律した
生活を支えるために必要な支
援を説明することができる。

高齢者の生活基盤や自律した
生活を支えるために必要な支
援を説明することができる。

健康課題を有する対象者の基本的
ニーズについて理解することができる。

看護計画立案時は、対象
者の意思を尊重した支援
を考えることができる。

各実習科目における6つの概念と実習目標 資料21－➀

入院または療養生活を送る高
齢者に対し、加齢変化、健康
障害、背景、保健医療福祉制
度などを総合的にアセスメント
し、生活上の課題について説
明できる。

高齢者及びその家族の生活
史や強みを尊重し、生活上
の課題を支援するための援
助が実践できる。

慢性的な健康のゆらぎをたど
り（終末期含む）、生涯にわ
たって生活習慣や生活様式の
調整・再構築を必要としている
患者・家族の健在または潜在
する健康問題を生活機能面か
ら説明できる。

対象および看護・医療・保健
チームとの相互関係を通し
て、良好かつ援助的人間関
係を形成する基礎的な能力
を身につけることができる。

女性の健康を維持・増進する
ために、リプロダクティブヘル
ス/ライツに関わる意思決定を
支えるために必要な知識や技
術がわかる。

看護計画立案及び実践におい
ては、安全で安楽な環境と支
援を考えることができる。

➀コミュニケーション ➁生活と健康
③エビデンスに基づく実

践
④倫理 ➄安全 ➅チーム医療

看護実践の経験をとおして客
観的に振り返り、母性看護に
特有な健康の保持増進とウェ
ルネスな状態となるために必
要な実践能力を培うことができ
る。

母子および家族に対する健康
の保持増進に向けた看護援助
の実際を知り、実践方法につ
いて説明することができる。

子どもの疾病や障がいが、子
どもや家族に及ぼす影響につ
いて理解し、多職種と連携し
ながら必要な支援について考
えることができる。

子どもの成長・発達の特徴
について理解し、その時期
にあった援助の方法につい
て理解を深め、関わりをもつ
ことができる。

女性の健康を維持・増進するために、
リプロダクティブヘルス/ライツに関わる
意思決定を支えるために必要な知識や
技術がわかる。

母子の経時的な変化からウェルネスな
状態を把握し、対象の理解ができる。

成人看護学実習
Ⅱ

高齢者及びその家族の生活史
や強みを尊重し、生活上の課
題を支援するための援助が実
践できる。

入院または療養生活を送る高齢者に
対し、加齢変化、健康障害、背景、保
健医療福祉制度などを総合的にアセス
メントし、生活上の課題について説明で
きる。

慢性的な健康のゆらぎをたど
り（終末期含む）、生涯にわ
たって生活習慣や生活様式の
調整・再構築を必要としている
患者・家族を主体とするチー
ムケアにおいて、多職種との
連携・協同の重要性を理解
し、看護師の果たす役割を考
察する。

コミュニケーション技術を修
得して、ケア対象者と基本
的な人間関係の基盤を築
き、治療的な対人関係を形
成することができる。

あらゆる場所で生活しているケアの対
象者に関心を持ち、身体的・精神的・
社会的な特性を理解し、対象者個人と
家族の生活を考えることができる。

科学的根拠に基づいて、看護
計画を立案し実践することが

できる。

対象者の尊厳と人権の
意味を理解し、倫理的態
度をもって行動すること

ができる。

対象者の安全と安楽に配慮し
た支援を考えることができる。

保健・医療・福祉における看
護の役割と機能、他職種との
連携・協働について理解でき

る。

4年次の学修目標

概念

到達目標

保健・医療・福祉チームのメ
ンバーとコミュニケーション
をとり、ケア対象者と治療的
な対人関係を形成するため
のコミュニケーションを工夫
し、実践することができる。

あらゆる場所で生活・療養する人々の
生活の特徴と基本的ニーズを理解し、
健康課題をアセスメントした上で、環境
調整と必要な看護が理解できる。

4

年
次

3

年
次

2

年
次

1

年



資料21－➁

月

日 5 12 19 26 3 16 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

1年次 前期 基盤看護学実習Ⅰ 1(45) 5日 １００名 3G 33～34名 1

前期 老年看護学実習Ⅰ 1(45) 5日 50名 10G 5名 2

後期 基盤看護学実習Ⅱ 2(90) 2週間 50名 10G 5名 2

後期 成人看護学実習Ⅰ 3(135) 3週間 16～17名 3G 5～6名 6

後期 成人看護学実習Ⅱ 3(135) 3週間 16～17名 3G 5～6名 6

後期 老年看護学実習Ⅱ 3(135) 3週間 16～17名 3G 5～6名 6

後期 小児看護学実習 2(90) 2週間 16～17名 3G 5～6名 6

後期 母性看護学実習 2(90) 2週間 16～34名 3G 5～23名 6
※3 W

① 母① 母②
W
② 母③ 母④

W
③ 母⑤ 母⑥

後期 精神看護学実習 2(90) 2週間 16～17名 3G 5～6名 6

後期 在宅看護学実習 2(90) 2週間 16～17名 3G 5～6名 6

前期 地域包括ケア実習 2(90) 2週間 50名 10G 5名 2

前期 統合実習 2(90) 2週間 100名 20G 5名 1

25単位 25週間

※1 ※3 W 母性看護学実習
・埼玉県男女共同参画推進センター～With Youさいたま～
にて、6G(33～34人)ずつ実習する。

※2

G ・・・・ グループ
基Ⅰ ・・・・ 基盤看護学実習Ⅰ
基Ⅱ ・・・・ 基盤看護学実習Ⅱ
成Ⅰ ・・・・ 成人看護学実習Ⅰ
成Ⅱ ・・・・ 成人看護学実習Ⅱ
老Ⅰ ・・・・ 老年看護学実習Ⅰ
老Ⅱ ・・・・ 老年看護学実習Ⅱ
小 ・・・・ 小児看護学実習
母 ・・・・ 母性看護学実習
精 ・・・・ 精神看護学実習
在 ・・・・ 在宅看護学実習
地 ・・・・ 地域包括ケア実習

完成年度（平成33年）の月日で作成

老年看護学実習Ⅰ
・4月～6月の毎週火曜日に実習を行う。各クール(全5回)

基盤看護学実習Ⅰ
・6月～7月の毎週火曜日に実習を行う。(全5回)

基Ⅱ➀

統合実習(2週
間)

基Ⅱ②

老Ⅱ① 老Ⅱ②

精① 精②

在②

成Ⅰ③ 成Ⅰ④ 成Ⅰ⑤

（H34）1月9月 10月 12月
2月

5月 6月 7月 8月 11月
1クール当たり

の学生数

1クール
当たりの
グループ

数

1Gの人数
クー
ル数

(H33)4月

成Ⅰ⑥

成Ⅱ① 成Ⅱ② 成Ⅱ③ 成Ⅱ④ 成Ⅱ⑤ 成Ⅱ⑥

成Ⅰ① 成Ⅰ②

小① 小② 小③ 小④ 小⑤

精⑥

老Ⅱ③ 老Ⅱ④ 老Ⅱ⑤ 老Ⅱ⑥

配当
年次 時期 実習科目名

単位
(時間
数)

期間

4年次

2年次

老Ⅰ➀　(火曜日、5回)　※1 老Ⅰ➁　(火曜日、5回)　※1

基Ⅰ(火曜日、5回)　※2

地① 地②

3年次

3月

略称

在⑥

計

在① 在③ 在④ 在⑤

小⑥

精③ 精④ 精⑤

臨地実習計画表



資料22－➀

基
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護
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習
Ⅰ

基
盤
看
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学
実
習
Ⅱ

成
人
看
護
学
実
習
Ⅰ

成
人
看
護
学
実
習
Ⅱ

老
年
看
護
学
実
習
Ⅱ

小
児
看
護
学
実
習

母
性
看
護
学
実
習

精
神
看
護
学
実
習

在
宅
看
護
学
実
習

地
域
包
括
ケ
ア
実
習

統
合
実
習

1 東松山医師会病院 42 42 42 60 60 60 30
東松山市神明町
1-15-10 34分

2 東松山市立市民病院 30 30 30 30 30 30 30
東松山市大字松山
2392 34分

3 社会医療法人　関越病院 36
東鶴ヶ島市脚折
145-1 36分

4 医療法人社団　池袋病院 18 18 18
川越市笠幡
3724-6 60分

5 医療法人積仁会旭ヶ丘病院 4 4 4 12 12 36 6
日高市大字森戸
新田99-1 60分

6
一般財団法人　精神医学研究所附
属東京武蔵野病院

100 10
板橋区小茂根4-
11-11 60分

7 医療法人 三愛会総合病院 36
三郷市彦成3-7-17

95分

8
三愛会ロイヤル訪問看護ステー
ション

36
三郷市彦成3-7-
20 95分

9 訪問看護ステーションそれいゆ 24 6
北区田端新町1-
22-5 80分

10 療養通所　それいゆ 24 6
荒川区東尾久3-
19-6 100分

11 医療法人恵愛会恵愛病院 36
富士見市針ヶ谷
526-1 40分

12
埼玉みさと総合リハビリテーション
病院

15 15
三郷市新和5-
207 90分

13 医療法人直心会帯津三敬病院 24 12
川越市大字大中
居545 50分

14 牧田総合病院 24 24 24 24 24 24 12 36
東京都大田区大
森北1-34-6 110分

15 訪問看護ステーション あおば 36
新座市石神1-4-
9 60分

16 「和」訪問看護ステーション 20 20
新座市あたご三
丁目8-16 60分

17 訪問看護ステーションつくし 20 20
新座市東北2-29-35
ワイズプルミエ3階 50分

18 社会福祉法人ブローニュの森 100
栃木県佐野市堀
米町3905-4 160分

19 介護老人保健施設エーデルワイス 36
東京板橋区四葉
2-21-16 110分

大学（東松山
キャンパス）か
ら実習施設ま
での所要時間

実習施設一覧表　　　　実習受入承諾済み

所在地

実習受け入れ予定人数

No 実習施設名
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Ⅰ
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Ⅱ
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護
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実
習

大学（東松山
キャンパス）か
ら実習施設ま
での所要時間

所在地

実習受け入れ予定人数

No 実習施設名

20
社会福祉法人北野会　特別養護老
人ホームマイライフ徳丸

20 36
東京都板橋区徳
丸3-32-28 70分

21 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 36 36 36 30
和光市諏訪2-1

60分

22
カルガモの家
(医療型障害児入所施設)

36
川越市鴨田
1930-1 50分

23
社会医療法人河北医療財団
河北総合病院 36 36 36

杉並区阿佐ヶ谷
北1-7-3 90分

24
埼玉県男女共同参画推進センター
～With Youさいたま～ 100 40

さいたま市中央
区新都心2-2 70分

25 大東文化大学附属青桐幼稚園 60
板橋区高島平3-
6-1 100分

26
学校法人高坂新井学園高坂幼稚
園

40
東松山市高坂
1019-7 15分

27 愛の家グループホーム板橋徳丸 35
板橋区徳丸6-
36-1 70分

28
医療法人泰一会
介護老人保健施設いるまの里

35
埼玉県入間市野
田1630 90分

29 グループホームマイライフ徳丸 35
板橋区徳丸3-
32-28 70分

30
社会福祉法人
毛呂山町社会福祉協議会

20
入間郡毛呂山町
岩井西5-16-1 45分

31
社会福祉法人
東松山市社会福祉協議会

20
東松山市松本町
1-7-8 25分

32
医療法人瑞穂会　介護老人保健施
設　志木　瑞穂の里（デイサービス）

20 36
志木市上宗岡2-
20-17 50分

33
医療法人社団満寿会
介護老人保健施設　鶴ヶ島ホーム

20
鶴ヶ島市脚折字
天神下1877 30分

34
社会福祉法人シャローム埼玉介護
老人福祉施設シャローム・ガーデン
坂戸

20 36

坂戸市大字新堀
1-1 25分

35 彩訪問看護リハビリステーション 20 20
蕨市北町1-4-19
ビレッタGA106 80分

36
社会福祉法人誠由会　ハピネス狭
山(デイサービス)

20 36
狭山市富士見2
丁目16-8 60分

37
医療法人社団武蔵野会
新座志木中央総合病院

100 60 20
新座市東北1-7-

2
50分

38 幸手市保健福祉総合センター 20
幸手市天神島
1030-1

120分

39 杉戸町地域包括支援センター 20
杉戸町清地2-9-
29

100分

基Ⅰ 老Ⅰ 基Ⅱ 成Ⅰ 成Ⅱ 老Ⅱ 小児母性 精神 在宅 地包 統合

計 200 236 160 159 183 339 244 208 200 288 256 200









tnakano
テキスト ボックス
※　資料22－①・②に記載する各実習施設（39施設）からの　　実習受入承諾書を添付した。
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